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平成２５年第４回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期１２月２日（月）～１２月１８日（水）    （会期１７日間） 

 

月  日 曜日 日   程 備  考 

１２月 ２日 月 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案説明（午前１０時開 

 会） 

・即決案件採決 

・各委員会協議会 

１２月 ３日 火 本 会 議 ・一般質問（午前９時開会） 

１２月 ４日 水 本 会 議 

・一般質問（午前９時開会） 

・質疑・委員会付託 

・環境衛生施設建設特別委員会 

・新市立病院建設特別委員会 

１２月 ５日 木 休   会     

１２月 ６日 金 休   会  

１２月 ７日 土 休   会  

１２月 ８日 日 休   会  

１２月 ９日 月 常任委員会  

１２月１０日 火 常任委員会  

１２月１１日 水 常任委員会 予備日 

１２月１２日 木 休   会  

１２月１３日 金 休   会  

１２月１４日 土 休   会  

１２月１５日 日 休   会  

１２月１６日 月 休   会 ・討論通告〆切 

１２月１７日 火 休   会  

１２月１８日 水 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告（午後２時開会） 

・質疑・討論・採決 
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   １９番  兵 頭   勇 

   ２０番  山 本 昭 義 
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１．欠 席 議 員 

   １１番  松 島 義 幸 

１．会議録署名議員 

    ２番  井 関 陽 一 

    ３番  菊 池 純 一 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  九 鬼 則 夫 

   教  育  長  宇都宮 又 重 

   公営企業部長  平 野 松 市 

   会 計 管 理 者  井 上 謙 二 

   総務企画部長  河 野 敏 雅 

   産業建設部長  福 原 純 一 

   生活福祉部長  三 好 幸 二 

   教 育 部 長  内 藤 利 明 

   明 浜 支 所 長  宇都宮 松 夫 

   野 村 支 所 長  井 上 尚 喜 

   城 川 支 所 長  徳 居 隆 利 

   三 瓶 支 所 長  西園寺 良 徳 
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   総 務 課 長  宗   正 弘 

   財 政 課 長  道 山 升 文 

   企画調整課長  浅 野 信 也 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  井 関 通 夫 

   議 事 係 長  佐 藤 陽一郎 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （２番 井関陽一、３番 菊池純一） 

 ２ 会期の決定 

  （１２月２日～１２月１８日 １７日間） 

 ３ 陳情第  ３号 三瓶地区の良好な保育環

境を求める陳情書 

 ４ 議案第１１５号 西予市消防救急デジタル

無線設備整備工事変更請

負契約について 

 ５ 議案第１１６号 西予市ジオパーク推進基

金条例制定について 

   議案第１１７号 西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１１８号 地方税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例

制定について 

   議案第１１９号 西予市游の里ふれあい広

場条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

 ６ 議案第１２１号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の共同処理す

る事務の変更及び規約の

変更について 

   議案第１２２号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の財産処分に

関する協議について 

   議案第１２３号 愛媛県市町総合事務組合

を組織する地方公共団体

の数の減少及び組合規約

の変更について 

   議案第１２４号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

から脱退に伴う財産処分

について 

   議案第１２５号 愛媛県市町総合事務組合

からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について 

 ７ 議案第１２６号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

 ８ 議案第１２７号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

３号） 

   議案第１２８号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１２９号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 

   議案第１３０号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１３１号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１３２号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

   議案第１３３号 平成２５年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ９ 報告第 ２２号 専決処分事項の報告につ

いて 

追加 議案第１３４号 三瓶小学校スクールバス

の取得について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 陳情第  ３号 三瓶地区の良好な保育環

境を求める陳情書 

 ４ 議案第１１５号 西予市消防救急デジタル

無線設備整備工事変更請

負契約について 

 ５ 議案第１１６号 西予市ジオパーク推進基

金条例制定について 

   議案第１１７号 西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１１８号 地方税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例

制定について 

   議案第１１９号 西予市游の里ふれあい広

場条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

 ６ 議案第１２１号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の共同処理す

る事務の変更及び規約の

変更について 

   議案第１２２号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の財産処分に

関する協議について 

   議案第１２３号 愛媛県市町総合事務組合

を組織する地方公共団体

の数の減少及び組合規約

の変更について 

   議案第１２４号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

から脱退に伴う財産処分

について 

   議案第１２５号 愛媛県市町総合事務組合

からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について 

 ７ 議案第１２６号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

 ８ 議案第１２７号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

３号） 

   議案第１２８号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１２９号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 

   議案第１３０号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１３１号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１３２号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

   議案第１３３号 平成２５年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

 ９ 報告第 ２２号 専決処分事項の報告につ

いて 

追加 議案第１３４号 三瓶小学校スクールバス

の取得について 
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  開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２０名でありま

す。これより平成２５年第４回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 三好市長より今定例会招集の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 それでは、平成２５年西予市議会第４回の定例

会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 師走に入りまして何かと気ぜわしいきょうこの

ごろでございますが、議員の皆様におかれまして

は、公私ともにご多忙の中、ご出席を賜り厚くお

礼を申し上げます。 

 月日が流れるのは本当に早いもので、ことしも

残すところ１カ月足らずとなりましたが、この１

年間を振り返りますと、国政では、７月の第２３

回参議院議員通常選挙において自由民主党が現行

選挙制度下で最多となる６５議席を獲得し、第４

６回衆議院議員総選挙以来続いておりましたねじ

れ現象が解消されることとなりました。 

 天候面では、高知県四万十市で国内観測史上最

高気温４１度を記録するなど、各地で記録的な猛

暑となりました。また、局地的な豪雨や竜巻、大

型台風など相次いだ異常気象現象の影響により、

日本各地に大きな被害をもたらしました。 

 一方、明るい話題では、６月に富士山が世界文

化遺産に登録され、９月には２０２０年東京オリ

ンピックの開催が決定し日本中が歓喜したのは記

憶に新しいところであります。 

 西予市においてのことしの大きなニュースとい

たしましては、四国西予ジオパークが日本ジオパ

ークに認定されたことであろうかと思います。１

０月１５日に隠岐島で開催された日本ジオパーク

認定式におきまして正式に認定書をいただきまし

たが、大変感動するとともに、この認定にご尽力

をいただいた全ての方々に感謝をしたところでご

ざいます。 

 今回の認定によりまして、四国西予ジオパーク

がさまざまな方面から情報発信をしていただきま

したことから、西予市を訪れていただく方がふえ

ているところでございます。今回の補正予算でジ

オパーク推進基金を計上させていただいておりま

すが、基金の有効な活用によりまして、また訪れ

てみたいと思っていただけるための対策を講じて

まいりたいと考えております。 

 また、悲しい別れもありました。塔和子さんと

の別れでありますが、私も１１月３日に香川県の

大島青松園で開かれました「塔和子さんをしのぶ

会」に西予市の有志の皆さん方と一緒に出席をさ

せていただきました。いろいろな方面からの出席

者があり、塔和子さんの人柄がしのばれ、胸が熱

くなったところでございます。改めまして、心か

らのご冥福をお祈りしますとともに、西予市が生

んだ偉大な詩人、命の尊厳を見詰め続けた塔和子

さんの志を後世まで伝えていかなければならない

と誓った次第でございます。 

 さて、本年は市政が直接または間接的にかかわ

る難題も出てまいりました。 

 三瓶の産業廃棄物問題は、現在係争中でありま

すが、市といたしましては、その経過を見守りな

がら市民の皆様にどのように寄り添っていくこと

ができるか考えていかなければなりません。 

 また、八幡浜漁協の財政再建問題につきまして

は、三瓶の漁業者や議会の意見を踏まえつつ、未

来志向で支援をしていく所存でございます。 

 上水道の事業統合や水道料金の平準化の問題に

つきましては、市民検討委員会の答申を踏まえ、

市民の皆さんの意見を聴取しながら修正を加えつ

つ、ことしは関係する全地区で説明会を開催いた

しました。いただいた意見や議会の意見を総合的

に勘案して、しかるべき時期に決定したいと思っ

ております。 

 さて、本定例会でございますが、契約案件１

件、条例制定１件、同改正４件、組合規約変更２

件、組合財産の処分３件、補正予算８件など合計

２０件を上程し、ご審議をお願い申し上げるもの

でございます。なお、議案等の提案理由につきま

しては上程の際に説明申し上げますので、何とぞ

慎重にご審議をいただき、ご承認、ご決定を賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単ではござい

ますけれども招集のご挨拶とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通しを願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 
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○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に２番井関陽一君、３番

菊池純一君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から１２月１８日までの１

７日間といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日から１２月１８日までの１７日間と

決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 日程第３、陳情第３号「三瓶地区の良好

な保育環境を求める陳情書」を議題といたしま

す。 

 厚生常任委員会の報告を求めます。 

 小野厚生常任委員長。 

○小野正昭厚生常任委員長 厚生常任委員会報

告。 

 平成２５年第３回定例会において継続審査とな

りました陳情第３号について、去る１１月８日に

委員会を開催し審査を行いましたので報告をいた

します。 

 陳情第３号「三瓶地区の良好な保育環境を求め

る陳情書」については、お手元に配付のとおり採

択と決定をいたしました。 

 本陳情の審査に当たり当委員会では、ひまわり

保育園及び三瓶保育園において所管事務調査を行

い、同日、委員相互の討論方式により審査を行い

ました。一部の委員から、民営化に対するアンケ

ートの結果では賛否が二分しており、また地域内

の保育園保護者の間でも十分な協議ができていな

いことから、趣旨はわかるが不採択とするものと

の意見がありました。一方、本陳情の趣旨である

三瓶地区の良好な保育環境を求めることについて

願意は理解できるとの意見が多数を占めたことか

ら、採択と決定をいたしました。 

 所管事務調査の際、公立保育園及び民間保育園

双方の保護者代表から、行政主導により協議の場

を設けてほしいとの意見がありました。また、平

成２５年９月、西予市公立保育所（園）のあり方

に関する方針においては、公立保育所の見直しの

中で、その民営化と必要性等々基本的な考えが示

されているほか、末尾には、保護者からの統合要

望においてもその意向を尊重し、地元関係者との

意見調整を図りながら進めると記されておりま

す。これらのことから当委員会といたしまして

も、行政と両保育園の三者による協議の場を早急

に設けることを要望いたします。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月２日、厚生常任委員会委員長

小野正昭。 

○議長 以上で厚生常任委員会の報告は終わりま

した。 

 これより委員会報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 酒井議員。 

○１８番酒井宇之吉君 委員会、大変な難産だろ

うと思います。 

 採択の理由に書いております、民営化に対する

アンケート結果では賛否が二分しており、また地

域内の保育園保護者の間でも十分な協議ができて

いないという明記がございます。なお、審査経過

及び要望等につきましては、西予市公立保育所

（園）のあり方に関する方針において記載されて

おります。 

 この答申によりましては、私ども明浜町は、保

育所が２カ所ございます。明浜町の保育所の保護

者のほうから私のほうへ来ておりますのは、三瓶

町の公立保育園が民営化されると、順次西予市の

保育所も民営化されるんじゃないかという懸念を

伝えてまいりました。経緯に書いてありますよう

に、地元関係者との意見調整を図りながらも進め

ていくと書いております。この中で保護者なんか

が不安を感じておりますのは、小学校の統合等々

につきましても、行政主導で統廃合がなされたと

いう気持ちが心の隅に残っているようでございま

す。このような問題を含めまして、私は、行政

側、理事者側の態度によりましては順次民営化が

なされるんではないだろうかという端々の保育所

の心配を懸念する次第でございます。 

 今後、三者で協議の場を早急に設けることをご

要望されておりますので、その経緯を見たいと思

いますけれども、この三瓶町のこの陳情書につき

ましては、西予市全体の保育所のあり方も問われ

ているように私は感じております。この要望書の
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審査が三瓶町だけの願意に基づいた形になされた

のか、西予市全体の保育所の問題を含めた形でご

討議なされたのか、１点お尋ねをさせていただき

ます。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○小野正昭厚生常任委員長 それでは、答弁をさ

せていただきます。 

 酒井議員さんの審査の過程についての、三瓶町

だけなのか、それとも西予市全体のことなのかと

いうご質問に対してですけれども、今回我々が陳

情を受けましたのは、そこにもありますように三

瓶地区の良好な保育環境を求めること、このこと

について陳情を受けました。ですから、三瓶町の

保護者の方々の思い、それとまた保育園の保護者

の方々の思い、その辺のところを重要に考えまし

た。 

 要は、ひまわり保育園、三瓶保育園がどうこう

ではなしに、私は、委員長の個人的な見解は、西

予市の宝である三瓶町の宝である子供たちがいか

にすればよくなるのか、どういうところで保育さ

れるのが良好な環境なのか、これが私は第一点だ

と思っております。そういうことを受けて、この

陳情書の趣旨に沿って委員会協議を行いました。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 三瓶町の方たちの民営の

保育所があるところと民営の保育所がないところ

と、その不安が払拭できないという形が、私の地

域の方たちの保護者から私のほうへ要望が出てお

りますので、私はそういうことを考えまして態度

を考えさせていただきたいと、このように思って

おります。 

 以上。 

○議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 陳情第３号「三瓶地区の良好な保育環境を求め

る陳情書」は委員会報告のとおり採択することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第３号は採

択することに決定をいたしました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１１５号「西予

市消防救急デジタル無線設備整備工事変更請負契

約について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 菊池消防本部消防長。 

○菊池消防本部消防長 議案第１１５号「西予市

消防救急デジタル無線設備整備工事変更請負契約

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本工事につきましては、平成２５年第１回定例

会において議決いただき、請負金額３億２，１０

９万円で四国エンジニアリング株式会社松山支店

支店長安藝克彦氏と契約を締結し、平成２６年３

月２０日の完成を目指し事業を進めているところ

であります。 

 このほど、法華津基地局の発電機基礎部分をよ

り頑丈に仕上げるために、ラップルコンクリート

に変更し、法華津基地局と甲が森基地局のパンザ

マスト基礎を掘削土からコンクリート打ちへの変

更が必要となりました。また、両基地局の保守面

を考慮して防草対策を施すとともに、消防本部電

源の雷対策として帯電トランスを新たに追加いた

します。これらに伴い１０５万４，０００円を増

額し、請負金額３億２，２１４万４，０００円と

する工事変更請負仮契約を締結しましたので、議

会の議決を求めるものであります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 
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 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１５号「西予市消防救急デジタル無線

設備整備工事変更請負契約について」は原案のと

おり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１５号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第１１６号「西予

市ジオパーク推進基金条例制定について」から議

案第１２０号「西予市病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例制定について」までの

５件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 議案第１１６号「西予市ジ

オパーク推進基金条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本基金は、９月に認定を受けた四国西予ジオパ

ークを具体的に事業化しながら、教育や地域振興

に生かすための財源として設けるものでありま

す。 

 市民の皆様がジオパーク学習に取り組んでいた

だきやすい仕組みづくりや、多様なジオの恵みを

効果的にＰＲできるソフト事業を実施することは

もちろん、広範囲に存在するジオポイントの看板

整備や安全確保、トイレなどの施設改修などのハ

ード事業も計画的に推進する必要があります。今

回のジオパーク認定を最大限に生かせるさまざま

な事業を計画的かつ継続的に実施するため、新た

に基金を設けるに当たりその効果的な運用を図る

ため、地方自治法第２４１条の規定に基づき本条

例を制定するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第１１７号「西予市職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、市職員の通勤手当の額を愛媛県

職員に準拠させるものであります。 

 通勤手当はもとより、職員の通勤事情に着目し

て支給されている手当であり、性格的には実費弁

償に近いものと言えます。ただ、この手当をもっ

て職員の負担する通勤費の全てを賄うものではな

く、その負担の軽減を図る趣旨で支給される給与

であります。職員の自家用車での通勤者は約７割

を超えており、公共交通機関の整備状況等を踏ま

えるとともに近年の社会一般の情勢を鑑み、本条

例の一部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第１１８号「地方税法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回の改正は、平成２５年３月３０日に地方税

法の一部を改正する法律が公布されたことに伴

い、平成２６年１月１日から地方税に係る延滞金

の利率が引き下げられることによるものでありま

す。 

 地方自治法に基づき定めている延滞金の額につ

きましては、地方税法の延滞金の額と均衡を失し

ないよう措置することが適当であるとされている

ことから、延滞金について定めのある西予市後期

高齢者医療に関する条例、西予市介護保険条例、

西予市林業振興事業分担金徴収条例、西予市公共

下水道事業受益者負担金徴収条例、西予市道路占

用料徴収条例、以上５条例の一部を改正するもの

であります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第１１９号「西予市游

の里ふれあい広場条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、緑豊かな田園森林に親しみ、市民に

健全で快適な交流の場を提供するため、游の里ふ

れあい広場を設置しているところでございます。

しかしながら近年、同施設の利用が低迷している

ことから同施設内の遊休地を農園として整備する

ことにより、施設の有効活用を図るとともに隣接

する温泉施設との相乗効果により、利用者の増加

を期待するものであります。これに伴い農園の利

用料金を定めるため、本条例の一部を改正するも

のであります。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 議案第１２０号「西予市病
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院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、市立宇和病院の移転新築に伴

い、病院の名称及び位置を変更するものでありま

す。 

 新病院の名称につきましては、全国から募集し

た名称を西予市新病院名称選考委員会で選考して

いただき、先般、答申を受けました。その後、関

係部局等と協議を行った結果、答申のとおり新病

院の名称を西予市立西予市民病院とすることとい

たしました。新病院の名称を決定した理由といた

しましては、西予市の新しい病院として地域医療

を担う中核病院であり、医療、福祉、介護の地域

連携のかなめとしての役割を担う病院としてふさ

わしい名称であること。また、公立病院としてわ

かりやすく、市民はもとより周辺地域の皆様から

も親しまれる名称であることでございます。 

 なお、西予市民病院の開院につきましては７月

中旬を予定しておりましたが、東日本大震災等の

影響により、大規模現場に対応できる技能労働者

を確保することが現在困難な状況となっておりま

す。また、台風災害などの不測の事態も考慮し、

開院日につきましては、工期の見通しが確定次

第、規則で定めることとしております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第１２１号「八幡

浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事

務の変更及び規約の変更について」から議案第１

２５号「愛媛県市町総合事務組合からの構成団体

の脱退に伴う財産処分について」までの５件を一

括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 議案第１２１号「八幡浜・

大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事務の

変更及び規約の変更について」、議案第１２２号

「八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分

に関する協議について」関連がございますので、

一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合観光センタ

ービルは、九州への玄関口である八幡浜港のフェ

リー発着場に位置し、１階は八幡浜市所有の旅客

上屋として、２階から７階までは八幡浜・大洲地

区広域市町村圏組合所有の貸しビルとして土産物

店、レストラン、海運事務所などが入居をしてお

ります。昭和４９年１０月に、一般客の利便性向

上と地域の観光開発を積極的に図り、圏域全体の

活性化に寄与することを目的に整備されたもので

あります。しかしながら、建物は建設から４０年

近くが経過し老朽化が進んでいる上に、本年３月

に隣接地に新しい魚市場や直売所、観光案内所、

レストラン等を備えた道の駅八幡浜みなっとが完

成し、フェリーターミナルを含めた港の一体的な

整備が必要な状況となっております。今後、八幡

浜市において当地域の開発を積極的に進める計画

であることから、八幡浜・大洲地区広域市町村圏

組合としては、同市からの要望どおり観光センタ

ーを同市へ移管することとし、関連する事務を共

同処理事務から除き、組合規約について所要の変

更を行うものであります。 

 続きまして、議案第１２３号「愛媛県市町総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

組合規約の変更について」、議案第１２４号「愛

媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

ら脱退に伴う財産処分について」、議案第１２５

号「愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱

退に伴う財産処分について」関連がございますの

で、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 愛媛県市町総合事務組合の構成団体である内山

衛生事務組合の解散に伴い、平成２６年３月３１

日をもって、内山衛生事務組合を愛媛県市町総合

事務組合から脱退させるものであります。 

 また、同日をもって愛媛県市町総合事務組合の

構成団体である伊予市を、日本国内で交通事故に

より災害を受けた構成団体の住民またはその遺族

の生活の共済に関する共同処理事務構成団体から

脱退をさせるため、地方税法第２８６条第１項の

規定により当該組合の規約を改正するものであり

ます。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１２６号「平成

２５年度西予市一般会計補正予算（第４号）」を

議題といたします。 
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 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第１２６号「平成２５年度西予

市一般会計補正予算（第４号）」について提案理

由のご説明をさせていただくとともに、今年度の

主な事業の状況についてご報告をしたいと思いま

す。 

 今年度、市内経済の活性化と雇用創出のため実

施いたしました市単独事業は、地域経済に対しま

して大きな経済波及効果をもたらしているものと

思われています。中でも、農業用施設及び林業の

原材料支給事業及び住宅リフォーム事業につきま

しては、予想を超える大変多くの要望があったこ

とから、追加補正を行っております。特に、住宅

リフォーム事業におきましては、１１月６日現在

で申請件数が１１９件となり、既に２億円を超え

る経済効果をもたらしていることから、当初の目

的どおり地域経済の底上げにつながっているので

はないかと思っております。 

 次に、汚泥再生処理施設整備事業ですが、昨年

に引き続きまして、周辺地域の生活環境に与える

影響について予測及び評価を行っております。今

後は平成２６年度に土地取得、造成整備、プラン

トメーカー決定、平成２７年度から２８年度にか

けて本体工事を行う予定であります。 

 次に、西予市学校再編計画に基づき統合が進め

られておりますが、小学校整備事業の進捗状況に

つきましてご報告いたします。 

 まずは三瓶小学校校舎新築事業ですが、平成２

４年１１月に着工いたしまして１０月末現在で全

体の７割が完成しております。今後は、外構工

事、内装工事及び電気機械等の取りつけ工事を行

い、平成２６年２月末の完成を予定しておりま

す。 

 次に、野村小学校南校舎改築事業ですが、１２

月１０日に入札を行う予定で、現在は解体工事に

着手しており、年内に躯体解体、来年１月に整地

を行った後、建築工事に着手する予定でありま

す。今年度の工事は主に基礎工事を行い、平成２

７年２月末の完成を予定しております。 

 次に、明浜地区の小学校統合校舎建設事業です

が、１２月３日に入札を行う予定で、今年度の工

事は主にくい工事を行い、平成２７年２月末の完

成を予定しております。 

 次に、えひめ国体施設整備事業ですが、宇和球

場改築工事の設計、地質調査等、宇和運動公園の

多目的グラウンド等の測量設計及び両施設の長寿

命化計画の策定を委託しているところであります

が、今後は平成２６年、２７年度で各工事を行

い、平成２８年度に相撲会場となっております乙

亥会館内の補修工事を行う予定であります。 

 さて、今回の補正予算でございますが、国県補

助金の内示等による事業費の調整及び台風災害に

対する復旧経費等、早急に対応すべき課題、今回

計上しなければならない案件について計上してお

ります。 

 まず、歳入歳出予算の補正ですが、既決いただ

いております歳入歳出予算でそれぞれ３億１，８

６３万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２９０億７，６９２万５，０００円と定める

ものであります。 

 そのほか、継続費、債務負担行為、地方債につ

いて補正を行っております。 

 それでは、歳出予算についてその主な内容につ

いてご説明をいたします。 

 まず、行財政分野では、多目的公共用地として

取得しました愛媛県オフサイトセンターの移転新

築予定地について、愛媛県への売却予定価格が決

定したため、土地開発基金から当該土地を購入す

るための経費を計上しております。 

 次に、農林水産分野では、養蚕農家の高齢化等

により、養蚕業が消滅してしまうおそれがあるこ

とから、西予市の養蚕業を後世へ残していくため

の経費を計上しております。 

 また、自給飼料生産拡大事業に対する県補助事

業が新設されたことから、既に予算計上しており

ます農業機械の導入、更新に対する事業費を増額

するものであります。 

 そのほか、多額の累積赤字により経営再建中の

八幡浜漁協に対して、その財務改善計画に基づい

た支援に対する経費を計上しております。 

 次に、土木分野では、愛媛県の道路改良事業予

算の増額に伴い、愛媛県土木建設事業負担金を増

額するものであります。 

 また、平成２４年度に一部着手しながら中断し

ておりました三瓶町市道蔵貫浦７号線の改良事業

経費を計上しております。 

 次に、消防防災分野では、愛媛県の緊急津波対

策推進事業費補助金の追加内示があったことか

ら、明浜、三瓶地区で津波避難路ソーラー街路灯
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等を整備するための経費を計上しております。 

 次に、教育分野では、米博物館の擁壁に亀裂が

発生し擁壁崩壊が心配されることから、擁壁への

雨水の浸入を防ぐための排水路設置経費及び次年

度に実施予定のアンカー工事の設計委託経費を計

上しております。 

 また、えひめ国体施設整備事業において、設計

変更及び工程の見直しにより、御旅公園園路の測

量設計等に関する経費を当初計画より前倒しをし

て計上しております。 

 次に、災害関係では、９月３日から４日の台風

１７号及び１０月２４日から２６日の台風２７号

により被災しました道路、河川及び林業施設の復

旧に関する経費を計上しております。 

 そのほか、９月２４日に四国西予ジオパークが

日本ジオパークとして認定されたことから、今

後、多様な地域資源を保全しながら持続的な地域

活性化を図る事業を実施するための基金を創設し

ております。 

 また、今後必要となる公共施設の解体、撤去事

業費等の財政負担に備えるため、公共施設整備基

金の積み増し予算を計上しております。 

 以上、歳出予算の概要でございましたが、続き

まして歳入予算の概要について説明をいたしま

す。 

 歳入では、普通交付税が決定しましたのでこれ

を増額し、これに伴い財政調整基金を繰り戻して

います。また、地域経済活性化・雇用創出臨時交

付金の額の決定により、充当事業の財源の組み替

えを行っております。そのほか、国県補助金の交

付決定及び内示による増減額に伴いまして地方債

の増減額を行っております。 

 以上、ご説明いたしましたが、詳細な点につき

ましては担当課長から補足説明をさせますので、

よろしくご審議を賜りご決定いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長 道山財政課長。 

○道山財政課長 それでは、予算書に沿って補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳出につきまして説明をさせていただき

ます。 

 予算書の１７ページをお開き願います。 

 総務費、１項５目財産管理費、１７節土地購入

費６，１４５万円でありますが、多目的公共用地

としまして土地開発基金を用いて取得しました土

地を、県が実施しますオフサイトセンター移転建

設用地として売却するために、土地開発基金から

一般会計が買い取りするための予算を計上してい

ます。財源には、県への土地売払収入を充当して

います。 

 ２５ページをお開き願います。 

 農林水産業費、１項３目農業振興費、１９節蚕

糸業振興対策事業補助金１００万円であります

が、明治初期に始まりました野村町の養蚕業、そ

の生糸がカメリアの名前で国内外において高い評

価を受けています。ことし、伊勢神宮で２０年に

１度行われる式年遷宮の御用生糸として使用さ

れ、蚕糸のブランドとなっています。しかしなが

ら、中国やブラジルなどの外国製品の進出、また

高齢化等による農家数の減少が進み消滅のおそれ

があることから、西予市の蚕糸業を後世へ残して

いくため、ＪＡひがしうわ養蚕部会の養蚕寝所、

稚蚕飼育所の運営費に対する補助金を計上してお

ります。財源には、西予市蚕糸業振興基金繰入金

を充当しています。 

 ２７ページをお開き願います。 

 農林水産業費、２項１目林業総務費、１５節工

事請負費１１９万円でありますが、三瓶の有太刀

生活環境保全林、福島展望公園あらパーク内の道

路が舗装した盛り土が原因によりアスファルトに

亀裂が入り、今後集中豪雨などにより亀裂から雨

が入り込み、地すべりの危険があるため、これを

早急に復旧するための経費を計上しています。 

 同項２目林業振興費、１５節工事請負費５，５

００万円でありますが、愛媛県の単独事業であり

ます森林そ生緊急対策事業費県補助金の追加内示

を受けて、林道専用道、野村町野村うどん谷支

線、野村町松渓横松線、野村町栗木西栗木支線の

整備事業費を増額するものであります。 

 ２８ページをお開き願います。 

 農林水産業費、３項２目水産業振興費、１９節

八幡浜漁協財務改善支援事業補助金７５２万４，

０００円でありますが、平成１７年度の合併以

後、水揚げ量の減少に伴う事業利益の減少等によ

り多額の損失金を発生し、平成２４年度末で大幅

な出資金毀損状態に至ったため、愛媛県、八幡浜

市など９機関による財務改善委員会を立ち上げ、

経営改善計画に取り組むことになり、この改善計

画に基づいて経営改善支援資金補償料、施設解体

費用、運転資金借入金利子、漁業センター運営費
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について支援を行うものであります。 

 ３３ページをお開き願います。 

 消防費、１項４目災害対策費、１５節工事請負

費６００万６，０００円でありますが、愛媛県の

緊急津波対策推進事業費補助金の追加内示を受け

まして、明浜地区４カ所で津波避難路ソーラー街

路灯整備、三瓶地区３カ所で津波避難路ソーラー

街路灯整備、避難所の整地及び避難路の舗装を行

う経費を計上しております。 

 ３４ページをお開き願います。 

 教育費、２項３目学校建設費、三瓶小学校校舎

新築事業３億３，１８９万６，０００円の減額で

ありますが、実績見込みにより事業費を減額する

ものであります。これに伴いまして、市債の減額

など財源の変更を行っております。 

 ３７ページをお開き願います。 

 教育費、６項５目文化の里振興費、米博物館管

理運営事業５９５万２，０００円でありますが、

米博物館の擁壁に亀裂が発生しているため、擁壁

崩壊による被害想定調査を実施し、その結果、早

急な補強対策を行うことにしました。今年度につ

きましては、応急対策としまして、擁壁背面への

雨水浸透防止のための排水路の整備費と、来年度

実施いたします補強工事に係る設計委託料を計上

しています。なお、来年度はアンカーによる補強

工事を実施する予定であります。 

 ３８ページをお開き願います。 

 教育費、７項２目体育施設費、１５節工事請負

費４２８万８，０００円でありますが、野村運動

公園テニスコートの人工芝が経年劣化によりめく

れ、段差や継ぎ目でつまずいてけがをする危険性

が高く、またジュニアから一般、高齢者まで幅広

い年齢層がほぼ毎日利用しており、利用者の安全

のため早急に補修する必要がありますので、その

経費を計上しています。 

 同項５目国民体育大会費、えひめ国体施設整備

事業４３５万９，０００円でありますが、宇和運

動公園内の園路の設計内容等の変更及び宇和運動

公園多目的グラウンドの測量設計業務におきまし

て、測量範囲が広範囲であることから、基準点測

量業務の測点が増量し設計委託費が増額、また施

設整備工程の見直しにより、御旅公園園路の測量

設計及び宇和球場の建築確認申請を今年度に実施

する必要から、これらに係る経費を計上していま

す。財源には、都市公園整備費国庫補助金を充当

しています。 

 ３９ページをお開き願います。 

 災害復旧費、１項３目林業用施設災害復旧費、

林業用施設災害復旧事業１，０５０万円でありま

すが、１０月２４日から２６日の台風２７号によ

り被災しました野村２０カ所、城川１７カ所の林

業用施設の災害復旧に係る経費を計上していま

す。 

 ４０ページをお開き願います。 

 災害復旧費、６項１目道路橋梁河川災害復旧

費、道路橋梁河川災害復旧事業２，２２１万２，

０００円でありますが、９月３日から４日の台風

１７号及び１０月２４日から２６日の台風２７号

により被災しました宇和１カ所、野村１９カ所、

城川７カ所、三瓶１カ所の道路と河川の災害復旧

に係る経費を計上しています。財源には、道路橋

梁河川災害復旧費国庫負担金及び災害復旧事業債

を充当しています。 

 次に、歳入でありますが、１１ページにお戻り

ください。 

 国庫支出金、２項７目教育費国庫補助金、学校

建設費国庫補助金１億６，０５０万４，０００円

でありますが、三瓶小学校校舎新築事業のうち、

危険改築事業の交付決定及び事業費の精査により

１億２０９万９，０００円を増額。明浜地区小学

校統合校舎建築事業の交付決定により５，８４０

万５，０００円を増額計上するものであります。

補助率は１０分の５５であります。 

 同項８目総務費国庫補助金、地域経済活性化・

雇用創出臨時交付金２億１４６万９，０００円で

ありますが、国の平成２４年度補正予算によりま

して創設されました地域の元気臨時交付金であり

ますが、２次の交付限度額の算定により交付額が

見込まれましたので、見込み額と既決いただいて

います予算額との差額を計上するものでありま

す。 

 １２ページをお開き願います。 

 県支出金、２項５目農林水産業費県補助金、自

給飼料生産体制強化事業費県補助金１，３７０万

５，０００円でありますが、自給飼料生産の拡

大、効率化に必要な農業機械の導入、更新に対す

る県補助金が創設されましたので、計上するもの

であります。補助率は３分の１であります。 

 １３ページをお開き願います。 

 財産収入、２項１目不動産売払収入、土地売払
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収入８，３７０万３，０００円でありますが、多

目的公共用地として取得しました土地及び隣接し

ます遊休地の県への売却収入を計上しています。 

 １４ページをお開き願います。 

 繰入金、６項１目公営企業会計繰入金、利益剰

余納付金３８０万円でありますが、平成１７、１

８年度に上水道事業会計へ出資した出資金に係り

ます平成２４年度上水道事業会計剰余金処分利益

納付金であります。そのほか、各事業の事業費の

増減及び国庫補助金等の交付決定等に伴い、各事

業に関連します市債を増減額しています。 

 次に、５ページにお戻りください。 

 継続費の補正ですが、三瓶小学校校舎新築事業

における継続事業におきまして、実績見込みによ

り事業費総額及び平成２５年度年割額を減額する

ものであります。 

 ６ページをお開き願います。 

 債務負担行為の補正ですが、議会だより印刷製

本費及び広報せいよ印刷製本費につきましては、

３月中に業者を決め編集作業を行わなければなら

ないため、宇和地区生活交通バス運行業務委託に

つきましては、来年度の運行開始のため今年度中

に運転事業者を決定し、四国運輸局の許可を受け

なければならないため、宇和カントリーエレベー

ター及び宇和ライスセンター改修工事補助金につ

きましては、現場工事期間が制限されることか

ら、２５、２６年度にわたっての事業となるた

め、八幡浜漁協経営改善支援資金補償料助成金に

つきましては、平成２９年度までの支援となるた

め、三瓶地区スクールバス運転業務委託につきま

しては、平成２６年４月１日から運転業務を開始

する必要から３月中に委託業者を決定しなければ

ならないため、それぞれ債務負担行為の期間、限

度額を設定するものであります。 

 ７ページをお開き願います。 

 地方債の補正ですが、学校教育施設等整備事業

につきましては、事業の内容が起債対象外事業で

あったため今回廃止するものであります。 

 そのほかにつきましては、国の補助事業の見直

し、事業費の変更、財源の組みかえ等によりまし

て各事業の限度額を変更するものあります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第１２７号「平成

２５年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号）」から議案第１３３号「平成２５年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」までの７件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 議案第１２７号「平成２５

年度西予市授産場特別会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、空調設備新設に伴う電気使用量

の増加及び電気料金値上げによるものでございま

す。これによりまして、既決いただいております

歳入歳出予算にそれぞれ１６万４，０００円を増

額し、歳入歳出予算の総額を２，７０５万２，０

００円にしようとするものでございます。 

 続きまして、議案第１２８号「平成２５年度西

予市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正の主なものは、平成２４年度実績確

定による特定健診保健指導負担金の返還等による

もので、予備費の減額により歳入歳出予算の増減

はございません。 

 次に、診療施設勘定予算の補正の主な内容は、

土居診療所の臨時雇い賃金、周木診療所の機械器

具費の増額、平成２６年度の俵津及び高山診療所

レセプトコンピューターシステムの更新業務にお

ける債務負担行為の設定等であります。これによ

りまして、既決いただいております俵津診療所勘

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１０万４，０

００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

９８７万６，０００円とし、狩江診療所勘定の歳

入歳出予算の総額にそれぞれ２万６，０００円を

増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６，６５

０万８，０００円とし、高山診療所勘定の歳入歳

出予算の総額にそれぞれ８万円を増額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ４，５４２万３，０００

円とし、土居診療所勘定の歳入歳出予算の総額に

それぞれ７０万９，０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１億１，０５１万１，００

０円とし、二及診療所勘定の歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１万５，０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ８，００７万２，０００円

とし、周木診療所勘定の歳入歳出予算の総額にそ
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れぞれ１，０９８万９，０００円を増額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ５，６６４万３，００

０円と定めるものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 議案第１２９号「平成２５

年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）」について提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、歳入において田之筋地区農業集

落排水ポンプ施設の落雷被害に伴う災害保険給付

金並びに農業集落排水事業加入金を増額し、歳出

において電気料金の値上げ等に伴う施設管理費を

増額するものであります。これによりまして、歳

入歳出予算をそれぞれ２７２万１，０００円増額

し、歳入歳出予算の総額を４億１，１２２万３，

０００円と定めるものであります。 

 また、今年度中に平成２６年度の永長、神野

久、田之筋、中川、岩木、多田、明間の浄化セン

ター中継ポンプ施設維持管理業務の委託契約を行

うため、債務負担行為を設定いたしております。 

 続きまして、議案第１３０号「平成２５年度西

予市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、社会資本整備総合交付金事業の

内容変更に伴う事業費の減額及び財源の調整等が

主なものでございます。これによりまして、歳入

歳出予算をそれぞれ８，５２０万円減額し、歳入

歳出予算の総額を８億６，８８０万円と定めるも

のであります。 

 今回の補正では施設整備事業費の減額に伴い、

第２表のとおり地方債の限度額を変更いたしてお

ります。また、今年度中に平成２６年度の西予市

浄化センター維持管理業務の委託契約を行うた

め、債務負担行為を設定いたしております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 議案第１３１号「平成２５

年度西予市上水道事業会計補正予算（第３号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 第２条の収益的収入及び支出では、収入につき

まして、公共下水道料金併徴収において徴収件数

の増加に伴い、受託費３６万６，０００円増額

し、総額を５億９，９９０万１，０００円といた

しております。 

 支出につきましては、電気料金値上げ分及び決

算見込みによります光熱水費及び動力費の増額、

事業量増加に伴う路面復旧費の増額など営業費用

６２３万８，０００円を増額し、総額を５億９，

０１９万８，０００円といたしております。 

 続きまして、議案第１３２号「平成２５年度西

予市病院事業会計補正予算（第３号）」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、新病院建設に伴う移

転作業補助業務に係る支出予算の組みかえと、野

村病院の医療情報システムに係る予算科目の組み

かえ及び医療機器購入に係る支出の増額を行うも

のでございます。 

 第２条の業務の予定量では、主な建設改良事業

といたしまして新病院建築費１，５６４万８，０

００円と施設整備事業費２，０００万円を減額

し、医療機器備品購入費を５，４６９万５，００

０円増額するものでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出では、収入につき

まして、野村病院で医療クラーク養成事業費補助

金として医業外収益２００万円を増額して、収益

的収入の総額を３１億７，５２５万９，０００円

といたしております。 

 支出につきましては、電気料金の引き上げに伴

う光熱水費及び野村病院の防火扉等防火設備の修

繕費の増額などにより医業費用５５７万６，００

０円を増額し、収益的支出の総額を３１億５，２

４１万円といたしております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出では、収入

につきましては新病院建設に係る一般会計出資金

を１，５６４万８，０００円減額し、資本的収入

の総額を４０億５，６８３万５，０００円といた

しております。 

 支出につきましては、新病院建設に伴う移転補

助業務に係る委託料を継続費に追加するため１，

６００万円を減額するとともに、野村病院の医療

情報システム導入に伴う予算の組みかえと医療機

器の購入のため建設改良費１，９０４万７，００

０円を増額し、資本的支出の総額を４５億５，３

８０万２，０００円といたしております。 

 第５条では、予算第５条に定めた継続費に新市

立病院移転作業補助業務として総額２，４００万
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円を追加するものでございます。 

 続きまして、議案第１３３号「平成２５年度西

予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第

１号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、法定福利費及び光熱水費等の増

額に伴い、収益的収入及び支出を補正するもので

あります。 

 収入につきましては、施設事業収益を２５８万

９，０００円増額し、収入の総額を４億４，８０

０万１，０００円とし、支出につきましては、施

設事業費を２９５万２，０００円増額し、支出の

総額を４億４，８３６万４，０００円とするもの

であります。 

 第３条では、議会の議決を経なければ流用する

ことができない経費として職員給与費を１７６万

４，０００円増額し、総額を３億４，７４５万

１，０００円とするものであります。 

 第４条では、一般会計からこの会計へ受ける補

助金として児童手当補助を３７万８，０００円、

基礎年金拠出金補助を１７６万４，０００円それ

ぞれ増額し、新たに会計制度改正対応補助として

４４万７，０００円を増額するものであります。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、報告第２２号「専決処

分事項の報告について」を議題といたします。 

 理事者の報告を求めます。 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 報告第２２号「専決処分事

項の報告について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 この専決処分の報告につきましては、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決

により指定された市の義務に属する損害賠償の額

の決定及び和解について別紙のとおり４件の専決

処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

りご報告申し上げるものであります。 

 以上、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長 理事者の報告は終わりました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１時１８

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時１

９分） 

 ただいま市長から提出されました議案第１３４

号「三瓶小学校スクールバスの取得について」を

本日の日程に追加し、議題といたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１３４号を本日の日程に追加し、議題とすること

に決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１３４号「三瓶小

学校スクールバスの取得について」を議題といた

します。 

 理事者の説明を求めます。 

 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 議案第１３４号「三瓶小学校ス

クールバスの取得について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本市では、西予市学校再編計画に基づき、三瓶

地区の４つの小学校を統合し、平成２６年４月１

日から新たな西予市立三瓶小学校を開校すること

としております。今回の統合により遠距離通学と

なる子供たちに対しまして、通学上の負担軽減を

図るとともに、登下校時の安全・安心を確保する

ことを目的といたしましてスクールバス通学を行

うことといたしております。これに伴い、遠距離

通学用のスクールバス２台が必要となることか

ら、僻地児童・生徒援助費等補助金及び過疎対策

事業債を活用して購入するものであります。 

 今回の購入に当たりましては、去る１１月２６

日に指名競争入札を行い、浅野自動車代表者浅野

泰義氏が２，３３２万２，６００円で落札と決定

し備品購入仮契約を締結しましたので、議会の議

決を求めるものであります。 

 なお、詳細につきましては、別紙参考資料をご

参照ください。よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３４号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。
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これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３４号「三瓶小学校スクールバスの取

得について」は原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１３４号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 明日１２月３日は午前９時より一般質問を行い

ます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時２４分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日は早朝より傍聴にお越しいただき、まこと

にありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は１９名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 ただいま議長の許可をいただ

きましたので、今回は大きく分けまして当市に関

係のある国体、並びに先般認定をされましたジオ

パークにつき質問をさせていただきます。 

 その前に、大変注目を浴びましたけれども、私

ごとで大変恐縮でございますけれども、過去５年

間の５回の選挙に際しまして、決して前に出るこ

となく時には下足番までしてくれた、そしてまた

私を黙って支えてくれた弟が去る１０月１２日に

急逝をいたしました。本日この着用しております

スーツは彼の形見であります。その意味を込めま

して、彼の思いとその兄弟のきずなを大切にし

て、亡くなった最初の一般質問ですので、弟とと

もにこの壇上に立たせていただきました。どうか

ご理解をいただきますようにお願いを申し上げま

す。 

 そしてまた、後半にジオパークを質問しますの

で、先日いただいたジオのロゴマークもきょうは

つけさせていただきました。 

 それでは、質問に入りますけれども、先ほど言

いましたように、人様にいたわりや思いやり、そ

してきずなが現在の日本人には少し薄れているん

ではないかなと、このように思っております。人

様はどう言おうとあれ、人間として中心線だけは

外してはいけないのではないかなと、思いやり、

人様へのいたわり、そういうきずなを大事にして

いきたいと私は思っています。 

 さて、この国体ですが、昭和２１年、戦後の荒

廃した世の中でスポーツを振興させ、青少年に希

望と喜びを与えるとともに、人々の活気を取り戻

してもらおうと戦災を免れました京阪地方で第１

回の大会が開催をされ、今回愛媛県が７２回とな

ります。大変余談でありますけれども、高等学校

のインターハイ、俗に言う愛媛県では５５総体と

言われましたけれども、昭和５５年にインターハ

イがありました。大体その二、三年後に国体がさ

れるのが通例となっておりましたけれども、やっ

とこの愛媛県に国体が決定をしました。私は２年

前にこの席であと６年しかない、このように発言

をいたしましたけれども、もう余すところ４年に

なってしまいました。 

 先般の県議会、総務企画委員会では輸送基礎調

査に疑念、またある市では１０人のうち９人がえ

ひめ国体を知らないとか、また近年成功した岐阜

国体でも前年度まで全く盛り上がりに欠けたとい

う意見があったようであります。１１月中旬ご

ろ、県と市との情報交換を予定していると新聞に

掲載をされておりましたけれども、情報交換はさ

れたのか、当市の準備態勢はどのようになってい

るのか、その進捗状況は今後のスケジュールなど

の当市の国体事業についてまずお伺いをいたしま

す。 

 第６８回東京国体の視察はどなたが何名視察さ

れたのか。そのレポート提出はされているのか。

その報告に対し、市の施設、設備内容はどうだっ

たのか、精査されたのか、十分対応できているの

か。不十分であればどの施設をどのように改善、

充実していくのか。今定例議会、一般会計補正予

算（第４号）でえひめ国体施設整備事業費４３５

万９，０００円を計上されておりますが、その件

を含めて将来の計画について概要で結構ですの

で、まずお伺いをいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 皆さんどうもおはようございます。 

 一気に寒さが増しまして冬支度となってまいり

ました。今回の定例議会は１年を締めくくる第４

回目の定例議会でありまして、本日とあした、７

人の議員各位から一般質問をお受けすることとな

ります。いずれの質問事案も時宜を得ており、私

どもとしましても次の一歩のために真摯に議論を

したいと思っております。 

 施策にかかわることにつきましては私が回答い

たしまして、詳細、具体的なことにつきましては

部長等のほうで回答させますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

○議長 内藤教育部長。 
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○内藤教育部長 ただいまのご質問についてお答

えをさせていただきます。 

 施設整備実施概要につきましては現在設計段階

でありますが、まずソフトボール会場であります

宇和運動公園におきましては、多目的広場の拡

張、夜間照明の改修、暗渠排水設備の改修、園路

の幅員改良等を主な計画といたしております。 

 次に、同じくソフトボール会場であります宇和

球場におきましては、老朽化が激しく、大規模な

改修が必要であることから、球場の全面改修を予

定いたしております。両会場とも本年度実施設計

を作成し、平成２６年度、２７年度の２カ年で整

備をする予定であります。本整備の実施でソフト

ボール会場施設として十分対応できるものと考え

ております。 

 次に、相撲会場であります野村乙亥会館につき

ましては、築後８年の施設であり、大規模な改修

は予定いたしておりませんが、国体開催までには

経年劣化等に伴います施設の修繕を実施する計画

であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 先ほど部長の答弁では、まず

会場等の施設改善、修理の話が主だったと思いま

すけれども、次に会場は整備されますけれども、

特に宇和の多目的広場の場合、いわゆる基幹の道

路から会場へ至る道路が非常に狭いと私は思って

おります。特に運動公園から会場へ上がる道も大

変狭いなあと、このように思いますんで、まず特

にそういう相撲の会場も含めて主要道路から会場

へ行くアクセス、これはどのように考えられてお

るのかお伺いをいたします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 会場へのアクセスにつきまして

は、競技会場周辺の既存駐車場を最大限に活用し

ながら、不十分につきましては公共施設等の駐車

場、グラウンド等を臨時駐車場として計画をいた

しております。また、来場者の利便性を損なわな

いように、各競技会場まではシャトルバスの運行

を計画いたしております。 

 以上でございます。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 先ほどは駐車場の件まで答弁

していただきましたので、３項目めの会場への駐

車場については質問を省いたらと思います。 

 それでは、宿泊施設についてお伺いをいたしま

す。 

 先般、私たち改革クラブはエコ半島能登、世界

農業遺産里山里海を視察研修をしてまいりまし

た。その中で、白壁、黒瓦の美しい家並みが残る

能登町の春蘭の里、これは平成８年に仲間７人で

立ち上げ、そして廃校を活用した宮地交流宿泊所

こぶし、また農家民泊４７軒を営んでおられま

す。この地区が実に６５歳の方が５０％を超える

限界集落だそうです。その方たちは限界集落と言

わずに存続集落と呼び合って頑張っているとの、

里山春蘭の里実行委員会の多田喜一郎氏だったと

思いますが、そういうお話をしてまいりました。 

 当市もジオパークの推進とこの国体の宿泊施設

として一考されたらどうか。この春蘭の里は何の

変哲もない寒村でありましたけれども、要は発想

の転換、創意工夫、一人でも頑張るという覚悟が

大切だと言われましたが、まさに私はそのとおり

だと、このように思っています。ちなみに、小泉

内閣の折に規制緩和がされまして、比較的その網

が緩やかになりまして、以前と比べて安易に民泊

ができるようなシステムの認可がされるそうでご

ざいますので、ぜひ一考していただきたいのと、

そこで質問をいたしますけれども、宿泊施設はど

うなのか。選手、監督、役員、応援の方々の概算

人数はいかほど予定をされたのか、そちらのほう

の当市の計画、対応は現在どのように考えられて

おるのか、お伺いをいたします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 宿泊施設につきましては、ソフ

トボール、相撲を合わせた選手、監督、役員の総

勢は約１，０００名の予定であります。 

 宿泊施設につきましては、市内の宿泊施設を最

大限に活用しまして、不足する部分につきまして

は民泊の計画を予定いたしております。民泊の準

備等につきましては県の方針が決定次第、民泊予

定地区への説明会等の開催を実施し、理解と協力

を得るよう進めてまいる考えでございます。 

 それと、次に競技公認審判員についてでござい

ますが、現在競技役員養成事業として予算を計上

いたしまして、西予市で必要な公認審判員、記録

員の養成を競技団体とともに進めております。国

体までには十分対応できると考えております。 

 以上でございます。 

○議長 ８番小野正昭君。 
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○８番小野正昭君 内藤部長、本当に痛いとこ

に、かゆいとこに手が届くように私の心配しとる

競技審判、公認審判のとこまで答弁をしていただ

いて、それに従いまして５番につきましては省略

をします。 

 次に、市民の皆さんへの周知と協力について質

問をさせていただきます。 

 愛媛県は愛媛の顔、愛顔つなぐえひめの国体と

題しまして、君は風いしづちを駆け瀬戸に舞えを

キャッチフレーズにしております。先般視察をさ

れた方々の報告をお聞きしますと、非常に盛り上

がりに欠けておるんではないかなあと、そしてま

た会場の接待といいますか、今はやりのおもてな

しといいますか、それがどうも薄いんではないか

なと、このように感じたという声を漏れ聞きま

す。成功するためにも、やはりこの南予には、西

予市には弘法大師のいわゆるお寺がございます。

いわゆるお接待の心が私は西予市の中心にならな

ければならないのかなと、このように思います。 

 そこで、まずキャッチフレーズを考えておられ

るのかどうか。それから、ジオパークは啓発旗と

いいますかシンボル旗ですかね、あれをつくって

おられましたけれども、その啓発旗、えひめ国体

は既につくられております、愛媛県は。もらいま

したこの資料によりますと、これはソフトボール

会場ですか、東京の福生市、こちらは最寄りの駅

から会場まで、こういう国体の旗をずっと道路へ

かけておられたと、こういうふうなことで大会が

盛り上がれたというふうなご努力をされておりま

すけれども、大会の前でなくて、もう既に今から

でもそういうふうな啓発旗を立てて、西予は相撲

と女子ソフトが来るんだぞという啓発旗を掲げた

らどうかと私は考えますが、その点についてお考

えをお伺いをいたします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 市民への周知におきましては、

今後チラシの配布、啓発グッズの作成、配布、広

報紙への掲載、スポーツ教室の開催、各体育施設

への横断幕の設置等、啓発活動の推進を充実して

いく予定であります。 

 次に、市独自のキャッチフレーズの募集におき

ましては、現在県下統一のものを使用していく計

画であります。しかし、今後県内各市町の動向を

踏まえながら検討をしていく考えであります。 

 市民への協力依頼、啓発旗の造設等につきまし

ては、来年度専門委員会を立ち上げまして、詳細

な協議を進めていく予定であります。 

 以上であります。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 質問の中で、今後どのような

スケジュールかというふうなことで、専門委員会

を立ち上げるということですので、それで十分理

解をいたしましたけれども、やはり私は何回も言

うように一つのイベント、事業を起こすためには

どうしても行政だけではなくて民の力が必要では

なかろうかなと思います。やはり民間にはそれぞ

れのエキスパートがおいでになりますので、ぜひ

体育協会、スポーツクラブ等々を中心にしなが

ら、そしてまた観光協会とか、それから旅館、飲

料組合ですか、そこらあたりも十分検討をされ

て、民の力を十分活用されて、あと４年しかあり

ません。えひめ国体は特に西予市のソフト、それ

から相撲が、ああやはり愛媛県はこうなんだな

と、西予市はこうなんだなということの思い出が

次のジオパークの件にも私はつながってくるんで

はないかなと、このように考えておりますので、

ぜひそのようにお願いをいたします。 

 次に、ジオパークについてお伺いをいたしま

す。 

 私は西予市のまちおこし、活性化のメーンはお

イネさん事業とこのジオパークだと思っておりま

す。このことは先般行われましたおイネさんウォ

ークⅢの感想文にも書かせていただきました。 

 そこで、ジオパークについてお伺いをいたしま

すが、去る９月２４日、日本ジオパーク委員会か

ら四国西予ジオパークが認定されたことはまこと

に喜ばしく、衷心より祝意を送りたいと思いま

す。また、このジオパークの認定のためにあらゆ

る準備、また懸命の努力をされました関係各位に

心から敬意とともに、市民一人として感謝をいた

し、ご慰労を申し上げたいと思います。 

 さて、９月２５日の認定セレモニー、市長は、

きょうの認定されました声はまさに天の声であり

ました、こう述べられました。このことは９月２

９日付の愛媛新聞の政経語録の中でも報じられて

おりましたけれども、さらにジオパークは地域住

民が施設にある遺産を宝物として認識し、それを

発信し、多くの市民が実践していただくことが今

回の認定につながったと確信をしていると述べら

れておられました。身内で言えないこともあるで
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しょうけれども、５月２０日、千葉幕張メッセで

行われた認定のための公開レセプションにおける

推進室の準備万端、また発表された方々のすばら

しい態度並びにその内容等々、また手前みそです

けれども、市議会議員の有志も横断幕を持っての

後押し、その多くの方々の思いの結集だと私は思

っております。認定はゴールではありません、き

ょうからスタートが始まりますと述べておられま

した。私もそのとおりだと思っております。９月

２４日にジオパークという扉が大きく開いたろう

と、このように私は直感をいたしました。その扉

をいかにして前進していくか、そして５年先、１

０年先、２０年先のジオパークをどういうふうに

していくかがこれからの大きな課題だと私は思っ

ております。 

 そこで、何点かお伺いをいたしますけれども、

今までの経緯についてお伺いをいたしましたが、

私はこのすばらしいジオパークを、我々素人には

気がつかんのですけれど、ここへ目をつけたきっ

かけ、これをまずお伺いをしたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、小野議員のジオパークに

ついてお答えする前に、まず冒頭にありました弟

さん、ご逝去をされたということで、心からご冥

福をお祈りいたしたいと思います。きょうの服装

がそれの思いがあって弟さんの背広を着てこられ

たり、その思いを感じますと、今後のジオパーク

を弟さんに見ていただきたかったなという思いが

私もいたしました。そういう思いも込めてお答え

をさせていただきたいと思います。 

 まずは、ジオパークを目指すきっかけでござい

ますけれども、閉塞感の漂う厳しい時代の流れを

受けまして、常に夢の領域を持ち続けることは人

間だけでなく、行政にとっても大変重要ではなか

ろうかと考えておったわけであります。西予市の

未来図の一つにジオパークを掲げたのはそのきっ

かけでございます。その背景にありますのは、平

成１９年の愛媛新聞に掲載されましたジオパーク

の特集でそのジオの概念を知り、平成２２年から

１年間、研究のために西予市に滞在された札幌学

院大学小出良幸教授の講演がありました。西予市

に広がるさまざまな地域資源を教育や観光、地域

活動等を有機的に結びつけ、知名度を高め、地域

の宝として地域活性化に最大限生かすことがジオ

パークの理念ですので、まちづくりを行う上にお

いてメリットが大きいものと判断して推進してま

いりました。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 先ほどは市長さんから大変心

温まる弟に対しての哀悼の言葉をいただきまし

た。本当にありがとうございます。余談にまたな

りますけれども、私も葬儀の後に挨拶に、実は中

古船を１台購入しまして、それが兄弟船でござい

ますので、私の正と、清隆と言うんですが、隆を

とって正隆丸と名づけて、よくそのジオパークに

認定された須崎沖とか大崎沖へ行きました。そう

いう思い出がありますけれども、本当に弟も草葉

の陰で喜んでいると思います。ありがとうござい

ました。 

 それでは次に、認定までの主な作業及び内容は

どのようにされたかということでございますけれ

ども、これは既にもう済んだことですので、今市

長の思いもありましたし、そういうようなことの

発言がありましたので、そういうことも含めて理

解をしましたので、この認定までの主な作業内容

及び経緯は大変失礼ですけども十分わかりました

ので、省略をさせていただきます。 

 それでは、今後の取り組みについてお伺いをい

たします。 

 まず、認定されたジオパークですけれども、そ

の後どのようなことが生まれたのか、どういうふ

うなことをされてきたのか、２４日から今日まで

のことについてお伺いをしたらと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、ジオの認定後に生まれた

動きでございますけども、ジオの認定を受けて市

内にはさまざまな動きが目覚めてまいりました。

まずは、さまざまなものにジオパークのロゴマー

クが使われるようになりました。ジオの恵みとし

て四国西予ジオパークの産品であることをアピー

ルするため、民間企業や団体からロゴマークの使

用のご提案をいただいております。例えば、会社

名を出していいかどうかわかりませんが、私ども

の西予市の水を使われてるぞっこん四国のほうか

らもぜひ使いたいというようなご提案をいただい

たところでもございます。そういう動きが出てお

るということでもございます。また、市外からの

観光客を募集したモニターツアーや、四国カルス

トで企画されましたスポーツイベントなどの動き

も出てまいりました。テレビや雑誌などでジオパ
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ークが取り上げられることも多くなり、市民や県

民の皆さんに本ジオパークへの関心が高まってき

ていると感じている次第でございます。 

 さらに、次世代を担う子供たちへの事業では、

公民館事業でのジオパークをめぐるサイクリン

グ、ジオサイトでの地域学習、ジオパーク推進室

と危機管理課が一緒に推進する防災教育なども実

施されるようになってまいりましたので、今後も

このような活動が広がっていくよう、支援措置も

含めて計画してまいりたいと考えております。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 それでは、次に移りますけれ

ども、まずジオパークのＰＲの件で市長が先ほど

触れられましたけれども、例えばエリア独自のお

土産品の計画はあるのか。それから、民間業者と

の打ち合わせはされているのか、またその提案が

あるのかについてお伺いをしたらと思います。 

 実はまちおこし、また環境のスペシャリストの

話をお聞きしますと、その地域にはインパクトが

あると、そしてまた記憶に残るキャッチフレーズ

が一番だと、このように言われております。例を

挙げれば、昔は、前は、今でもそうですが、宇和

町は文化の里、三瓶町は魚とミカン、野村町はミ

ルクとシルクなどが記憶にありますし、まだずっ

と鮮明につながっております。また、お土産では

私らが子供のころ、記憶に残っている方は少ない

でしょうけども、三瓶名物五色豆というのが山の

中腹にばんと掲げてありました。これが私らが子

供の時分に見たのがいまだに記憶があります。や

はり、そういうインパクトの強いものを皆さんに

見てもらう、買ってもらう、そしてお土産に買っ

ていただいたその物を見るたびにああ西予市は、

ああジオパークは、ああそうかもう一回行こうか

と、こういうことに私はつながるのではないかな

と、決して一過性にしてはいけないと思います。

そのためには今言うキャッチフレーズ、インパク

トに残るようなお土産、そういうものをぜひ一考

していただきたい。 

 今回の定例議会に地産地消の観点から、地酒に

よる乾杯からとして販売促進への条例制定の陳情

が出されており、このことも一考に私は値するの

ではないかなと。また、肱川町では大谷文楽の文

楽もなかがあります。三瓶町でも市長の大変なご

理解とご熱意で約１００年にわたり苦難と困難の

中、必死で守り、伝承されてきた先人の方々の思

いも朝日文楽にふさわしい朝日文楽会館が建設さ

れる予定になっております。完成の暁には、長年

守り、受け継がれてきたこの価値ある伝統芸能、

民俗芸能をジオである自然がなし得た大地と連携

等を取り入れた講演を開催され、またそれに伴う

お土産品等の開発をし、地産地消、地産外商のＰ

Ｒをすることが大切ではないかなと、このように

思います。 

 そこで、その認定後の動きについて、そういう

お土産品等のお考え、どのようにされるのかお伺

いをさせていただいたらと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、今のご質問についてお答

えいたしますが、私どもの西予市では現時点でい

ろいろな特産品を研究したり、進めておるところ

がございます。例えば、トマトやトマト酢を活用

した商品づくり、これは城川のほうで進められて

おりますし、ジオ弁当、ジオゼリー、山菜煎餅の

商品づくり、これも城川の奥伊予工房等々で頑張

っておられるとこでもございます。かぼちゃ焼酎

のブランディングについてＪＡひがしうわが研究

をされておりますし、新しい形での冷凍ミカンの

商品化、これも明浜のほうでやっておられると。

ほわいとファームにおきましては、アイスクリー

ムや乳製品のブランド化やデザイン化をやってお

ります。ゆずのパウダー等を活用した商品化、こ

れは城川の開発公社で今研究を進めておるとこで

ございます。ウニ加工品のデザインとブランディ

ング、これは三瓶のほうでやられておられます。

ワカメやちりめんなどを使用した煎餅の商品化、

これは明浜のほうで今研究されてやられておりま

す。ヒラメやタイのブランディング、これについ

ては三瓶のほうで頑張っておられるところでござ

います。その他ジオの恵みを生かした商品化やデ

ザイン、ブランディングをやっていかなくてはな

らない、このように思っておるとこであります。

何せこれも今からでございますので、そういう考

え方を進めていくために、今回１億円のジオの基

金を創設したいというような考えをご提案をする

ようにしておるわけでございまして、そういうの

も活用しながらお土産品の開発等をより一層進め

ていったらと、このように思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 それでは、やはりＰＲも大切
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ですけれども、先ほど述べました朝日文楽もこど

も文楽ということで伝承されとりますけれども、

このジオパークにつきましても、やはり小・中学

生、高校生などがどのようにこのジオパークを捉

えているのか、またどのようにこのジオパークに

参画をするのか。やはり、そういうふうな子供た

ちの事業の推進が必要ではないかなと、このよう

に考えますけれども、今までにそういう計画をさ

れたのか、また今後どのような計画を考えられて

おられるのか、お伺いをいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 どのように子供たちにジオパークに

ついて一緒にやっていくかというようなご提案だ

と思いますけど、それは先ほどお答えいたしまし

たとおり、次世代を担う子供たちへの事業で、公

民館でのジオパークをめぐるサイクリングやジオ

サイトの地域学習、ジオパーク推進室と危機管理

課が一緒となって防災教育などを実施していくと

いうことをやっていきたいと、このように思って

おるとこでもございます。 

 子供たちがやはり次の時代を担うわけでござい

ますから、このジオについてしっかり子供たちが

認識をして、地域の誇りとしてジオを感じていた

だくようになれば、外に出て子供たちが地域の誇

りを持って大人になったときに話せることになる

んではなかろうかなと、このように思っておりま

す。 

 以上、答弁とします。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 どうも重複をしたようで、ご

迷惑をかけました。 

 先ほど市長の答弁に、基金の制定ということ

で、これは２６日ですから、ジオパーパーク推進

基金ということで愛媛新聞に載っております。一

般会計から１億円を計上し、ジオポイントの看板

設置やトイレのバリアフリー化など、持続的に地

域活性化を図る財源とすると、このように報道を

されておりましたけれども、私は看板設置、確か

に必要なことだと思います。特にこの西予市には

そういう看板が少ないのではないかなと、市外か

ら来られたときに大変不案内な方が多いというふ

うに聞き及んでおりますので、ぜひわかりやすい

看板、そしてまたジオにはジオの特徴を生かした

看板づくりを適地へ設置をしていただきたい、こ

のように思います。 

 それから、次の質問に移りますけども、私はか

ねてから言いますけれども、西予市の職員は西予

市の頭脳の結集団だと思っています。西予市の核

だと思っております。 

 そこでお伺いしますけれども、各課各部の連携

は十分とれているのかどうか。関係課がさらに連

携を密にして各課のそれぞれの事業の中でジオパ

ークを意識した事業計画が立てやすい仕組み、そ

ういうものが必要だと私は思いますけれども、そ

の件についてどのように考えておられるのか、お

伺いをいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどのご質問についてお答えをさ

せていただきますが、職員はやはり今言っていた

だきましたように市民の頭脳とならなくてはいけ

ないと、このようにも思っておりますし、そのよ

うに指導もしておるところでもございます。そう

いう意味で、私どもはこのジオにつきましてしっ

かり横の連絡をとれるような組織をまずつくらな

いといけないということで、市内には本庁と支所

を含めた２１の関係各課の職員で構成いたします

西予ジオパーク構想推進委員会というのを庁舎内

に設置しておりまして、お互いの連携や情報交換

を行っております。この組織を最大限に活用し

て、ジオパークを意識した事業計画が西予市内に

おいて広範囲に繰り広げられるようにしてまいり

たいと、このように思っておるところでもござい

ます。 

 以上、答弁とします。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 どうもご迷惑かけました。 

 また、これ余談になりますけれども、先般言い

ましたように、我々改革クラブは北陸地方へ行き

ました。やはり職員もそうですけれども、我々議

会も一丸となってこのジオパークを推進していか

なければならないんではないかなと。議員の中に

率先して尽力、努力をされております方がおりま

して、その行った先々の相手の方に西予市がつく

りましたジオのパンフレットですかね、リーフレ

ットですかね、あれを必ず、これを行った先々の

研修の皆さんに配って四国西予のジオパークです

よ、よろしくお願いしますよと、もう名前を言い

ます、田中議員ですよ。熱心にこれを、私は敬服

しました。やはり、こういうことこそ私は地道な

活動が大きく広がっていくのではないかな、この
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ように思っておりますので、職員の皆さんも、市

長みずから出張の折にはこれを必ず持っていって

その先々でＰＲしていただきたい、このように思

いますので、よろしくお願いを、お願いしたらい

けません、要請。 

 それから、次の質問に入りますけれども、やっ

ぱり先ほども言いましたけれども、何につけても

民間活力の導入が大事じゃと思うんです。我々選

挙をしますけれども、選挙もそうですがいろいろ

なことも事業を起こすには点から線へ、線から面

へ、こういうふうにして拡充、拡大をしていくの

が、これが常套手段であります。そこで、先般も

私しましたけれども、以前に彩の町という冊子を

出されました。その彩の町を改めて見てまいりま

すと、それぞれの５町の特色、特徴、伝統、そう

いうものが簡潔にまとめられた本ですね、今持っ

てますけどもこういう本ですよ。やはり、そうい

う野村町には野村町の、城川には城川の、明浜に

は明浜の、宇和には宇和の伝統文化、それぞれの

すばらしい自然がもたらした遺産があります。私

はそこでこれを言うと余り怒られるかもしれませ

んが、一応確認はとっておりますので構いません

が、朝日文楽にはそういう古くからの伝統芸能、

そして人間国宝がつくった大江巳之助さんの天皇

陛下お手持ちのかしら、そういうのがあります。

このたびその朝日文楽会館が完成をしますと、い

わゆる八反返しという指定文化財、朝日文楽が誇

るその装置ができ上がります。それをやはりジオ

と関連して三瓶町のまちおこしの一環として、こ

れは毎月というわけにいきませんけれども、日曜

日を限定して二月に１回か半年に１回か、そうい

うあたりで観光業者とかいろんなとこと連携をし

て、それを絡めたジオめぐりにしていただきたい

なと、このように思いますが、市長のお考えはど

うでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、今のご質問についてお答

えいたしますけれども、西予市は市が丸ごとジオ

パークとしての認定を受けました。これは非常に

特徴があるとこでもございまして、その背景には

５つのそれぞれの合併した旧町時代からのいろい

ろな遺産、資産があるということも含めてあると

思います。それはジオの認定の中にも大きな要素

となりました西予市の多様性であります。その多

様性の中で地質、地形の多様性と含めてその伝統

的な文化、生活等々の多様性も含まれておるわけ

でありまして、今のご質問はその多様性のご質問

だと、このように理解をするところでございまし

て、特に三瓶に限って考えますと、４億年から４

億５，０００年前の黒瀬川構造帯が表に出てお

る。それが非常に特徴があって、今多くの方が来

られてびっくりされておるというようなこともあ

ろうと思います。それから、あの湾を周遊するこ

とによって見られる景色、これは非常にすばらし

い景色があります。あわせまして大事なことは、

そこにある文化も先ほど言いますようにジオであ

ります。今回私どもが今進めております朝日文楽

は、三瓶にずっと残していただきましたこれは大

事な伝統文化であります。そういう意味で私ども

は一歩入って朝日文楽会館を残す。その背景には

やはり小学生、中学生を含めてご指導いただいた

方々がそこに残す力があるということだと思って

おりますので、今ほどおっしゃられますそのとこ

ろにしっかりした朝日文楽会館をつくってきてい

ただいた方もそのコースの中で入っていければ、

見ていただければありがたいなと、そういう思い

を込めておりますので、ジオというのは総合的な

ものだというご理解で今後とも進めさせていただ

いたらと、このように思っております。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 ぜひそのように私もなるよう

に希望と期待をいたしますけれども、やはり地元

の方々もそれぞれジオに対する思いがございまし

て、先ほど市長が言われましたように、その朝日

文楽講演を見て、それからいわゆる船でジオ４億

５，０００年前の地層を見ていただく。みかめ本

館の社長さんは海上タクシーの免許も取得された

そうですし、先般我々西予、愛媛、松山維新の会

でその屋形船に乗って社長の説明を聞きましたけ

れども、さすがにもうベテランの域に達したよう

な説明を受けましたけれども、それと同時に先ほ

ど申し上げました大谷文楽のもなかではございま

せんですけども、文楽にちなんだようなお土産を

つくって、それを指定管理者である海の駅潮彩館

で販売をしてもらう。文楽会館でも販売して、そ

ういうことが私はその地域のまちおこし、活性化

につながっていくのではないかなと、このように

考えておりますので、担当部課のほうで連携を密

にして、ぜひお願いを申し込みをしておきます。 

 それでは、最後に自転車のジオについてお伺い
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をいたします。 

 先般、ある席で知事が四国西予ジオパーク、お

めでとうございますと、我々もこの愛媛県ではサ

イクリングを提唱をしておりますと、それらをあ

わせて海抜ゼロメーターから１，４００メーター

のこのジオをサイクリングをしてはどうですか

と、私も先頭に立ってやりますので、ぜひ市長さ

んにもお願いをしてくれという話をある席で言わ

れましたので、知事の発言だから間違いないなと

思いましたけれども、これは名前を出すことです

ので、先般再度知事本人に直接確認をしました

ら、結構ですよとおっしゃっていただきました。

ご案内のように、サイクリングは愛媛県でのサイ

クリングの活性化を打ち出し、先般１０月２０

日、その一環としてサイクリングしまなみ２０１

３、大三島コース１１０キロ、伯方島コース６０

キロ、大島コース４０キロをあいにく当日は雨で

ございましたけれども、２，５６０人の多くの参

加を得て開催をされました。 

 そのポイントは新聞にも載っておりましたけれ

ども、高速道路の車両通行どめを３時間の遵守、

そして大きな事故を起こさない、先ほど言いまし

た地元のおもてなし、この３つがポイントになっ

たようです。また、２０１４年、来年ですけれど

も、愛媛、広島県両県が開催する博覧会瀬戸内し

まなみのわと、このメーンのイベントとして１０

月には国際サイクリング１万人規模を予定をされ

ているようでございます。そういった意味で、や

はり知事が提唱するこれからはサイクリング、健

康志向でございますので、モータリゼーションか

ら私はサイクリングの時期に入っているんではな

いかなと、このように思います。 

 そこで、西予市もぜひ知事がそこまで言ってい

ただいております。また、これは愛媛県のほうが

出されておりますこれもパンフレットですが、そ

の中を見ますと西予市もその一つのコースを打ち

出されておられます。やはり、愛媛県もそういう

思いがありますので、これは福原部長、それから

よく課のほうはご存じやと思いますけれども、愛

媛県観光物産課、道路維持課のほうがこういうパ

ンフレットを出されておりますので、これからよ

く相談をして、知事がせっかくそうおっしゃって

いただきますので、そのジオパークをひっつけた

サイクリングを年１回は風光明媚なこの西予路を

走る計画をしていただきたい。すると同時に、や

はりサイクリングで走るわけですから安全が第一

です。それは緑の線引きも必要でしょうし。それ

から、ポイントポイントには駐輪場の設置も必要

になるんではないかなと、このように思いますの

で、ぜひ予算の関係もあるでしょうけれども、そ

ういう知事がおっしゃってることを県とよく連絡

調整をしながら、実施に当たってはそこら辺のと

ころまで調整をしていただいたら、ジオもさらに

大きなイベントとしてジオを売り出して、時には

外国からも来られますんで、国内外のＰＲにはな

るんではないかなと、このように考えております

が、お考えをお伺いをいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 議員のご指摘のサイクリングの関係

でございますけれども、現在愛媛県ではサイクリ

ングによる地域の活性化の方針を打ち出されてお

られます。これはマルゴト自転車道という名前で

計画を打ち出されておるわけでございますが、本

市に関係するものといたしまして今地図でも見せ

ていただきましたとおり、肱川・奥伊予サイクリ

ングコース及び宇和海沿岸サイクリングコースが

設定をされております。それと、あわせまして今

ほど知事もおっしゃっていただいたということで

ございますが、私も知事が各地域ごとに地域で意

見交換会を開かれました。その折にも私からも知

事にお願いをしたことがございます。今ほどおっ

しゃっていただきましたゼロメーターから１，４

００メーターの私どもの地域が四国西予ジオパー

クとして認定を受けたので、そのコースもひとつ

これに加えてほしいというご要望をさせていただ

きまして、そのときに知事とあわせて土木部長の

ほうからも回答もいただきました。それは、やは

り加えて一緒に検討していいよという回答でもご

ざいました。したがって、私どももゼロメーター

から１，４００メーターに上るコースを新しく県

のマルゴト自転車道の関連するコースとして加え

ていただくようにさせていただきたいということ

で思っておりますし、その整備を進めるに当たっ

ては支援体制もするよというご回答でございまし

たので、ぜひそれを進めていきたいと、このよう

に思っておるわけでございます。 

 西予市独自でこのようなジオパークを活用する

ためのジオポイントをコースとして選定したジオ

サイクリングマップを作成し、サイクリストの誘

致を図りたい、このように考えております。 
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○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 そういうことであればぜひ実

現されたらいいがなと、このように思います。さ

らに、知事がそこまでおっしゃっていただきまし

たので、これも維新の会の有志が十数万円かけて

自転車を６台だったかな、購入をされて、知事と

市議会議員の我々も一緒に走ろうというふうなこ

とで購入をされたそうです。あとは職員ですが、

言わず語らず、心と心でひとつよろしくお願いを

して、行政と議会と、さらに市民が一体となって

このサイクリングを愛媛県と共催をしてジオの周

知、ＰＲに努めていくということにぜひなったら

いいがなと、このようにしておりますので、強力

に推進をしていただきたいなと思います。 

 以上、最後の質問になりましたけれども、そう

いうことで、このサイクリングがジオに関連して

それぞれのコース、先ほど市長も言われました海

抜ゼロメーターから１，４００メーターをどのよ

うなポイントで回られるか、それはわかりません

ですけども、そうなれば先ほど言いましたように

内外からの参加者もあると思うんです。国外へも

幾らかの発信ができるんではないかなと思うんで

すけれども、私も勉強不足でよくわかりません

が、この四国西予ジオパーク、日本ジオパーク協

会の認定後に世界ジオパークといういわゆる方向

性はあるのかどうか、可能性はあるのかどうか、

それを最後に質問をして、今回の質問とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、世界ジオパークに向けて

のことだと、このように思いますけれども、ご案

内のとおり、この世界ジオパーク等々を進める背

景は、その母体となっておるのはユネスコであり

まして、ユネスコの支援があります。今ユネスコ

においてはこの世界ジオパークを支援からプロジ

ェクトとしてやろうという考え方で進められる方

向になってまいるということでありまして、これ

は非常に大きな世界遺産と同じような程度まで上

げるというようなことになろうというような考え

方をお持ちだと、このように思っておりますが、

そういう流れがあるという前提で、世界ジオパー

クは国際的な活動を進めることのできるジオパー

クが、日本ジオパーク委員会の推薦を受けた後に

世界ジオパーク委員会の審査によって認定される

ことになっており、非常にハードルが高いことに

は間違いありません。しかし、日本ジオパークと

してほかの地域に負けない活動や、外国人観光客

を意識した環境整備や国際的な交流を進めること

によって認定も不可能ではないと考えています。

外国語対応ができる人材育成等を含めまして、長

期的な計画によって世界ジオパーク認定を目指し

ていくのも一つの考えであろう。その前には日本

ジオパークとしてしっかりした足腰ができること

が私どもの前提だと思っております。その後のこ

とに進めるところの方向がある可能性もある、こ

のように思っております。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

０時０１分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１０時

１５分） 

 次に、２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 おはようございます。 

 議席番号２番井関陽一でございます。議長より

許可をいただきましたので、小野先輩のような饒

舌な挨拶はようしませんので、通告に従って早速

質問をさせていただきます。 

 まず初めに、私たち総務委員会は１０月に常任

委員会の研修を行いました。空き家対策等の適正

管理に関する条例を制定され、空き家バンク制度

にも取り組まれている新潟県長岡市を視察いたし

ました。少子・高齢化によってますます増加する

と予測される空き家に対して倒壊等による近所の

被害のほか、不審者の侵入による火災や犯罪防止

の目的で条例を定められていました。ここではま

ず所有者の所在や建物の危険度、周囲の状況など

を調査し、場合によっては本人の同意なしに立入

調査まで行われていました。６月に一般質問でさ

せていただいたんですが、その折に１０月の住宅

土地統計調査に空き家の調査も含まれているの

で、そのときに調査をしたいと西予市の場合には

お答えがあったわけなんですが、その調査の結果

の内容と、どのようなものがあったのかお伺いし

たいと思います。 

 そしてまた、空き家バンクに関しましても情報

発信なんですけども、これについても行政が一律

に発信するよりも小さなコミュニティーが行うほ

うが効果があるという答弁もございましたが、実

際先日、もう１０日ほど前の新聞ですかね、徳島

のＮＰＯ法人によるＩＴ関連業者の誘致に成功し

た事例なども新聞に載っておりましたが、長岡市
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では２２年２月に空き家バンク制度の実施要綱を

定められておりました。ここでは累計で８６件の

登録がありまして、うち４４件、県外からＩター

ンあるいはＵターンなどが２０件、市内の住みか

えなどが２４件の成約を取りつけられておりまし

た。 

 これを受けまして、西予市といたしましても不

動産業者などと連携を組んだ中で情報発信をして

いくべきじゃないかなと思いますが、このことに

ついてお答えをお願いしたらと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ただいまのご質問について

お答えをいたします。 

 確かにことしの１０月に統計調査が実施されて

おります。この結果につきましては現在国のほう

で集計をされておりまして、この結果の公表は来

年の７月ごろから順次されるようなことになって

おりますので、その内容等につきましてはまだ発

表できる段階ではないということをご理解いただ

きたいと思います。 

 西予市としましても、それと同時に空き家の調

査に関しましては今後具体的に対策を講じていく

上で必要不可欠なものと考えておりますので、議

員さんが今度総務常任委員会で視察に行かれまし

たが、市としてもこのことについて重要に考えて

おりますので、市の職員も一緒に同行させていた

だきまして、研究をさせていただいたところでご

ざいます。この調査は来年度中にはやるようなこ

とで計画をしているところでございます。 

 次に、空き家バンクにつきましては、ご指摘の

ように定住促進には効果が見込まれるということ

は十分承知をしておりますが、そういうことで、

その空き家バンクのことも含めまして災害対策と

かその危険、防災対策とかというようなとこで空

き家対策は十分やっていく。その中でＩターン、

Ｕターンの空き家バンクも必要であろうと思って

おります。行政が一方的にやりますと、あとこち

らに来られた方と地元の住民の方とのトラブル等

もあったりするようなことも懸念されますので、

議員おっしゃられたように不動産業者を通じなが

らやるとか、そういうような方法も考えながら総

体的な空き家対策として、これから来年をめどに

進めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 国の調査結果のほうは来年の

７月からの発表ということでしたが、国が行った

調査はもう上辺だけの調査ではないかなと思って

おります。それで、今答弁がありましたように、

来年度中には空き家の調査を西予市独自で行うと

いうことも言っていただいたわけなんですが、こ

の調査を行うときに本当に詳しい内容の調査を行

っていただいたらと思います。そこの建物が実際

に使えれるものなのかどうなのか、あるいはもう

壊してしまったほうがいいものなのか、そういっ

たとこまで踏み込んだ中の調査をお願いしとった

らと思います。そうすることによって、あとそれ

が利用できるものであれば、もう本当に早目に発

信していく上におきましても、例えば行政が行う

ことができなくてもこういう情報がありますよと

いうことを市民に言っていただくだけで、市民の

ほうからこういうところを使わせてほしいという

こともまた出てくるかもしれませんので、詳しい

情報をできるだけ詳細な調査を行っていただいた

らと思います。そしてまた、その調査を行う上で

は地元の区長さん等にお願いしまいて、その実態

を実際にお聞きになってから調査に入っていただ

いたらいいんじゃないかなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきま

す。 

 私は余り学校教育について専門ではございませ

んので、もう本当に素人的な考えで質問させてい

ただくわけなんですが、小中一貫教育と一般社会

と体協の連携というか、一般社会と小・中高の連

携というのと、通学路の安全性についての質問を

させていただきたいわけなんですが、私個人で今

回、個人といいますか、総務委員会で研修に行か

せていただきまして、小中一貫教育というのを初

めて知ったわけなんですが、本当に勉強不足なん

ですけども、中高一貫というのはよく耳にするわ

けなんですけども、小中一貫教育というのがござ

いまして、野村町では今度小学校再編によりまし

て２７年４月から統合が行われます。そして、２

８年４月にはもう野村小学校、大野ケ原小学校、

惣川小学校の３校から１つの中学校に通うことと

なります。 

 そこで、今回新潟県の十日町市で取り組まれて

いる小中一貫教育というのを研修しましたので、
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そのことについてお伺いしたいと思います。 

 ここで行われていました小中一貫教育と言いま

しても、１カ所に全部集めて行っているというよ

うなものではなく、数校の小学校が次に通う中学

校と連携をして行っているものでした。いわゆる

中１ギャップと言いまして中学校に入る不安感と

か、それから学力の問題とか、いろいろあると思

うんですが、それらを払拭して不登校生をなくす

という努力をされておりました。実際野村の場合

でもこれを行いますと、今までなら７校から１つ

の中学校に集まっていましたので、そういう問題

も余りなかったのかなとは思いますが、今後野村

小学校に５校が一緒になりまして、あと惣川、大

野ケ原小学校となりますと、ほぼもう９９％が野

村から集まり、あと二、三名の生徒が大野ケ原、

惣川小学校から１つの中学校に集まってくるとい

うことで、この少ない人数の生徒には物すごくこ

の中１ギャップというものが重くのしかかってく

るんじゃないかなと考えております。 

 こういうことに関する対策として、この小中一

貫教育というような形のものを取り入れたら、こ

れが少しクッションの役割になるんじゃないかな

と考えますが、そのことについてどうお考えか、

お伺いをいたします。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 まず、小中一貫教育に対する基

本的な考え方ですけれども、教育の今日的な課題

でございます不登校やとかひきこもり、いわゆる

中１ギャップですね、生活指導の課題などで、そ

の課題解消のために非常に有効な手段と考えま

す。この小中一貫の成功が保護者から信頼される

公教育の確立にもつながってくるんではないかな

と思います。ご視察された十日町の小中一貫教育

ですが、狙いをしっかり定めておるようでござい

まして、非常にいい取り組みだと私も考えており

ます。 

 本市の小中一貫教育に対する基本的な考え方で

すけども、小学校再編計画において既にもう公表

いたしておりますけれども、生活指導面や心の育

成などさまざまな効果も期待できることから、一

貫教育、ご指摘のように施設が一体となったもの

と分離されたものと二種類ございますが、その創

設等に向けて先進事例の情報収集や調査研究を始

めるということにいたしております。この考えに

基づきまして、一昨年には広島県の呉市、先ごろ

茨城県のつくば市のほうへ教育委員全員で視察に

行ったところでございます。 

 その小中一貫の教育方法ですけども、先生方も

しくは児童・生徒の皆さんが移動するという関係

もございますので、どうしても惣川及び大野ケ原

小学校においては地理的な要因が絡んできて実現

が難しいなあというのが現在の考え方でございま

すが、文科省のほうでもこの小中一貫という考え

方を強く打ち出しておるようでございますし、私

どものほうでも検討の時期に差しかかってきてる

なあという考えでおりますんで、適切な時期に小

中一貫に対する取り組みをどうするかということ

を教育委員会でも検討してまいりたいと思いま

す。 

 それと、大野ケ原と惣川小学校の少数、非常に

零細な小学校に対する考え方ですけれども、現在

大野ケ原には９人、全校ですね、惣川には６人児

童がおられますけれども、やはり余りにも小さい

ということで、地域とか他の児童とのコミュニケ

ーション能力が非常に懸念されるとこです。そこ

で、今も若干の授業はしておるんですけども、よ

り多い人数の中で学習体験をさせたいなあという

ことで、現在次年度中学校予定の児童、６年生を

対象に入寮体験、２泊３日で野村小学校で一緒に

学習するような対応も一つとっております。それ

と、６年生だけではだめなので、全校生徒を対象

にした野村小学校での体験授業を年一、二回実施

いたしております。また、大野ケ原小学校と惣川

小学校相互間の学校訪問を行って交流を実施して

おるんですけども、これからさらにこの回数をふ

やしたり、中身を充実したりという対策を講じて

まいりたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 既にいろいろと考えてもらっ

ているみたいですけども、惣川、大野ケ原は地理

的に難しい、小中一貫にするには生徒等の移動で

難しいということを言われましたが、今ほど言っ

ていただきましたように、体験学習として年一、

二回、６年生を対象に野村小学校で行っていると

いう事例も言っていただきましたので、不可能で

はないんじゃないかなと思っております。それ

と、野村中学校には寮がございます。その寮等を

使っていただきまして、中学校との交流を深めて

いただくとか、そういうこともまた今後の検討課
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題として行っていただいたらと思います。 

 そして、小・中学校の一貫教育にかかわりまし

て呉、つくば等に視察に行かれたということでご

ざいますので、専門家の人がこういうふうに先々

と勉強していただくことに関しまして本当に敬意

を表するわけなんですが、小さい学校の生徒、１

名、２名というのは本当に大変不安に思っている

んじゃないかなと思いますので、今後２８年から

実際に小学校から中学校へ行くときには大変心配

するわけなんですけども、その点を十二分に考え

ていただきまして、対応をお願いしたらと思いま

す。 

 では、続きまして一般社会体育と小・中高の連

携によるスポーツの活性化ができないかというこ

とについてお伺いしたいと思います。 

 今小学校ではジュニアのサッカーとかテニス、

バドミントン、バスケット、ソフト、その他いろ

いろ行われておりますが、これらが中学校、高校

へ行きますと、学校にもよるんですけども、その

部活がなかったりして結局別の部活に移らなけれ

ばならない。そして、また高校に行くとまたその

部活があるのでそこに復活すると言いましても、

結局中学校の間にその自分がやってきたことがで

きないばっかりに、小学校のときには県でも優秀

な成績をおさめていましても、結局高校になると

ずっと続けてこられた生徒さんたちとは雲泥の差

ができてしまい、みじめな思いをしなければなら

ないというようなことが起こっているんじゃない

かなと思います。また、サッカーや野球のように

人数がたくさん要る種目におきましては、人数が

足りなくてその部活のもう存続さえ心配されるよ

うな状況になっているんじゃないかなと思います

が、そこで西予市全体で考えて、一般社会体育と

小・中高との連携によるスポーツの活性化ができ

ないかということで、高校まで考えますと野村高

校なんかでは強い種目として相撲とかラグビーと

かいろいろあるわけなんですが、学校によって特

化したような形で野球をやりたいんやったら宇和

高へ行きなさいよとか、野球をやりたいんやった

ら野村高へ行きなさいよとか、そういった形で

小・中高ずっと連携していつまでも続けれるよう

なスポーツの構築というものができないかなと考

えるんですが、このことについてどのようにお考

えかお伺いをいたします。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ただいまのご質問ですけれど

も、少子化が進む中でどうしても市内の小学校、

中学校、高校、いずれにおいてもスポーツ活動を

実施する上での絶対的人数に厳しい状況があるこ

とはご指摘のとおりでございます。ただ、学校に

おける体育指導ですが、教科としての体育を中心

に学校行事やクラブ活動、部活動など学校の教育

全般について教育の増進や体力の向上に努めると

いうところに主眼がございます。また、児童・生

徒の発達段階に応じて遊びからいろんな運動へ発

展させて体育、スポーツの楽しさを味わわせて、

本当に運動好きの児童・生徒に育てていくことも

学校教育の重要な役割でございます。また、この

ような教育こそが議員さんおっしゃられるように

一般社会体育、生涯スポーツと言いかえさせてい

ただければ、生涯スポーツのかけ橋になるもので

はないかと考えるところでございます。 

 １９年３月に本市で西予市スポーツ振興計画と

いうものを定めておりますけれども、その中でも

本市で生涯スポーツや競技スポーツと学校体育ス

ポーツの連携をいかにして推進していくかという

ことを一つの方策として掲げております。まず１

つが総合型スポーツクラブの育成、２つ目がスポ

ーツ指導者の育成と活用ということでございま

す。この２つを中心としてスポーツ環境の整備充

実を進めてまいるという考え方でございます。こ

れからの生涯スポーツ、学校、家庭、地域社会が

十分連携して相互補完して一体となって指導が展

開できることが重要であろうと思います。 

 スポーツの考え、１つの競技に競技スポーツと

して特化することもまず一つの考え方でございま

しょうけれども、ある地域で誰でもがいつでも好

きなスポーツを健康のためにというような目的で

も参加できるという考え方も大切であろうかと思

います。やはり、そのためには体育協会を初め地

域総合スポーツクラブを核として学校スポーツへ

の連携交流事業としてクラブから指導者を派遣す

るというようなことも必要になるというふうに考

えております。本市といたしましても、この地域

スポーツの核となる総合スポーツクラブ等につい

ての充実、支援に努めてまいりますので、地域の

皆様におかれましても生涯スポーツに対するご理

解と積極的なサポートをお願いいたしまして、答

弁とさせていただきます。 

○議長 ２番井関陽一君。 
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○２番井関陽一君 内容は大変そのとおりだとは

思うんですけども、何かこの西予市にとって特色

のあるスポーツ振興というものができないものか

なと考えておるわけなんですが、確かに生涯スポ

ーツと言い直したほうがいいそうですので、生涯

スポーツから考えますと、どこの小学校からでも

入っていただけるというのがあるんじゃないかな

と思います。それで、中学校になってもう野村で

も宇和でもどこの地域からでも入ってそのスポー

ツができるんじゃないかなと思うんですが、そう

考えたときに学校単位じゃないとその大会に出れ

ないとか、学体の問題もいろいろあるんじゃない

かなと思うんですけども、その中で今回野村中学

校でバドミントンをされているお子さんがおられ

たんですけども、その方らはまだ学校にバドミン

トン部がないんで出場ができないということであ

ったんですけども、よくよく問い合わせてみます

と、東予の辺ではもう別に一般社会で練習されて

いる方は学校のほうから出してあげますよという

事例がたくさんございました。そういった中で、

学校の校長先生とお話しした中で認めていただき

まして、今回大会に出させていただきましたけど

も、そういったことの情報も余りまだ入ってない

んじゃないかなと思いまして、そういう自分たち

ではやってるんだけど、中学校のスポーツとして

大会に出れないとかというようなことがないよう

に、今後そういうことも含めて、西予市全体の中

で学校を交流した中で県大会等に出れるのか出れ

ないのか、そういうとこは私勉強不足ですので、

おわかりでしたらお答え願いたいと思います。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 スポーツクラブの考え方は、基

本的には地域住民の方々が自主的に運営する組織

ということになります。ですから、その中には子

供たちも入るし、壮年の方も入るし、老年の方も

入ると。学校スポーツを包括する大きさがありま

すんで、学校の行事等と重なる際には問題も出て

きましょうけれども、学校スポーツ、競技種目が

なければ、子供たちが望めばそのスポーツクラブ

でそういう競技ができると、こういう場所が構え

ておれればいいなというふうに考えております。

そのためにも、やっぱり指導者等の育成等も大事

になってこようかと思います。ヨーロッパ型とい

うか、欧米型といおうか、スポーツをその地域一

組織だけにとどめるんじゃなくてコミュニティー

として捉えていただいて、地域スポーツへの振興

を図っていただきたいなあと願っているところで

ございます。 

 以上、答弁いたします。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 地域といたしましてのスポー

ツとしてはもう十分それでいいんじゃないかなと

思っておるわけなんですけども、学生にとって、

小学校のときから同じ種目をやっている方にとり

ましては、あの子が大会に出るんやったら私も一

緒にやってみたいという生徒さんが結構おられる

んじゃないかなと思いますので、今後西予市の小

学校、中学校をあわせた中でそういう大会に出れ

るような形のものがございましたら、学体として

ですよ、一般社会としてはもう当然出ていただく

のは幾らでもできるわけなんですけども、学校と

して大会に出るということがまたその生徒たちに

とっては有意義なことというか、その中でいい成

績を残したら学校で表彰もしていただけるわけで

すし、そういう面も含めまして学校としてもそう

いう対応をお願いしたいと思うんですが、学校と

しての対応としてはどうなのか、済いませんがも

う一度お願いしたいと思います。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 学体、学校スポーツとしては基

本的な学校単位でございましょうけれども、近年

よく連合チームというのも見られますんで、定期

的な学校体育、主任の先生方による会議等もござ

いますので、こういう裁定席で、協議の場で検討

してまいりたいと思います。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 ぜひそういう場を設けていた

だきまして、ご協議願ったらと思います。ありが

とうございました。 

 では次に、通学路の安全性についてお伺いした

いと思います。 

 昨年、京都の痛ましい事故を受けまして、昨年

の６月に松山議員のほうが通学路の安全性につい

て質問をされております。そのときの答弁で、文

部科学省と国土交通省、警察庁が連携して調査を

いたし、対策を練りたいという答弁がございまし

た。その調査結果と対策はどのようになっている

のかということをお教え願いたいと思います。 

 三瓶線から５６号線と交わるちょうど下松葉の

交差点ですかね、あそこから商店街へとつながる
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細い道を夕方車で走ってみますと、ちょうど小学

校の帰宅時間と重なります。車同士が離合すると

きなど、生徒はもう壁にひっつくような格好でよ

けていますけども、本当に危険じゃないかなと感

じるわけです。 

 そこで、そういう場所も含めまして危険箇所の

認識と対策はどうなっているのかということをお

伺いしたいと思います。 

○議長 宇都宮教育長。 

○宇都宮教育長 ただいまのご質問ですが、ご指

摘のとおり２４年の６月議会に松山議員さんから

質問があり、２５年の３月議会にもこの問題の対

応についてのご質問があって一部重複しますけれ

ども、重複する部分はお許しいただくことをお願

いしまして、ご回答させていただきます。 

 まず、文科省と国土交通省、警察庁の間の連携

での調査でございますが、通学路合同点検で小学

校２６校のうち、２２校から９４カ所の危険箇所

の報告がございました。このうち、学校だけでは

対応できないということで、合同の点検を希望さ

れたところが５８カ所ございました。この５８カ

所のうち、２カ所はもう既に交通規制とかカーブ

ミラーの効果が確認されてるということで、残る

５６カ所について対策が必要として調査を実施し

たところでございます。 

 この点検により、幅員が狭いとか見通しが悪い

とか、信号機、横断歩道がない、車両の出入りが

多いとかいろんな問題を把握いたしました。把握

した問題点につきましては、要望に基づいてどの

ように解決するか方向性を協議いたしまして、カ

ーブミラーを新たに設置するとか、路面の標示に

工夫を加えるとか、横断歩道を修繕する等のハー

ド面対策とパトロールの強化と、及び学校の安全

指導面をさらに充実させる、さらにはボランティ

アを活用いたしましてソフト面で対策を進めると

いう方向で問題の解決に当たりました。ハード面

の対策は非常に重要なことですが、既に改良済み

の区域や要望の出た危険箇所が長期の改良計画に

含まれている区域などもございまして、短期的な

対応は難しいものもございまして、また幅員が狭

くて危険ではあるけれども、両サイドに家が建ち

並んで幅員拡張、歩道の設置が困難な場所、こう

いう問題もございます。そのために安全確保のた

めにソフト面の対応をこういうところは実施いた

しております。ハード面、ソフト面を含めていわ

ゆる全ての箇所については何らかの対策を講じた

というのが実績でございます。 

 質問にございました三瓶線と国道５６号線の交

わるところと言うたら下松葉交差点のことだと思

うんですけども、具体的にこのポイントをつかま

えて危険箇所という調査の依頼はございませんで

したが、卯之町の商店街全部を含めての合同点検

は実施いたしました。いずれも幅員が狭くて交通

量も多い区域でございますので、通行に非常に注

意が必要な道路でございますが、ご存じのとおり

道路幅員拡張は非常に対応が難しい。３者の対応

協議の中で交通規制の話も若干出ましたが、現状

では生活道路の性格が強い状況でございますん

で、規制は難しい面があるなあというのが結論で

ございました。したがって、警察によるパトロー

ルとボランティア等による見守り、それから学校

や家庭での安全教育の徹底、それから自動車運転

者への安全運転の意識啓発など、こういう対策を

とろうということになっております。 

 通学路の危険箇所につきましては、これは毎年

定期的に必要に応じて各校で点検いたしておりま

す。点検をもとにして改善に必要な場所について

はその都度校長会や地域を通じた要望も行ってお

るところでございます。道路でございますので状

況は毎年変わってくると思いますが、適切に通学

路の状況を把握して対応していきたいと思ってお

ります。ハード面で非常に予算とか、状況で無理

な面がある面もあろうかと思いますけれども、児

童・生徒の交通安全意識や技能の向上、いわゆる

危機回避能力も非常に重要なことですんで、こう

いう面についても対策を強めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 詳しい説明ありがとうござい

ました。 

 ５６カ所の対応が必要な場所はわかっていると

いうことで、信号機とか横断歩道とか、車道の幅

を変えないけないというような短期的な対応では

難しいところもあるということもわかったわけな

んですけども、パトロール、指導をボランティア

によってソフト面で対応していきたいということ

ではあるんですが、私たちが小さかったころとい

いますか、スクールゾーンというのはもうはっき

りと一目瞭然のような標識が立っていた、もうど
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こを通ってもここはスクールゾーンなんだなとい

うのがよくわかるようにしてあったように思うん

ですけども、最近はちっちゃな看板といいます

か、そういったものでスクールゾーンですよとい

うのを示してはあるんですけども、道の色を確実

にここはスクールゾーンだからというような感じ

で、先ほど小野議員のときにも出ましたが、自転

車のサイクリングロードを今度青色にずっと塗っ

ていくというような県の構想も出ておりましたけ

ども、ああいった形でここはスクールゾーンなん

ですよということをはっきりとドライバーの方た

ちに認識してもらうような工夫というものをもっ

とわかりやすい形で示していくというのが一番安

上がりでできるんじゃないかなと考えるんですけ

ども、そういったことも含めまして事故が起こっ

てからでは本当に困る。この京都の事故を受けて

全国的にこういう調査は行われた、再調査といい

ますか、詳しい調査を行われたんじゃないかなと

思うんですけども、実際の話、それが過ぎてしま

いますと、また対応がだんだんと後手に回ってく

る可能性がございますので、いま一度、もう一度

検討していただきまして、そういったことを検討

していただいたらと思います。 

 それでは、続きまして次の質問に移らさせてい

ただきます。 

 公共施設についてなんですけども、これも野村

町に限ったことをちょっと狭い範囲で質問させて

いただくわけなんですが、野村町では同じような

イベントを開かれる場所が今現在２カ所ございま

す。町の公会堂というものと、それから乙亥会館

があるんですが、現在公会堂の利用頻度はかなり

少なくなっているんじゃないかなと思いますが、

この野村町の公会堂の利用頻度がどのようになっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

 そして、またこの利用頻度が少なくなっている

んであれば、仮定の話になったら申しわけないん

ですけども、支所の前ということもありまして、

防災の拠点となると思います。そのときにはやっ

ぱ前に広い広場があったら、あるいは駐車場があ

れば、そういったときに非常に有効な利用ができ

るんじゃないかなと考えるんですけども、この利

用状況と利用内容を教えていただいたらと思いま

す。 

○議長 井上野村支所長。 

○井上野村支所長 それでは、ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。 

 野村公会堂は昭和３３年に建設をされまして、

いす席１，０００席を有する郡内屈指の公会堂と

いたしまして、野村町民の社会教育、集会、また

娯楽の殿堂として使命を果たしてきたわけでござ

います。 

 井関議員ご指摘のとおり、平成１６年に乙亥会

館が建設をされまして、利用回数はそれまで年１

１０回程度あったわけですけれども、現在は年６

０回程度に減少しておる現状でございます。 

 今後の利用計画でございますが、現在のところ

具体的に計画は立てておりませんが、現状を維持

しながらさらなる有効な活用につきまして、災害

時の避難場所といたしましても、取り壊しを含め

ました活用方法を検討していきたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 年間６０回の利用があるとい

うことですので、私もちょっと勉強不足で年に

四、五回ぐらいしかなくなってるんじゃないかな

と勝手に思っとったわけなんですけども、この質

問文を書いた後に近所の人らに聞いてみますと、

カラオケ大会をやったりいろいろちょころちょこ

ろ使いよるんどという話を聞きました。そういう

こともあるんですけども、そういうカラオケ大会

とかなんとかっていうのは乙亥会館でもできるわ

けなんですけども、利用料の金額の差で、公会堂

であれば安くできるのでということで公会堂を使

われているようなんですけども、今後防災の拠点

として考えた場合に、あそこにやっぱり広い広場

が必要じゃないかなと考えますので、今の乙亥会

館での利用料の問題等々も考えていただきまし

て、今後の利用計画を立てていただいたらと思い

ます。 

 それでは、最後の質問になりますが、ちょっと

突拍子もないことを述べさせていただいたらと思

います。 

 耕作放棄地の有効利用についてということなん

ですけども、今後ますますふえてくると予測され

る耕作放棄地に対しまして、戦争のときには徴兵

制度というものがございました。これはもう皆さ

ん知っておられるとおり、どうしても兵役につか

なければならないという制度でございますが、こ

れにもじりまして徴農制度というのはどうかなと
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いうことをちょっと考えております。耕作放棄地

を市が管理いたしまして、そこで定年を迎えられ

ました公務員ＯＢとか、それからサラリーマンＯ

Ｂの方たち、その人たちにそこで農作物をつくっ

ていただきまして、それを道の駅等々で販売し

て、そしてまたそこでとれた新鮮な野菜、その販

売収益と新鮮な野菜が労働収入といいますか、特

別にその方々にお金を出すというようなものでは

なく、土地を無償で提供した中で、そこをつくっ

ていただけるというような方策をとることによっ

て、今非常に問題となっておりますメタボの対策

にもなるんじゃないかなと考えておるんですけど

も、本当に徴農制度と言いましても１００％のも

うそりゃあ強制力なんかつくれるわけありません

ので、そういったことも含めまして徴農制度とい

う名前がよくありませんが、名前のほうはいろい

ろ変えていただきまして、この耕作放棄地を公務

員ＯＢとかサラリーマンＯＢなどによってつくっ

ていただきまして、この耕作放棄地対策とすると

いうことに対するご意見はどんなものがあるの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 なかなか斬新なご提案でご

ざいまして、狙いとその結果というのは大変理解

できるところでございます。 

 平成２４年に実施しました農地の利用状況調査

における西予市の耕作放棄地の面積ですが、再生

利用が可能な荒廃農地が９２．７ヘクタール、再

生利用が困難であると見込まれる荒廃農地が１，

３５１．７ヘクタール、合計で１，４４４．４ヘ

クタールがいわゆる耕作放棄地と、荒廃農地とい

うことになっております。耕作放棄地は農業者の

高齢化、あるいは後継者不足などから就農人口が

減少して、今後ますます増加するというふうに予

想されるところです。井関議員がおっしゃられま

すように、耕作放棄地の解消策や健康づくりの一

環として会社などを定年退職された農業に関心を

持った方たちに耕作していただくことは一つの手

段であろうというふうに考えます。農地を守ると

いうことは地域を守るということに通じると思い

ます。市としましては、耕作放棄地に対する情報

発信を行い、その解消や健康づくりにつなげてい

きたいと思っていますので、また今後ともいいア

イデアがございましたら、ご指導お願いします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 この事業といいますか、この

考えで耕作放棄地全部を行うというようなことは

もう到底考えておりませんので、都市部に近いと

いいますか、町に近いところでも今本当に見るに

見かねないように荒れてきている土地が見られま

す。その町中に近いところだけでも何とか耕作放

棄地から解消できないものかなと。そういう土地

がありますと、周りでつくられている方々にも大

変迷惑をかけているのが今現状だと思います。草

ぼうぼうで虫はわくし、田んぼの近くであれば害

虫が発生して困るとか、いろいろな問題が起こっ

ておるわけなんですが、そういったところを対象

といたしまして、面積的にはもう数少ないかもし

れませんが、そういったとこをもう本当に体を使

って楽しく農業をやっていくというようなシステ

ムづくりを構築したならば、西予市に住んでいる

方だけではなく、県内いろいろなところからつく

ってみてやろうかという、その土地の利用料はあ

くまでも無料ということにしないと集まらないと

は思うんですけども、そこがうまくいけばそのう

ちいややってみたいという方が有料でも来るよう

な話になるかもしれません。そういうところまで

含めまして今後の検討をお願いしたいんですけど

も、市長さんはどういうふうにお考えになるん

か、最後に一言だけお願いしたらと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、井関議員がたっての質問

でございますから、お答えをしないといけないと

思いますが、今のシステム化、制度化することは

非常に難しい側面もあろうかなと思いながら質問

を聞いておりました。アイデアは非常にすばらし

いアイデアであろうと思いますが。その中で、法

的な制度性で特定農地貸付けに関する農地法等の

特例に関する法律というのがありますが、こうい

う法律を利用しながらある程度入っていけること

ができる側面もあろうかなとは思っております。

したがって、その制度性にするには相当研究をし

て、あるいはそれをやっていただく方がどれほど

いるのかということを含めながら、あるいはその

農地を利用するわけですから、今の法律を利用し

て貸し手側のほうがどれだけご理解をいただくよ

うになるかというようなことになろうかと思いま

す。農地っていうのは非常に難しいもんですか

ら、そういう法律上の制度を十分利用できる可能
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性を探っていくということになろうかと思いま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ２番井関陽一君。 

○２番井関陽一君 ありがとうございました。 

 今農地の問題、いろいろ県の段階でもう農地バ

ンク的な中間段階みたいなものをつくろうかなと

いうような動きも今できとるみたいですけども、

地元といたしましても、地元の中ではその中山間

地とか、あるいは農振単位でその農地の問題を今

取り組んでいるところであります。そういった中

で、なかなかその土地全部を耕作放棄地にならな

いようにするというのが非常に今難しい状態に入

っておりますので、ぜひともこの問題を検討いた

だきまして、私も一生懸命勉強はしたいと思いま

すが、耕作放棄地をできるだけ少なくするように

行政側といたしましても勉強していただきまし

て、なかなかシステムづくりというのを個人でし

たり、あるいは農家段階でつくるというのは非常

に難しいものがございますので、行政のお力をお

かりしながら構築していきたいと考えますので、

今後ともよろしくお願いしたらと思います。 

 以上をもちましてきょうの一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩をいたします。（休憩 午前１

１時０１分） 

○議長 再開をいたします。（再開 午前１１時

１６分） 

 次に、１０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 早速質問に入らせていた

だきたいと思います。 

 まず、地元産品の販売の促進についての質問を

させていただきます。 

 現在、報道等でいろいろ好景気とか法人税の税

収がふえていく見込みがあるとか、いろんな景気

のいい話がありますが、この地方まではその好景

気は回ってきていないと思います。そういう意味

では、行政も民間に協力をして積極的に地元産品

の促進について関与をすべきではないかと思いま

すが、この点についてお伺いしたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 行政の民間関与につきまし

ては、ご指摘のように当地域の経済、あるいは地

場産業はまだまだ小規模脆弱な面がございます。

これまでもさまざまな角度から行政の関与、参画

によりまして産業の振興を図ってきているところ

でございます。このたび西予市の夢づくりの基盤

となる考え、四国西予ジオパークの認定を受ける

ことができました。これをステップとして今後に

おきましてもさらに地域における官民一体の形と

いうものを探りながら、可能な限り支援をしてい

くことが必要であると考えているところです。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 今答弁にありましたよう

に、ジオパークの認定がありまして、これがこの

地域の活力につながったらいいなあと私も思って

おりますし、また議員として協力していかなけれ

ばならないとは思っております。 

 そこで、現在市長のほうが働きかけていただい

て、バスツアー等もいろいろ行われているようで

ございます。そのバスツアーの中で、例えば松山

からこの西予市まで来る間のバスの中の移動時間

があると思うんですけれども、この移動時間を有

効に使いまして、例えば注文パンフレットの作

成、これは原則的には民間がやることであろうと

は思いますが、先ほども言いましたように不景気

な現在にありましては、行政のほうからもここら

辺の指導をしたらどうかと思いますが、この点に

ついてお伺いをいたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 バスツアーの件でございま

すが、地元産品の販売促進という観点から少しお

答えさせていただきますが、この地元産品の販売

促進につきまして、西予市の特産品を全国の方々

に広く知っていただくことを目的としまして、西

予市観光協会と連携しながら特産品の物産販売を

年に数回実施しているところでございます。今後

物産販売を実施するに当たりましては、この秋認

定になりました四国西予ジオパークの特産品とい

ったイメージアップ戦略も加えながら、商工会や

各生産者の皆さんとより一層の連携に努めて新規

販路の拡大の手助けを行いたいと考えているとこ

ろでございます。また、西予市へのバスツアーの

旅行者に対しまして、車内において特産品のチラ

シとかマップ等を配布していただくよう各旅行会

社と今後協議を進めていくとともに、道の駅や海

の駅などの土産売り場における販路拡大と集客の

方法も検討していきたいと考えます。 

 ご提案のありました地元産品の注文パンフレッ
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ト作成の指導ということにつきましては、このよ

うな仕組みづくりについて商工会や関係団体など

とも相談してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 前向きな答弁をいただい

てありがたいと思っております。 

 次に、地方交付税の見通しについての質問をさ

せていただきたいと思います。 

 地方交付税の見通しにつきましては、前回か

前々回ぐらいに兵頭学議員のほうから質問もあり

まして、ある程度のことはわかっておるつもりで

ございますが、最近の報道によりますといろいろ

な算定方法の見直しであるとか、そういうのが新

聞紙面に載ったりもしておりますので、現段階で

の地方交付税の見通し、わかっている範囲でお答

えいただいたらと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、議員の地方交付税の見通

し等々、現段階にわかっておることについてお答

えをさせていただきたいと思います。 

 今ほどおっしゃられましたように、９月定例議

会においても一般質問でお答えをしたところでも

ございまして、既にご承知のとおり、普通交付税

の合併算定がえが平成２７年度から５年間で段階

的に縮減されて、平成３２年度から西予市として

も一本算定をされるということになっておりま

す。合併算定がえと一本算定との差額に対する削

減率でございますけれども、１年目の平成２７年

度は１割減となり、以降順次削減されて５年目の

平成３１年度は９割減、３２年度は１０割が減

額、削減されるということになります。 

 その影響額についてですが、先ほど述べました

算定の見直し及び消費税増税の影響を除いて現時

点での見直しについて述べさせていただきたいと

思います。 

 今年度算定による臨時財政対策債を除いた交付

基準額をもとに算定がえの特例措置が全くなくな

った場合の影響額が約２６億円となっておりま

す。これが１年目、平成２７年で１割減でござい

ますので２億６，０００万円削減されまして、以

降順次段階的に削減されますので、５年目の平成

３１年度で９割減の２３億４，０００万円が削減

され、３２年度は特例措置がゼロとなりますので

２６億円が削減されるということになります。し

たがって、ゼロになる前までの平成２７年から３

１年までの５年間の間で足しますと、約６５億円

が削減されるということになろうかと思います。 

 合併算定がえ終了への対策としまして、算定が

え終了時期までにできる限り財政調整基金への積

み立て、事務事業評価システムの継続運用等によ

る歳出の抑制に取り組む必要があろうかと、この

ように思っております。平成２７年度からの財政

運営の見通しは、歳出の抑制を図りながらも基金

の繰り入れをせざるを得ない状況になると思って

おります。現段階、私どもが持っております基金

でございますけども、大体平成２４年度末で１１

４億円でございます。財政調整基金とか、そのほ

か目的基金につきましても各年度の事業内容によ

り繰入運用を図っていく必要があろうかと思って

おります。繰り入れる額につきましては、算定が

えの段階的な削減幅が大きくなるにつれて多額と

なり、このような状況では新たな積み立てもなか

なか難しいというような状況になろうかと思って

おりますが、財政調整基金を初め目的基金につい

ても基金残高が減少していく見込みでございま

す。 

 ただ、今議員もご指摘をされましたけれども、

平成の大合併を先駆的に取り組んだ全国の市、町

から行政需要と財政不足のギャップが出ていると

いうことが懸念をされて、強く訴えをしていると

ころでありまして、これにつきまして国も新たな

対策、検討を加えられてるというのが現状でござ

います。その一つに、ことしの１１月１６日に総

務省が打ち出しました支援策があります。これま

で人口１０万当たり２カ所の支所があると仮定し

て算定しておりましたが、平成２６年度からは合

併前の旧市町村ごとに支所を置いているとみなし

て交付税額を算定する方針が固められたところで

あります。これにより、合併算定がえ終了による

削減幅が幾らか縮小されると、このように見込ん

でおるところでございます。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 今ほどの答弁で、基金は

約１１４億円ぐらいあるということだったと思い

ますが、これ今の答弁の中で一本算定になった場

合に、最終的に２６億円差額が出るということ

で、この１１４億円につきまして将来取り崩す可

能性があるんじゃないかと心配しているところで

ございますけども、ここらについての考えをお伺
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いしたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 当然ながら、今いわゆる基金として

積み立てができておるのは毎年度の歳入と歳出の

差によってできる限り繰り越しした等の金を積み

立てる方法でやっておるわけであります。それは

財政調整基金に積み立てたり、目的基金に積み立

てたりしておるところでもございます。その差が

今行財政改革をやってまいりましたので、年間１

０億円ちょっとあります。１０億円から１５億円

の間で動いておると私どもは思っております。し

たがって、今ほど申しましたとおり、毎年の削減

幅がそれを超えた段階で当然ながらできなくなる

ということになろうかと思います。したがって、

それを埋めるためには取り崩しをしなくてはなら

ないと、それは取り崩しできるのは基本的には繰

り入れるお金は財政調整基金、目的基金はだめで

ありますので、基本的には財政調整基金のほうか

ら繰り入れせざるを得ないということで、今のま

まで行くと減っていくということになろうかと思

います。しかし、議員のご指摘があった方向性が

国のほうで検討を加えられて見えてきたというこ

とで、また方向が変わってくる可能性が出てきた

のではないかなと、このように思っております。 

 以上です。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 それでは、ちょっと視点

を変えまして、消費税の一部が地方交付税の財源

になるということになっているようでございます

けれども、来年の４月に消費税の率が５％から

８％に上がります。この上がったときに税率の変

化など、国のほうで変わった方針が出ているのか

どうか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問にお答えをした

いと思います。 

 消費税につきましては平成２５年１０月１日の

閣議決定によりまして、地方消費税を含む消費税

率が平成２６年４月１日に現行の５％から８％へ

引き上げることが確認されております。一般的に

言われます消費税は、消費税と地方消費税から成

ります。現行の消費税率５％は消費税率４％と地

方消費税率１％であります。これが消費税率８％

になりますと、消費税率６．３％と地方消費税率

が１．７％、１％から１．７％になります。 

 ご質問の消費税のうち、交付税分の割合の変化

についてでございますが、現在この消費税率４％

のうち、それに占める２９．５％が地方交付税の

財源、原資となっております。これが消費税率

６．３％へ引き上げに伴い、２９．５％原資割合

がありましたけれども、２２．３％へ引き下げら

れるということになっております。消費税率に占

める交付税分の割合は現在の４％で１．１８％、

引き上げ後の６．３％では１．４％となり、結果

的に０．２２％金額にしてはふえることとなりま

す。現在消費税率１％が大体税金で２．８兆円ふ

えると言われておりますので、単純に計算します

と、国において交付税の財源としては今より６，

０００億円ふえるのではなかろうかなと試算をし

ているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 今答弁がありました４％

から８％になることによりまして、地方交付税へ

の充当するパーセントが２９．５から２２．３に

下がるということだったと思います。そして、地

方消費税、交付金のほう、こっちが１％から１．

７％のほうに上がるという答弁だったと思うんで

すけども、地方交付税のほうはちょっといろいろ

見直し等があると思いますんで、具体的な話はち

ょっとわかりにくいんじゃないかと思いますん

で、この中の地方消費税交付金、これにつきまし

て西予市に多分３億数千万円ぐらい、年間で１％

の場合はあると思うんですけども、松山はかなり

の金額が多分あるんだろうと思います。これが

１％から１．７％に変わった場合に、約の数字で

構わないんですけども、西予市は３億数千万円が

幾らになる、松山市は多分数十億円が幾らになる

か、その比較を教えていただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問にお答えします

前に、先ほど説明しました分につきましてはあく

までも交付税の分について説明をさせていただき

ました。 

 今質問のあった地方消費税交付金の件なんです

けれども、西予市と松山市との比較ということで

ございますが、ご質問の趣旨は地方消費税率の引

き上げによって県内における都市と地方でどれだ

け違うかというようなことであろうかと思います

けれども、平成２４年度の地方消費税交付金の交
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付額は今言われたように西予市が約３億３，００

０万円、松山市が約４６億７，０００万円でござ

います。この額が現行の地方消費税率１％であり

ますので、先ほど申し上げました地方消費税率が

１％から１．７％になりますので、平成２４年度

に交付された額を単純に１．７倍した場合、西予

市が約５億６，０００万円、松山市が約７９億

４，０００万円となりまして、その差額は西予市

で２億３，０００万円の増、松山市が３２億７，

０００万円の増額となろうかと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 今答弁ありました数字を

比較してみますと、松山市で３２億７，０００万

円、約の数字であろうと思いますが、それで西予

市が２億３，０００万円ふえる。これ比較してみ

ますと、この消費税がアップした、また国が地方

消費税に係る率を変更したことによって、もう単

純ですけども、松山市と西予市で約３０億円の物

すごい金額の差が出ると思っております。これ素

人の考えなんですけども、この税率の変更により

まして今でも松山市は裕福な財政状況、西予市は

厳しい状況だと思っております。そうすると、現

在の松山と、松山ばっかり言ったらちょっと語弊

があるかもしれませんけど、西予市との格差がさ

らに広がっていく。それで、例えば東京、大阪

と、この四国の南予地方じゃさらに広まっていく

んじゃないかと心配をしております。ここらにつ

きましては市長も国、県のほうに全国市長会とか

がありますので、ぜひ強く働きかけをして是正と

いいますか、緩和する措置をとっていただきたい

と思いますが、このことにつきまして最後に市長

のお考えをお伺いしまして、質問を終わりたいと

思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、今ほどの議員ご指摘の点

についてご回答させていただきますが、非常に今

の問題は全国的な問題になっておる難しい問題で

あります。反対に、先般東京の２３区から全国に

発信をされた要望があります。私たちの東京の金

を全国に今度の制度でとるなという要望でござい

ます。これが全国の市長会の中でも議論をされて

おります。ということは、今の地方消費税ではな

しに地方交付税の段階で調整をするという発想が

ございます。その問題が非常に今議論の的になっ

ておりまして、それは財務省がそれを先導されて

おるところがございます。私どもの全国のいわゆ

る地方の市、町としましては、それには絶対反対

だという方向を打ち出しておるところでありま

す。したがって、土俵の上に、乙亥大相撲ではあ

りませんが、負けたら外に出てまいります。だか

ら、土俵の中で戦って、土俵の中でちゃんと決着

をすると、外へ出されてしまったらそれで終わり

でございますから、そのことをしっかり私どもも

地方から訴えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 １０番宇都宮明宏君。 

○１０番宇都宮明宏君 済いません、最後の質問

にしとったわけでございますけど、答弁要りませ

んので、最後に一言だけつけ加えさせていただき

まして、終わらせていただきたいと思います。 

 先ほど市長が言われました東京２３区の方の主

張は一理あると思いますけども、この田舎として

は地方交付税創設のときの趣旨、地方と田舎の格

差をなくすという趣旨があったと思いますので、

そこらもぜひ主張していただきたいことをつけ加

えておきまして、質問とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長 以上で本日の一般質問を終結といたしま

す。 

 明日１２月４日は午前９時より引き続き一般質

問及び質疑を行います。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

  散会 午前１１時４１分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行

います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

をしてください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 改めましておはようございま

す。公明クラブの二宮一朗でございます。 

 ただいま議長より発言の許可をいただきました

ので、一般質問をさせていただきます。 

 今回大きな施策区分として４項目の質問を準備

をしております。 

 まず１点目に、災害時の対応について質問をさ

せていただきたいと思います。 

 東日本大震災からもう２年と９カ月がたとうと

しておりますけれども、我々はあの大きな災害を

風化させてはならないという思いと、災害のおか

げと言ったら何ですけれども、気づかなかった点

を気づかせてくれたという大きな出来事、それを

今後の将来に生かしていかなければならないと考

えております。そういう中で、きょうは３項目、

原子力防災訓練について、そして南海トラフ地震

対策について、また災害時の対応についてという

３項目で質問をさせていただきます。 

 先日１０月２２日、原子力防災訓練が行われま

した。西予市でも大勢の人が参加をされたようで

ありますけれども、西予市内で訓練に参加された

対象者をまず教えていただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ただいまのご質問について

お答えをさせていただきます。 

 今対象者と言われましたが、人数も発表をさせ

ていただいたらと思いますけれども、平成２５年

度は各市の訓練係として参加した市職員が２８

名、避難訓練に参加いただいた市民１０５名、屋

内退避で参加いただいた児童・生徒１７６名、合

計３０９名に訓練参加をいただきました。参加対

象者は避難訓練の場合、県から協力人数として依

頼のあった人数で、３０キロ圏内で当日の参加が

可能な方を公民館等と協議して決めさせていただ

きました。なお、今回の今質問のありました参加

者は区長さん、自主防災会、老人会の役員の

方々、そして西予総合福祉会の職員の方々などに

ご協力をいただきました。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 我々議員に対して、今回この原子力防災訓練が

あるということをまず知らされてなかったという

ことがちょっとショックが一つあるんですけれど

も、県が多分主導してやることだからということ

でそうなのかなと思うんですが、後で区長さんか

ら今回防災訓練で東温市に行ったんよとかという

ふうなのを聞かされて、ああそやったんというふ

うなことで、何ともちょっとばつが悪いなという

感じがしました。 

 今回この質問をするに当たり、どういう要項だ

ったのかなということでちょっと見てみました

ら、その対象者の中にいろいろ対象の団体がある

んですけれども、消防関係で西予市消防本部はあ

るんですが、消防団が入ってないと。八幡浜市の

消防団、大洲市の消防団、宇和島市の消防団は入

っているのに、なぜ西予市の消防団は入っていな

かったのかちょっと不思議に思ったんですけれど

も、その理由等がもしわかれば教えていただきた

いと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございますけ

れども、県のほうでどういう振り分けをされた

か、ちょっとその背景についてはわからないんで

すけれども、当然当市といたしましてもいざとい

うときには消防団の方々にも協力をしていただか

なければならないところでございますが、今回は

普通の勤務日でありましたし、宇和の場合は１０

月２２日の地方祭でもありましたので、要請がな

かったこともありまして、今回は消防団のほうに

は依頼をしてないというような状況でございます

が、これから県のほうも宇和島や八幡浜や大洲、

その辺で消防団のほうの依頼も指示があったよう

でございますので、今度、これも毎年訓練があり

ますので、そのときにはまた市のほうからも要請

しますし、そして県のほうからもまたそういう依

頼が来るのではなかろうかなと思っております
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が、またそのときには消防団の方々も迷惑をおか

けしますけれども、ご協力をいただきたいと思っ

ております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 単純に感想として思うのは、

県が多分主導するから言われた該当者を出せばい

いという感覚で訓練をされてるのかなと。そう考

えたときに、あっ訓練のための訓練なのかなとい

うふうな印象を受けるわけですよね。やっぱり他

市の消防団は出てるのに、なぜ西予市は出てない

のかと。いざというときに本当に自主防災会、区

長さん、そして消防団というのは一番大きな役割

を果たしていただけるメンバーだと思いますん

で、この構成が来たときに要請がなかったからじ

ゃなくて、なぜうちの消防団は出んでいいんです

かというふうに聞いていただくぐらいの感じで僕

はやっていただきたいなあと、来年以降もあるん

でしたら、ぜひそういうふうに訓練を捉えていた

だいて、やっていただきたいと思っております。 

 今回その訓練を行ってみてこの問題点という

か、成果というか、やってみてどういう点がよか

ったのか、またどういう点がこの西予市にとって

課題があるなと感じられたのか、ありましたら教

えていただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問ですが、訓練は

原子力規制委員会、行政機関、自衛隊、警察など

８０機関が参加して実施され、訓練内容は緊急時

の通信訓練、モニタリング訓練、住民避難誘導訓

練、被曝医療活動訓練、オフサイトセンターの運

営訓練など１１の項目にわたって訓練が行われ、

全体では約１万３，０００人が参加をして実施を

されました。訓練後、事後検討会が開催され、訓

練ごと、また全体としての取り組みの成果や今後

に向けての課題が整理されております。 

 西予市といたしましては、各訓練に職員を派遣

したことにより、訓練内容が把握できたこと、各

係との連絡体制の整理が必要なことなどが成果と

して上げられます。また、課題としては今議員言

われたようなこともありますし、休日の開催でな

ため年齢層が偏ってしまったこと、避難訓練参加

者に十分な説明ができるスタッフが不足したこと

などが上げられます。先日も住民避難行動計画を

作成いたしました。これと整合性も確認しなが

ら、今後もできるだけ積極的に市独自の構想も入

れながら訓練に参加を行い、行政として住民とし

て実のある訓練にしていきたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 毎年、例えば今からもあるんであれば、また今

回のこの訓練の反省、振り返りを踏まえて来年に

向かっていただきたいなと思っております。 

 また、今も部長言われましたけれども、西予市

住民避難行動計画というのが１２月３日の愛媛新

聞にも掲載をしていただきまして、我々市民がい

ざというときにどういうふうにしたらいいのかと

いうのを今から周知をしていかなくてはいけない

と思うんですけれども、私たち今回訓練に参加を

していない市民、また私たちが今後どのようにこ

の原子力災害に対して備えておけばいいのか、ま

た市民としてどういうことができるのか、市民の

皆さんに対してお示し、またお願いしたほうがい

いことがあれば何か一言言っていただければと思

いますが。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の反省点も踏まえながら

今回実施して成果として捉えたこと、そういうこ

とも市民の皆様にご報告をしていくことが大切だ

ろうと思っております。それとともに、この訓練

のための訓練というようなことで、参加すると１

日潰れてしまいます。この辺のとこのご理解もい

ただきながら、あすいつ起きるやらわからないと

いうような訓練、実のある訓練とするためにはそ

ういうとこも、休みのときも１日潰れてしまいま

すけれども、そういう自分たちのための訓練であ

るということを認識していただきまして、またご

協力もいただけたらなというようなことをお願い

したいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 私もそう思います。訓練に

我々も出たときに感じるのは、その人は今回経験

したんですけども、例えば区長さんとか、自主防

災のリーダーとか、そういう人たちがどういうふ

うに下に伝えていただけるかというところがなか

なか進まないんですよね。役職者は大体１年とか

２年で交代をすることが多いんで、広がりがなか
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なかちょっと難しいということで、ぜひこれはや

っぱり行政のほうから参加される方に対して、そ

れぞれの組織にきちんと結果をフィードバックし

てくださいというふうなことをお願いしていくし

かないのかなと、そういうふうなことを続けてい

くことしかないのかなと思っておりますんで、ぜ

ひそういうふうなところも気をつけてやっていた

だきたいなと思っております。 

 次に、南海トラフ巨大地震対策について質問を

させていただきます。 

 ３・１１以降、三瓶、明浜においては津波の表

示板の設置であるとか防災倉庫の設置など、いろ

いろな対策がとられてきておりますけれども、そ

の中で一番懸念をされております避難路とかまた

避難場所、そういうところの総点検をされたと思

うんですけども、そして改修という計画を立てら

れとると思うんですが、３・１１以降どのぐらい

今進んでおるのか、状況をお知らせいただきたい

と思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問にお答えをいた

します。 

 平成２４年度に避難路、それからソーラーの誘

導灯などを修理をしたところなんですが、平成２

４年度には２５カ所、２，９００万円の改修を行

いました。２５年度につきましても１４カ所、約

２，４００万円の改修を予定をいたしておりま

す。これまでの工事は、昨年度の２５件中１件が

山どめ擁壁工事、１件がソーラー街路灯設置、残

りの２３件は転落防護柵の設置、舗装、階段工事

などとなっております。今年度についてはソーラ

ー街路灯の設置が５件予定されているところでご

ざいます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 それで、あと大体どのぐらい

残ってるというか、まだまだせんといかんとこと

いうか、そういうのがもしわかりましたら教えて

いただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問ですけれども、

要望の出とる箇所はもう全てやっているという状

況でございます。また、補助につきましてはこと

しで、２５年度で終わりますけれども、また単独

事業でその新たに出たところも検証しながらまた

進めてまいりたいと考えております。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 今のご答弁いただいて一安心

をいたしました。 

 先日１１月２２日に、この南海トラフ巨大地震

対策特別措置法案というのが参議院を通過して成

立をしたわけですけども、まだできてすぐという

ことで、どのぐらいご認識があるのかちょっと私

もわかりませんが、この法案が成立したことによ

ってどのようなこの法案の意味といいますか、意

義といいますか、どういうふうに認識をされてお

るかお尋ねをいたします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございますけ

れども、東南海・南海地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法は既に平成１４年に制定

をされておりましたが、今回１１月２２日に南海

トラフ地震対策特別措置法が可決、成立をいたし

ました。大きな津波が予想される東海から九州地

方の太平洋沿岸を津波避難対策特別強化地域にし

ているようでございます。政府は年内にもこの法

律を施行する方針だと聞いておりますが、今回の

特別措置法は津波による被害防止が主な内容とな

っております。現時点では集落の高台への集団移

転などのほかは具体的なメニューがまだ明示をさ

れていない状況でございます。 

 西予市といたしましては、今後活用できる補助

制度があるかないか、その辺を注視しながら本市

の防災計画にも取り入れていくよう、考えでござ

います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 私もちょっとホームページか

らざっと引っ張り出したら３８枚出てきましたん

で、全部はまだ読み切れてないんですけども、大

きな項目をいろいろ見てますと、結構いろんなこ

とができるんかなとは見た感じでは思うんです

が、先ほど言われたように指定された地域だけな

のか、太平洋沿岸というのが大体主なとこみたい

ですけども、当市の明浜とか三瓶には該当しない

のかどうか、そういうところがちょっともしわか

れば教えていただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 先ほども申し上げました

が、まだ詳細がわかっていない状態です。また、
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今年度中に制定されるというようなことも聞いて

おりますので、その時点で中身がよくわかってく

るんではなかろうかなと思いますので、早くその

情報をキャッチして当市の防災計画に入れれるか

どうか、採用できるかどうか、そういうようなこ

とも詳細に吟味していきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 よろしくお願いいたします。 

 そこで、例えばこういう法律が使えるという

か、法律というか、要はお金ですよね。この法律

によってそういうのが使えるとして、西予市にと

ってこの津波対策の一番優先課題というか、ここ

はとにかくやらにゃあいかんなというふうに今認

識されているところがどこなのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、そちらの分野について、

私のほうから優先課題の問題でございますので答

えさせていただきますけれども、津波に特化した

という意味だけではなしに、少し回答をさせてい

ただきますと、私の西予市マニフェスト２０１２

で減災のまちづくりを掲げておりますけども、今

部長のほうから回答いたしましたとおり、西予市

ではこの津波対策等々については、昨年からこと

しにかけていろいろな事業を展開してきたところ

でもございます。西予市は特に広い面積をもう有

しておりますので、この南海トラフだけの問題で

特化して考えていって今からいいかどうかってい

うことも含めて考えなくてはならないと思いま

す。とにかく海岸部から中山間地域までありまし

て、南海トラフの大地震を想定した施策はずっと

このところでやってまいりまして、多くの対策は

できましたけれども、今現実的にはそれ以外にも

このところ台風の大型化、あるいはゲリラ豪雨

等々が顕著になってまいりましたので、そちらの

ほうにも考えをシフトしていかなくてはならない

なと、このように思っておるところでございま

す。 

 津波対策に特化するということを考えますと、

海岸地域について余り防潮堤等々をずっとやって

いくわけにはなかなかいかないわけでありますか

ら、どちらかというとあとはソフト的にいかに皆

さんが逃げていただくかというような方向で考え

を持っていく、いわゆる東北のほうで特に言われ

ました逃げていくことの考え、思想ですね、それ

を特に住民の中に周知していくことが大事ではな

かろうかなと、このように思っておるところでご

ざいます。 

 以上、回答いたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 この後に災害時の対応という

ことで、私もゲリラ豪雨とか台風とかというよう

なものもまた質問させていただくんですけども、

今言いました特に今回の南海トラフ地震対策とい

うことで、海側に特化した質問ということで言い

ますと、今も市長言われたように、やっぱり逃げ

るということがもう一番最優先だと思うんですよ

ね。いろんな先ほどから避難路とか避難場所とか

細かい事業はやっていただいとるんですけども、

本当に逃げるということを考えたときに、あの明

浜、三瓶の人がどこに逃げるんかなと、上に上が

る道すらないというのが本当に現状じゃないのか

なというふうに思いますし、明浜地域においては

その露地露地が、上へ上がるところが本当に狭い

ですよね、車ではとても上がれない、上がれる箇

所はもう限られてるということを考えたときに、

その対策をとにかく緊急にやっていただきたい

と。 

 今回、僕はこの法律ができたということで素人

ながらに一番思ったのは、やっぱりそういうとこ

ろに何かハード的に使えないのかなというふうに

今ちょっとイメージをして、三瓶地域、明浜地域

のとにかく３０メーター、５０メーターぐらいの

ところに早く逃げれるような大きな道をつくる方

法というか方策というか、そういうことを今後考

えていただきたいなと思いますんで、ぜひ優先課

題の中に入れていただきたいと思っております。 

 それと、次に災害時の対応についてということ

で行かせていただきますけれども、以前から災害

時の特に介護が必要な、または援護が必要な方に

ついても何回か質問をさせていただいたんですけ

ども、要援護者名簿というのをつくるというふう

な方向で今全国的に進んでおりますが、この西予

市において、この名簿の作成状況と、また名簿の

活用状況といいますか、そういうのがわかれば教

えていただきたいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまの二宮

議員からの要援護者名簿の作成と活用状況につい
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て私のほうからお答えをいたします。 

 平成２５年１１月２７日現在、在宅で暮らす方

で登録を希望された方は対象者数６，６２２名の

うち、登録者数は２，３４２名で、登録率にしま

しては３５．４％となっております。今後とも広

報等での周知のほか、関係機関などの協力を得な

がら対象者に対する登録申請を積極的に働きかけ

たいと考えております。 

 次に、活用でございますけども、登録を希望さ

れた方にはあらかじめ登録されました個人情報を

自治会、自主防災組織、民生児童委員、消防団、

消防署、警察署、西予市社会福祉協議会へ提供す

ることに同意の上、申請をしていただくこととな

っております。これまでに市内各地区の民生児童

委員及び自主防災組織４地区への要援護者の登録

一覧表を交付いたしております。ただし、情報の

外部提供に際しましては登録者の同意は得ており

ますけれども、大切な個人情報でありますので、

情報提供先には個人情報の取り扱いと管理の徹底

をお願いいたしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 今登録者の率が３５％という

ことで、ちょっとまだまだなかなか進んでないな

という印象を受けるんですけれども、活用のとこ

ろで民生委員さん、また自主防災組織４地区言わ

れましたですかね。自主防災組織全部で幾つある

んですかね。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 ちょっと今急には覚えてな

いんですが、６０幾つかやったと思いますが、西

予市全体、ほとんどの地区が自主防災組織を立ち

上げていただいております。１００％に近くなっ

てはきております。 

 ５５です。 

 答弁といたします。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 交付いたしております自主

防災組織の名称につきましては、高川地域づくり

会、高山自主防災クラブ、俵津自主防災クラブ、

三瓶４区自主防災会、この４つのクラブに交付い

たしております。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 自主防災組織もいろいろ温度

差がありまして、いろんな避難訓練ができてると

ころから何もできてない組織からあると思うんで

すけれども、やっぱり行政がもうちょっと自主防

災組織または区長さん等々にそういう要援護者の

名簿というか、いざというときにそういうあれを

つくっとってくださいねというふうなことで促す

というか、そういうことをやっぱりしていかなけ

ればなかなか進まないんじゃないんかなと思うん

ですけれども、自主防災組織のことについても以

前質問して、自主防災組織同士の連絡協議会をつ

くったらどうかということを言わせていただいた

らつくっていただいて、今は何か、この間何かを

見ましたらワークショップですかね、自主防災組

織のワークショップもできてるということで、お

お大分進んでるなというふうにはちょっと感じて

るんですけども、そういう中に要援護者をどうし

ていくかというふうなことの自主防災組織への投

げかけというのもぜひやっていただきたいと思う

んですけども、そういうところの予定とかという

のはありますでしょうか、ちょっと教えていただ

きたいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 ただいまの質問でございま

すが、これは前の議会におきまして、二宮議員か

らの一般質問の中でもそういう自主防災連絡協議

会の中での働きかけとか、そういったそういう機

会があったごとにそういう情報を提供しながら進

めてきたというふうに思っておりますが、現在そ

の交付申請、要は名簿の一覧表の交付申請の窓口

といたしましては本庁の社会福祉課、各支所にお

きましては生活福祉課のほうに窓口を設けており

ますので、その際にはまたご利用される団体につ

きましては、そこを通じて申請をしていただくと

いうふうなことをお願いをしたいというふうに思

います。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 我々も議員として少しでもや

っぱりそういうふうなところの啓蒙というのをぜ

ひやっていきたいなと。行政だけにやれと言よう

るわけじゃないんですけれども、お互いに協力し

ながら進めていかにゃいかんなと感じております

んで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、先ほど市長も言っていただきました近年

のゲリラ豪雨とか大型台風とかということで、急

傾斜地、または家の裏山が崩れるというふうな事

例が何か特に多いような感じがするんですけれど



 

－49－ 

も、この西予市内の危険地域の点検とか把握の状

況というのがもしわかりましたら教えていただき

たいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 急傾斜地の危険地域の点検

と把握ということでございますが、近年集中豪雨

等による崖崩れ等によりまして大きな災害が生じ

る事例が多発しております。市でもこれまで崖崩

れの防止につきましては、可能な限りその災害の

軽減対策に取り組んできているところでございま

す。本市の急傾斜地の崩壊危険区域の指定につき

ましては、愛媛県が法に基づきまして調査を実施

し、それを市が確認した後、平成１２年からこれ

までに７８０カ所が指定されております。これら

の点検につきましては、毎年当然全箇所というこ

とはようしませんが、愛媛県、警察、消防と合同

で抽出箇所について危険箇所パトロールを実施

し、緊急を要する状態になっていないかどうかの

確認と、地域住民への箇所への注意をお願いして

いる状況でございます。 

 以上、答弁とします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 今の７８０カ所というふうに

お聞きしましたけれども、愛媛県の各地域に土砂

災害の看板がありますよね、危険地域みたいな。

あれが僕はいっつも気になる、あちこち行っても

気になるんですけども、ここどこが危険なんかな

あということでいつも気にするんですが、その県

がしてるそういう看板のところと、市が今言われ

た７８０カ所との連携というか、そういうのはあ

るんですかね。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 直接連携というのは、今先

ほど申しました危険箇所の点検とか具体的にはそ

ういうことで、あとは事業をやるときに相談しま

しょうとか、ほれから特に危険な地域が確認され

たようなときには合同で調査とかすると、随時と

いうことになろうかと思いますけども。 

 看板につきましては、恐らく土石流危険渓流と

か、河川沿い、渓流沿いにあるのが多いんじゃな

かろうかと思うんです。一口にその危険箇所と言

いましてもいろんな呼称のものがございまして、

私が今申し述べました７８０カ所というのは、

家、宅地の裏の急傾斜危険箇所ということでござ

います。そのほか地すべり防止区域とか土石流危

険渓流とか、河川にもありますし、さまざまな形

でそういう危険な区域の呼び方の指定がございま

す。この土石流、いわゆる河川の部分も合わせ

る、それから地すべりというようなある程度広範

囲なところですが、そういうものも合わせると西

予市には１，３００カ所ぐらいあるわけです。 

 以上です。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 今の説明で県のほうの砂防の

ほうのデータと同じというのがわかりましたん

で、多分同じ箇所なのかなあというふうに思って

おりますが、この中でもランク１からランク３と

いうふうにいろいろ分けられておりまして、人家

が多いところとか人家のないところとかいろいろ

あるんですけれども、僕だけかもしれませんけど

も、そういう看板が常にあって、漫然と見てて本

当にいざというときにどこが危ないのかなという

のがなかなか自分の中で実感できていないという

のもあるんですけれども、看板は立っとるけれど

もその地域の人がそこの箇所が本当に危険なの

か、どの程度なのかというのが認識されとるんか

なあというのがちょっとここのところの最近のゲ

リラ豪雨とかのいろんな土砂災害があったときに

思い出すんですが、そういうところはやっぱり地

域住民の人への周知というか連絡というか、そう

いうところもやっぱり点検した後に、毎年は無理

でしょうけども、何年間に１回その点検をしたと

きに報告をするというふうにしていただければ、

また地元も少しずつわかってもらえるのかなと思

いますんで、ぜひそういう点も配慮をいただけた

らと思います。 

 もう一つ、例えばそういうふうにゲリラ豪雨等

で裏山が崩れたりしたときに、家が例えばもう傾

いてしまったとか、傾かないまでも家に泥が押し

寄せたというときに、裏が個人の土地で崩れた場

合になかなか助け船というか、もう自分がなんと

かせないかんというのが多いんじゃないかなと思

うんですけれども、今後もひとり暮らしのお年寄

りが住んでいるお家とかにそういうことになった

ときに、子供さんが例えばよそにおられてもうこ

っちへ帰ってこないということになったら、もう

その家は危ないけんちょっと出なはいやというこ

とで放置される場合があるんじゃないかなという

心配がちょっとあるんですけれども、そういうふ

うなことは、西予市としては何かそういうふうな
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対策は考えられたことはありますか。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまのご質問、大変頭

の痛いところであろうと思います。最近にも、こ

の方は地元にそのままおられるんですけども、市

営の住宅をお貸ししたと。そちらのほうに移られ

たという事例がございます。それで、その後のそ

の被災した裏山をどうするかということについて

は、現実には対応し切れていないというのが現実

でございます。今後そのことについてもどういう

方法がとれるかということも研究をしていかなけ

ればいかないなというふうに考えてはいるところ

です。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 全部行政のほうで面倒を見る

というのはなかなか難しいでしょうけども、例え

ば地域の人にお願いして、一緒にちょっと日当を

払ってのけてもらうふうなことを行政が指導とい

うかリードするとか、そういうふうなことを何か

していかないと、なかなか本人一人ではそれを回

復するのは難しいという案件が多いんじゃないか

なとここ二、三年僕も何カ所か見てて思うんです

よね。ですから、ぜひそういうふうなところをお

金以外の知恵を行政のほうで少し出していただけ

れば助かりますんで、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、ちょっと入札制度について質問をさせて

いただきたいと思います。 

 ちょっと時間がなくなったんで、土木関連と物

品、土木以外の入札について通告はしとるんです

けども、ちょっと土木関連のほうは今回パスをさ

せていただいて、土木関連以外の入札についてち

ょっとお尋ねをしたいと思います。 

 土木関連以外の入札ということになると大体物

品が多いんじゃないかなと思うんですが、この物

品の入札においての近年よく耳にする入札辞退の

昨年、ことしぐらいからの件数がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の物品関係の辞退者数で

ございますけれども、辞退者の割合、平成２４年

度で物品が１４．３７％の辞退率、業者数につき

ましてはちょっとその細かいとこはしてないんで

すけれども。それと、２５年度が３４．２９％の

辞退率になっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 私もホームページに載ってま

したんで、ことしの分は全部の入札状況をちょっ

と見させてもろうとんですけども、今部長言われ

たように、昨年が１４．３７でことしが３４．２

９ですか、ということはかなりふえてますよね、

辞退されてるところが。その要因というのがもし

把握できてれば教えていただきたいと思うんです

が。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 要因は聞き取り調査もして

おりませんので想定の範囲内ではございますが、

指名願が地産地消の関係で市内業者を優先して指

名をするということでやらせていただいておりま

すが、その指名をするときに指名願の中でこうい

うものはやれますよという指名願がありますけれ

ども、その指名願に基づいて指名をさせていただ

いております。 

 傾向として、これはもう自分のところではとら

ないというようなときであれば、土木事業であれ

ば皆さん指名したら出ていただけて会場で入札を

していただくんですけれども、物品関係の方はも

う自分が入札しないと思うた場合には出席されな

いというようなことがありますので、その辺で辞

退数が多いんかなというような分析をしていると

ころでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 私もこれ一つ一つことしの分

を見させていただくときに、一番ちょっとわかり

やすいのが自動車ですよね、それぞれの課から出

てる車の入札、ここにも結構辞退されとる業者が

多いんですよね。業者が多いのもちょっとびっく

りなんですけども、落札価格ですね、落札価格は

予定価格に比べて７割とか７割ちょっととか、一

般の市民の立場からいうとかなり安いなという感

覚がするわけですよ。我々が例えば車を購入する

ときに、そこの店に行ってこの車が欲しいんです

が言うたら、そんだけは多分値引きはしてもらえ

ませんよね、間違いなく。何でこんな値引きにな

っとんかなというぐらい僕は安いんじゃないかな

と思うんですが、そういう例えば建物であれば最

低価格とかというのがあると思うんですが、ここ

に載ってるこの予定価格というのは定価を書かれ
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てるんですかね、大体。最低価格というのがなぜ

ないのかというのが、ちょっとそこを教えていた

だきたいです。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 最低価格の問題ですけれど

も、工事の請負事業については最低価格を設ける

ことができるということになっております。物品

は請負ではありませんので最低価格が設定できな

いということでありますので、今言いましたよう

に最低価格の設定はしておりません。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 できないというのは何かで決

まっとるわけですかね。 

 それともう一点、予定価格ですよね、ここに書

いてある予定価格というのは車の定価なのかどう

か、それをもう一点ちょっと質問します。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今の何かに決まっているか

ということですけれども、これ法律的なとこはち

ょっとわからないんですが、地方財務実務提要の

問答集の中でそういうふうに解説が書かれており

ますので、またちょっと調べればその法的根拠も

あると思いますが、ちょっと今その具体的な法的

なとこはよう示さないですけれども。 

 それと、先ほどの予定価格ですが、基本的には

定価でやってると。それと、見積もりをとった

り、予算の計上をするときに見積もりをとります

けれども、その見積もりの価格とかでやっており

ます。車についてはもう定価ということでやらせ

ていただいております。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 先ほど部長も言われましたよ

うに、地産地消という観点で地元業者ということ

で入札をやっていただいてると思うんですけど

も、この地元業者を見てみるとそんなに大きな会

社じゃないですよね、大体。もう家族でやられと

るような会社がかなり多いということで、先ほど

も言ったように、これだけ値引きして僕はいいん

かなと。車ですから、メーカーがありますから、

メーカーのご協力が多分あるんでしょうけれど

も、地産地消で市内の業者さんに入札をしていた

だくといっても、利益が出なかったら何の意味も

ないんじゃないかなと思うわけですよね。だか

ら、特にお商売をされてる方というのはその地域

の中で大変重要な役割を果たしていただいとっ

て、何かあるときにはあそこ商売しようるけんと

いうて寄附をもらいに行ったりとかということ

で、いろんな地域のコミュニティーが成り立って

る部分が僕はあると思うんです。もうこれは長い

歴史があると思うんですよね、商売人さんという

のは特に。ですから、そういうところが潤わない

とやっぱり地域も元気にならないし、そういう地

域のコミュニティーも何か逆にもう今こんだけ厳

しくなっている時代で崩壊していくんじゃないか

ということで、先ほど言われた最低価格は設けれ

ないということであれば、何らかの利益が出て入

札していただけるような方策というのは、皆さん

賢い理事者ですから考えれないのかなあというふ

うにちょっと思うんですけれども、今後ぜひまた

そういうことも考えていただきたいと思います

が。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの議員のご指摘のことについ

ては、物品関係にはそれは私は無理だと思いま

す。物品関係は先ほどもご質問があった最低制限

価格が基本的には設けられません。あと、市がも

う一つそういうところを設けるということは、市

が入札に関与することになります。それはできま

せん。だから、この制度性は私は無理だと思いま

す。 

 先ほどの請負等々については、工事等々につい

ては最低制限価格で品質のよしあし等々を含めて

最低制限価格制度を設けておるわけでございます

が、物品はもう形がわかっておりますので、それ

は基本的には市がそこに関与するということにな

るので、基本的にはできないというのは答弁をさ

せていただきたいと思います。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 一般競争入札に関する規定の

準用という中で、随意契約というのはありますよ

ね。随意契約の金額ですよね、そういうところは

例えばいらえないのかどうか、例えば数十万円の

ところを車だったら大体百数十万円じゃないかな

と思うんですが、その随意契約にできるようなこ

とができないのかというのを最後にもう一点、ち

ょっと教えていただきたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 随意契約の金額についてで

ございますが、これは自治法に定められておりま
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して、その基準に基づいて西予市も行っておりま

すので、この金額を勝手に変えるということは難

しいかと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 こればっかりにかかってもい

けんのですが、その入札でそういうのができない

んであれば、例えばその後のメンテナンスという

か、そういうところでしっかり業者に仕事をして

もらえるような、そういうところはどういうふう

に考えておられるのか、ちょっと最後に一点だけ

お願いします。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問ですが、以前

は、合併前の宇和の話ですけれども、入札をした

業者に車検をしていただくとかというようなこと

もしておりましたが、現在はもう入札は入札、そ

して後のメンテナンスについてはまたそれなりに

またそこそこにやっていただくというような状況

で、いろんなとこにメンテナンスをやっていただ

くような体制をとっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 要らん心配かもしれませんけども、素人ながら

にそういうふうなことをちょっと感じたもんです

から、土木もそうですけどもね、土木もやっぱり

せっかく市が発注するもんで利益が出なかった

ら、何のために入札されるんかなというふうに素

人は思うわけですよね。そういうところをやっぱ

りぜひいいお知恵がありましたら、法律もあるで

しょうけども考えていただきたいと思います。 

 次に、あと２つあるんですけども、ちょっと順

番を変えさせていただきまして、４点目のパーキ

ングパーミット制度のほうからちょっとご質問を

させていただきたいなと思います。 

 この思いやり駐車場ですけども、このパーキン

グパーミット制度については以前もハート・プラ

スということで質問をさせていただいて、身体障

害者用の駐車場、または内部の障害者の駐車場と

いうことでお話をさせてもらったんですけども、

この特に身体障害者用の駐車場の利用制度、パー

キングパーミット制度の普及の啓発と、それに要

するに確保できてる駐車場の数というのがわかれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまのパー

キングパーミット制度についてのお答えをしたい

と思います。 

 現在愛媛県が行っておりますパーキングパーミ

ット制度、つまり身体障害者等の駐車場利用保障

制度は、今議員から申されましたように内部障害

者を含む身体障害者のみならず、歩行困難な知的

障害者、精神障害者、要介護認定を受けた高齢者

または難病患者、また一時的に歩行が困難な妊産

婦の方やけがをされてる方にも利用証を交付され

ております。公共施設等に表示されている身体障

害者専用駐車場を利用できるよう配慮されており

ます。 

 平成２５年９月現在で、愛媛県内でパーキング

パーミット制度にご利用、ご協力いただいており

ます施設は７１１施設、１，７７２台の駐車スペ

ースがあります。西予市内でも３２施設にご協力

をいただいて５９台の駐車スペースがございま

す。西予市の利用者証の交付数は平成２５年１０

月末現在で、延べ３２１名の方に交付して利用を

していただいております。 

 市では身体障害者手帳や母子手帳の交付の際に

パーキングパーミット制度についてご案内を行わ

させていただき、希望される方にはその場で申請

していただいて即時交付をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 以前質問したときには三十何

人ぐらいですかね、その登録していただいてるの

が、というふうに答弁いただいたと思うんですけ

ども、その登録証ももちろんその場にかけておく

ということで大事なんですけども、駐車場そのも

のですよね。あのときにも僕ちょっとお話しした

んですけども、本当わかりづらいというのもある

し、よく見てるといやこの人はここが必要なのか

なあという人がとまってることが結構見受けられ

るんですよね。あそこのパーキングパーミットの

県の様式といいますか、グリーンのやつですね、

あそこに何て書いてありますかご存じですかね、

文言、部長ご存じですか。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 ただいまのご質問でござい

ますけども、利用者証のことをおっしゃられとる

というふうに理解しとるわけですけども、身体障
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害者等用駐車場ということで、あと図示して高齢

者の方とか妊産婦の方、車椅子の方、そういった

方々も一緒といいますか、そういったものが掲載

されているようでございます。 

○議長 ６番二宮一朗君。 

○６番二宮一朗君 それはマークがあるんですけ

ども、あそこの文言にここが必要な人がいますと

いうふうに書いてあるんですよ、その場所が、駐

車場が必要な人がいますというふうに書いてるわ

けですよ。でも、必要じゃない人がそこにとめて

たら、その必要な人はとめれないわけですよね。

特に雨の日とか、我々もそうですけども、会議と

かで例えば市役所へ何か来たときに、もう時間が

ないときに、そこしかあいてなかったらひょっと

してとめることもある。それがやっぱりはっきり

わかるもんであれば、一目見てここはそういう身

体障害者用の駐車場なんだよということがわかる

もんであればとめないと思うんですよね。私が前

回もお願いしたんですけども、その駐車スペース

に色をつける。例えば今、この間市長と一緒に国

体の福生市に行ったときも、歩道がないところに

道路の端にグリーンベルトがありましたけども、

要するにああいうふうなのを駐車場にしていただ

くと、色がついてますから他と差別されてますか

らとめにくいですよね、やっぱ一般の人は。そう

いう一般の人がとめないようにしてあげる優しさ

というのが僕は行政に必要なんじゃないかなと思

うんですよ。どのぐらいお金がかかるんかなとい

うことでちょっと調べてみました。１台ペンキで

塗ると４万円だそうですが、舗装、白線、ライン

ですね、ラインの方式でやると５万円ぐらい。も

うちょっと耐久性のいい樹脂を入れると６万円ぐ

らいというふうに聞きました。ああその割には安

いんやなと。 

 今部長が言われたように、市内は３２スペース

の５９台ですけども、この５９台でも県の分があ

ります。あと民間がやってるフジとかそういうの

がありますんで、西予市だけでいけば多分３０台

ぐらいなんですよね。この３０台を１年間に例え

ば１０台ずつ……。 

○議長 二宮議員、もう１分切りましたので、手

短にお願いします。 

○６番二宮一朗君 はい。 

 １０台ずつやっていただくと３０台ができるん

じゃないかと、１年間に五、六十万円の予算で

す。ぜひこれを私は今度国体もあって、市外から

たくさん人が来ますんで、やっていただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 今のご質問ですけども、今

おっしゃられましたように身体障害者駐車専用の

スペースにつきましては、白線表示をいたしてお

りますし、それ以外にもカラーコンといいます

か、カラーコンの上にそのステッカーを張りつけ

て駐車場の案内をしてるわけでありますけども、

過去にも二宮議員さんがおっしゃられたように、

カラー化してもらえないかというご要望があった

というようなことは伺っておりますけども、その

必要性や効果について再度また検討させていただ

きまして、担当部署とも協議の上、検討してまい

りたいというふうに考えます。 

 以上、答弁とします。 

○議長 ６０分になりましたんで、発言を打ち切

ります。 

  （６番二宮一朗君「ありがとうございます」

と呼ぶ） 

 暫時休憩といたします。（休憩 午前１０時０

２分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 訂正をちょっとさせていた

だいたらと思いますが、先ほど自主防災組織の

数、「５５」と言いましたけれども、実際は「６

６」でございますので、訂正をさせていただきま

す。失礼いたしました。 

○議長 次に、１番源正樹君。 

○１番源正樹君 議席番号１番源正樹です。浅野

議長より許可をいただきましたので、一般質問を

させていただきます。 

 今回は観光振興、空き家対策、男女共同参画に

ついて質問いたします。 

 まず、観光振興について質問します。 

 重要伝統的建造物群保存地区卯之町の町並みで

すが、平成２１年１２月８日に保存地区に認定さ

れてから間もなく４年が経過します。現在、市指

定有形文化財である鳥居門、御成門の改修工事が

進められており、地区景観修景に一層役立ってく

れることと考えます。今年度より先哲記念館に商

工観光課の職員さんが２名常駐されるようになり
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ました。その中で会報卯之町重伝建だよりが毎月

発行されるようになり、また気軽に話し合える場

をつくろうと１０月より町並みサロンが開催され

ているようです。昨年９月定例会で福原部長から

答弁いただきましたように、行政、そして住民の

皆様との積極的なコミュニケーションが徐々に深

まっていることが感じられます。同じ重伝建地区

ということもあり、愛媛県内の内子町とよく比較

されますが、認定から既に３１年が過ぎた内子町

と比較するにはまだ時期尚早であり、まだまだ時

間がかかると思います。また、保存地区というこ

とで、この保存作業は永遠に続くものと考えま

す。そのことを念頭に置いて着実に前に向いてい

くことが大切ではないかと考えます。 

 町並みについては保存と振興に分けて現在取り

組まれておりますが、今回は観光振興ということ

で、観光面についてお尋ねいたします。 

 今後どのような方針で卯之町の町並みの観光振

興に取り組まれるのでしょうか。 

 次に、サイクリングについて質問いたします。 

 昨日の小野正昭議員の一般質問にもありました

が、愛媛県が現在推進している愛媛マルゴト自転

車道、先日県が発表した疾走マップを見ると、西

予市では海沿いの国道３７８号線を走り、三瓶か

ら明浜、宇和、そしてまた三瓶をめぐる宇和海き

らきらオレンジツーリングと、城川の国道１９７

号線を走る龍馬脱藩の道で風を切る肱川・奥伊予

ツーリングと２つのコースが設定されています。

また、ちょうど現在ですが、ＪＲ四国の予土線に

おいて自転車との混乗試験を行い、サイクルトレ

インとしての運用検討が進んでおり、今後観光振

興に役立つのではないかと期待しています。西予

市の取り組み内容については昨日、市長よりの答

弁がありました。この中で特にジオパークと絡め

たジオサイクリングは今後の観光振興に大いに貢

献できるものであります。 

 同じ質問は控えたいと思いますので、質問趣旨

と異なりますが、県のサイクリング疾走マップ作

成に当たりまして、県と市がどのように連携され

たのか質問します。 

 施策の最後ですが、ジオパークについて質問し

ます。 

 ９月に認定された四国西予ジオパーク、市民の

皆様からも期待の声があり、観光振興にもつなが

ると考えています。前回９月定例会の補正予算で

は郊外大型店舗でのＰＲ活動などへの予算があり

ましたが、観光客誘致のためには外への周知活動

が大切です。また、今週土曜日７日には宇和文化

会館におきましてジオパーク認定記念シンポジウ

ムが開催されます。外への発信と同時に、これか

らも継続して市民の皆様への周知が必要かと考え

ます。そのことを踏まえまして、今後市としてジ

オパークをどのように観光振興につなげていくの

か、質問いたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまのご質問、観光振

興について３点お答えをさせていただきます。 

 まず、卯之町の町並みについてでございます

が、卯之町の重伝建選定は専門的な見地から卯之

町の町並みが有する伝統的な価値を認めていただ

いた結果でございます。しかしながら、訪れる方

で町並みをそのような見識を持って見ていただく

方はまだ少なく、まだまだ未整備な物件が多い現

段階の町並みの景観が、観光を求める方々に対し

て十分な満足感を得られる状況ではないのではな

いかと思っております。市では町並みの保存と振

興、観光、そして住民の生活が一体であるという

考えのもとに、生き生きとしたどこにカメラを向

けても絵になるような情緒豊かなたたずまいとな

るよう保存地区やその周辺の卯之町らしい町並み

づくりに粛々と取り組んでまいる所存でございま

す。 

 次に、サイクリングについてでございます。 

 ご案内のとおり、現在愛媛県ではサイクリング

による活性化の方針を打ち出しておりまして、本

市に関係するものといたしまして、先ほどおっし

ゃられました宇和海と奥伊予の２つのサイクリン

グコースが設定されております。西予市といたし

ましても、海抜ゼロメートルから１，４００メー

トルに広がる本市ジオパークをめぐるツールとし

て自転車は非常に有効なものだと考えておりまし

て、愛媛県と連携して行える会議等で情報交換を

行いながら、サイクリングコースの整備を検討し

ているところでございます。 

 しかしながら、ご指摘のとおり、安全面と、そ

ういうものにもやや懸念がございます。路面にブ

ルーラインというような青いラインを引いて自動

車を運転する人に対して注意を促したり、注意喚

起及び勾配などの標識設置計画につきましても県

と連携して進めております。利用者の視点で整備
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行うために、商工観光課の職員が実際に自転車で

コースを疾走することもしたりしているところで

ございます。 

 次に、ジオパークの件でございます。 

 この観光振興の件ですが、ジオパークの認定を

受けた今、本市の観光はジオツーリズムの視点で

推進していくべきと考えております。ジオツーリ

ズムとは地形、地質の視点を持ちながら、動物や

植物などの生態系、地域の歴史、伝統、文化を対

象とする観光であり、地域の全てを観光資源とし

て活用できる枠組みでございます。議員のご質問

のとおり、どこから観光客を、ではなかったです

かね。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 それでは、まず卯之町の町並み

について再質問をしたいと思います。 

 先ほど部長の答弁の中で、町並みについて保

存、振興、観光、あと住民の皆さんの暮らしの４

点が上げられていたかと思います。実を言います

と、現在卯之町町並み保存会という保存会が地元

にあるんですが、地区住民が保存地区内に約２２

０戸あるそうなんですが、加入率が３０％強とい

うことで、大変加入率が低い現状があるそうで

す。現在指定地区内４．９ヘクタールだったと思

いますが、その指定地区内のみの住民の皆さんの

みで構成されておるようなんですが、その中で住

民の高齢化、当然の話はあるんですが、そういっ

たことが進んでおり、今後引き続き活動ができる

かどうか少し心配しておるんですが、そういった

ことへの対策が必要ではないかと思うんですが、

それについて質問したいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 町並みの区域の住民の方の

高齢化率が高くなってるということでございます

けども、現在住民の高齢化が大変進んでおりまし

て、今後の活動が心配されておりますが、ここの

保存会がございますけども、保存会ではその活動

をイベントの重視から学習重視というようなほう

に転換を図られたり、役員の体制とかその運営に

ついても改善に向けた動きが現在見られておりま

す。そういうことで、市としましても意欲的な住

民の掘り起こしなど、助言、サポートして協議を

進め、団体の育成に力を注いでまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 済いません、ちょっと雷の音で

びっくりしてしまいましたが、そういった答弁を

いただいて大変ありがたく思います。地区住民だ

けでやっていく面が難しくなってくることも視野

に入れていただきまして、今後さらなることをで

きる範囲でやっていく必要があるんじゃないかと

考えております。 

 再質問の２点目になるんですが、ちょうどこと

しの３月の定例会で藤井議員の一般質問だったか

と思うんですが、掲示板とか案内板が少ないため

にわかりにくい、まだまだ取り組みを強化する必

要があるといった内容で質問があったかと覚えて

おります。今特定物件、５９件だったと思うんで

すが、いわゆる認定を受けた建物に対しては茶色

いプレートというか、重伝建建物ですという表示

をできるようになってるんですけれども、実を言

うと、ちょっとこれ聞いたところによると、プレ

ートというか、その表示板をつけるのが義務では

ないらしいんですよ。つけられてない建物が諸所

見受けられるということをちょっと聞きました。

もっとわかりやすい掲示といいますか、実際町を

歩いてみて、どの建物がじゃあその物件なんだろ

うというのが非常にちょっとわかりにくい面があ

るんですが、もっとわかりやすい案内板、そして

おのおのの建物に対する表示板ですかね、掲示物

が必要ではないかと思うんですが、そのあたりを

質問したいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 案内板がわかりにくいので

はないかと、またわかりやすい掲示が必要じゃな

いかということでございますけども、現在の対象

建造物には特定物件指定のプレートが掲示してご

ざいますけども、やや見えづらかったり、建物に

関する説明までは詳しく記載がないと思います。

このようなせっかく訪れる人が、これは何なのか

ということをわかりやすくするということもサー

ビスの大事な面だろうというふうに思っておりま

す。そのような説明板を市のほうで整備したり、

また町並み保存というものを理解してかかわって

いただくために、住民の取り組みとして手づくり

の掲示板、これは皆相談しないといけないと思い

ますけども、そういうようなものも考えられるん

じゃないかというふうに思います。今後そういう
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ようなどこにどういう掲示板をするのがふさわし

いのか、住民の皆さんや専門家の皆さんと相談し

ながら検討を進めていけたらというふうに思って

おります。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 今部長の答弁の中で手づくりの

掲示板という話があったかと思います。実はちょ

っと先月兵庫県の篠山市のほうに町並み、同じ重

伝建のほうの視察に行かせていただいたんです

が、そこは建物一軒一軒に大きさで言うとこれぐ

らいの本当に小さな手づくりの看板、全ての家に

かかっておりました。例えば何年に建築されたも

の、昔何に使われていた。例えば銀行で使われて

いたとか、当然市の例えば有形文化財とかそうい

ったものには大きな物はあったんですが、全ての

家にどういった建物で今こうして残られているか

が全てついておりました。これ聞くに、全て地元

の町並み保存会の皆さんがつくられた、もしくは

小学生かな、小学生だったと思うんですが、小学

生が工作でつくって、文字は当然小学生の字じゃ

足りませんので、記入したというものがありまし

た。そういったこともひとつ考慮いただいて、わ

かりやすさというのは非常に大事になってくると

思いますので、またご検討いただければと思いま

す。 

 ちょっとこれに関連になってしまって申しわけ

ないんですけれども、今言いました兵庫県の篠山

市のように、重伝建認定を受けてる市というのは

割と景観条例的なものをつくられてるとこが多い

です。現在、今までの間で西予市景観条例等の制

定を検討されたことがあるのかどうか、わかりま

したら答弁いただきたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 景観条例でございますけど

も、平成２２年にその前段となる景観計画の素案

というものを作成してございます。それをもって

これは今の重伝建地域と、そのもう少し広げた区

域、卯之町の部分ですが、を今対象とした計画で

ございますけども、これをもって地域の住民の皆

さんに今説明をして意見等をお聞きし、すり合わ

せというか、検討を進めている状況でございま

す。これが一つの西予市のモデルケースになりま

して、将来は全市に向けた条例が制定できたらい

いのではないかというふうに考えております。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 済いません、余り町並みばかり

の質問になってもいけませんので、これを最後に

したいと思うんですけれども、８月６日かな、ち

ょうど３０年継続しました文化の里祭りがありま

した。これがちょっと今年度から事業休止という

形になっておって、地元の皆さんからちょっとや

っぱああいうのがないと寂しいねという話を聞い

てるんですが、今後何かお考えがありましたらお

聞かせいただければと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ことし３０年という歴史を

重ねた文化の里祭りが取りやめになりました。こ

れは町並みを中心としとした一つ考え方ですけど

も、行事として町並みらしさ、その卯之町らしさ

というものが感じられるものがふさわしいのでは

ないかというふうに考えたと、相談したというふ

うに聞いております。そのために地域の歴史や行

事、慣習を地域なりに掘り下げていく中から、市

民の活動として自発的に生まれて根づいていくよ

うな祭りというか、それにかわるものが発生すれ

ばという期待があるというふうに思っておりま

す。 

 そのような考えのもとに、市のほうでも関係団

体と協議を重ねておりますけども、ちょうどこと

しの重伝建選定記念の１２月８日に、卯之町重伝

建だよりにも出とったと思いますが、八日吹きと

いう古い慣習を再現してこの地域の昔話を語り合

う集いを計画されておられます。このような語り

合いを通じて得られた内容をもとにして、また具

体的な事業化につながるように、今後さらに地域

の皆さんと調整を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 ありがとうございます。 

 それでは、次のサイクリングですかね、につい

て１点再質問したいんですけれども、実際私、７

月ごろだったと思うんですが、ちょうど明浜の大

崎鼻のあの狭い道を通っておりましたら、明浜か

ら三瓶へ向けて、ちょうど観光課の職員さんとば

ったり会いまして、自転車で走っておられまし

た。何してるのと聞いたら、サイクリングでちょ

っと下見してますってことで、そのときはああそ
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うなんだと思ってたんですけれども、今回こうい

った形で県のほうがサイクリングコースを設定さ

れたということで、あっその調査で来ておられた

んだなということを改めて認識したところです。

特にその３７８号線ですかね、いわゆる三瓶の下

泊から抜けていく道、実際工事もされております

し、大型のダンプカーとか工事車両、路肩のほう

も当然狭いですし、ちょっとサイクリングするに

は危ないんではないか、危険ではないかと思うん

ですけれども、今後そのブルーラインを引いたり

とか、そういった対策が進むにせよ走りなれてな

いと非常に危険ではないかと思うんですが、この

安全対策については県と市が協議されるとは思う

んですが、どのように行われるのか、ちょっと１

点再質問したいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 サイクリングコースの安全

対策、先ほどやや勇み足しておりましたけども、

ご指摘のとおり、特に今回のルートの中の３７８

号線というのは非常にまだ狭くて、急カーブが多

くて安全面の確保が心配されております。そのた

めにブルーラインと呼ばれる青いラインが引かれ

るということなんですけども、これで自動車を運

転する人に対して注意を促すとか、勾配とかを示

すような標識、そういうものが設置されるという

計画でありますが、これにつきまして市の担当の

ほうも一緒になって県と連携しながら協議を進め

ておるところです。 

 以上でございます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 それでは、最後に観光振興につ

いて全般的にちょっとお尋ねしたいんですけれど

も、観光振興においてやはり観光客の皆さんをど

こから誘致するのかっていういわゆるターゲッテ

ィングですかね、要はどこからお客さんに来ても

らうのか、想定をきちんとするというのは非常に

大切なことではないかと思っております。これ具

体的に今挙げました重伝建、サイクリング、ジオ

パーク、これだけではございませんが、そのジオ

ツーリズムを含めまして西予市が重点的に想定し

ているとこがあるのか。そして、そういった場所

があるのでしたら、どこなのか教えていただけれ

ばと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ジオパークを絡めた観光振

興のご質問でございますけども、先ほども申し述

べましたように、ジオツーリズム、そういうもの

を支点にして推進していくべきだというふうに思

っております。どこから観光客、つまりターゲッ

トをということだと思いますが、非常に重要なこ

とであると思っておりますけども、これからの持

続的な観光振興を図るために、まず私どもとして

は市民の皆さんがまずはターゲットになるという

ふうに考えてます。つまり、市民の皆さんに今回

のジオパーク認定をきっかけとして地域内交流を

図りながら、西予市に存在する多様な地域資源に

関心を持っていただくことがまず最も重要ではな

いかというふうに考えております。市民の皆さん

が西予市に関心を持っていただいて、西予市をま

すます好きになっていただくことが受け入れる

力、それから発信をする力というものをあわせ持

って観光振興、地域活性化の原点になるのではな

いかというふうに考えております。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 福原部長、貴重な答弁ありがと

うございました。 

 ちょうどきのう、市長の答弁の中にもあったと

思います、ジオパークの話の中で。市長が答弁の

中で、ジオパークは教育と観光と、その順番で言

われたと思っております。まず市内できちんと自

分たちの地元にある貴重な財産を認識し合うため

のものという考えは本当にそのとおりだと思いま

すので、まずは小学校とか幼い子、そして大人た

ちも含めてもっと市内で域内の交流が活発になれ

ばと私も思っておりますので、ありがとうござい

ました。 

 それでは、次の質問施策に移りたいと思いま

す。 

 次に、空き家対策について質問をしたいと思い

ます。 

 空き家対策については昨年の第２回定例会にお

いて酒井宇之吉議員が、また前回の定例会では同

じく酒井議員、そして兵頭学議員が、また昨日も

井関議員が質問をされております。 

 少し古いデータになり恐縮なんですけれども、

５年前の平成２０年時点の住宅土地統計調査によ

ると、空き家のうち賃貸、売却用のもの、また別

荘などいわゆる２次的住宅を除いた愛媛県内で人

口２万以上の市町が１６あるんですが、一番空き
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家が少ないのが松山市の３．８％、西予市は１

３．５％、１６市町の中で一番高い空き家率でご

ざいます。また、ことし１０月に行われた平成２

５年の調査ではまたさらに５年経過しております

ので、空き家率が高まっているであろうと推察さ

れます。行政のほうもこの問題の重要性は深く認

識されていると思っております。 

 また、国会においても空き家対策の議員連盟が

できまして、空き家等対策の推進に関する特別措

置法の抜本的な対策が推進される模様です。この

特別措置法の中では、市町村は国の基本方針に則

した空き家等計画の策定や協議会の設置、情報収

集のための立入調査や所有者等を把握するために

固定資産税情報の内部利用が可能になる。また、

撤去や修繕等の助言、命令の実施。要件が緩和さ

れた行政代執行により、強制執行が可能になると

のたたき台となる案が出ているようです。この国

の特別措置法の成立後にはなると思いますが、西

予市としてもこの法律に基づき、条例制定を初め

として本格的な対策に取り組むものと推察してい

ます。 

 そこで、大きな問題となるのは個人財産である

建築物、構造物に対する財産権の問題だと考えま

す。行政代執行について市はどのように考えてお

られるのか質問いたします。 

 次に、建築物解体費の補助や貸し付けについて

お尋ねします。 

 遠隔地に居住しているなどの理由、また空き家

の状況を把握していないため適切な対応が行われ

てない場合、経済的にできる力があるにもかかわ

らず放置している場合には、適切な管理を求める

助言、指導、勧告及び命令及び代執行によりその

空き家は改善する可能性が高いと思います。しか

し、処置する費用を工面する当てがなく、適正管

理を行うことができない場合には、空き家の処分

費用の一部助成や貸し付けを行う必要があるかと

考えますが、理事者のほうのお考えをお尋ねしま

す。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問についてお答え

をいたします。 

 全国各地には空き家の適正管理を求める条例を

制定し、危険空き家の対策に取り組まれている自

治体が多い中、西予市においても南海大地震への

懸念から、倒壊等の危険性がある老朽空き家対策

は必要と考えておりまして、条例の制定も視野に

入れ、検討を進めておるところでございます。 

 条例を検討する上で、ご質問のありました代執

行の規定については、危険空き家放置の最大の抑

止力となると思っておりますけれども、反面、ご

指摘のように財産権等の問題から規定を見送って

いる自治体も多く、慎重に協議すべき内容と考え

ております。そのような中、先ほども議員も言わ

れましたけれども、現在国で検討を進めておりま

す空き家対策特別措置法案において行政代執行ま

でを含めた検討がなされているということでござ

います。この空き家対策特別措置法案は、市の条

例における上位法となるため、まずはこの法案の

動向を見ながら、市の条例制定及び代執行の規定

の是非を検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして、解体費用の助成についてでござい

ますが、空き家の適正管理に関する条例制定とあ

わせて解体費用助成に関する要綱を定めている自

治体も多数あります。この助成についても所有者

による自発的な危険空き家の除却が期待できる反

面、個人財産の処分に公的資金を投入するという

問題面もあることから、導入の有無及び導入時に

おける補助額等は慎重に検討すべきと考えており

ますけれども、空き家調査の結果を踏まえ、一定

の条件を付して除却を誘導するための補助制度の

創設については必要はあると考えておりまして、

それに踏み込む時期についても具体的に検討して

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 １０月時点で、全国で独自に空

き家条例を制定されてる市町村が２５９だったと

思います。数字なんで余り細かく言わないほうが

いいと思う、２５０ぐらいだったと思います。そ

の中で、やはり代執行まで踏み込んでる自治体は

ほとんどありません。２０１０年に埼玉、所沢市

だったと思うんですが、一番最初に条例を制定さ

れたかと思います。それで、３年程度経過してる

んですが、今まで行政による代執行の例は秋田県

の大仙市だったかと思いますが１件のみ、それも

大雪で家屋が倒壊して、それを除去したという例

になっておるそうです。代執行に関しては本当に

財産権も含めまして大変デリケートな問題だと思

いますので、また慎重に国の動向を踏まえまして

検討いただければと思います。 
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 １点、実際家屋が倒壊したと仮定して、それが

市道なりに倒れてきた場合、これは建築基準法に

なるかと思うんですが、その建築基準法内で除去

作業ができるようになるかと思います。ただ、今

後例えば倒壊の危険性が明らかに高い、また道路

を塞いだりとか隣接家屋へ寄りかかるとか、被害

が本当にもう今いつ発生してもおかしくない、そ

ういった状況も考えられるかと思います。そうい

った緊急的対応、これはもう空き家というか、ち

ょっと話が、筋が違うかと思いますが、そういっ

た緊急的対応が必要になるような場合、どのよう

に対応されるか、想定で構いませんので答弁いた

だければと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございます

が、法令等に基づく強制措置はとれない現状では

道路への被害のおそれがある場合でも、市では建

物周辺に危険表示をするなどの間接的な措置にと

どまり、所有者に保全措置の依頼をするしかない

のが現状でございます。また、隣接した家屋同士

の場合も、市としては地元区長さんと連名による

文書などで所有者に何らかの対応を求めるように

お願いをするのが現状でございます。なお、危険

家屋の隣の方が予防措置の仮処分を裁判所に求め

る方法も可能かと思いますけれども、これはまさ

に民事の問題になりますので、行政は立ち入るこ

とができないと考えております。ただし、今回大

阪のほうでも、先ほど言われました建築基準法に

基づく道路のほうに倒れてくるというような場合

の措置ですが、代執行をやったというようなこと

もありますので、次第と国全体がこういう空き家

対策の東日本の大震災の後処理も含めて緊急な課

題となっておりますで、この国のほうの一番のネ

ックとなっております財産権の問題、その辺をク

リアする上位の法律ができますと、私どもとして

も後、その条例を制定というとこも道が開けてく

るのではなかろうかなと感じているところでござ

います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 河野部長に今答弁いただきまし

たとおり、国の動きを待っての対応になるかと思

います。国のほうの一刻も早い制定のほうを私も

希望したいと思います。 

 それでは、最後の質問施策に移りたいと思いま

す。 

 最後に、男女共同参画について質問をしたいと

思います。 

 内閣府の男女共同参画局により、毎年男女共同

参画白書が発表されております。ことし６月に発

表されたものでは成長戦略の中核である女性の活

躍に向けてという名で特集が組まれております。

少し白書の内容を抜粋して読み上げたいと思いま

す。 

 我が国の経済は、バブル経済崩壊後の低成長と

デフレの持続と並行して産業のグローバル化等の

進展、またその構造が大きく変化している。我が

国特有の雇用慣行の変化、企業、雇用を取り巻く

環境も変化している。さらに、世帯構成の面では

単独世帯や共働き世帯の増加が続いており、家計

の面でも２人以上の世帯のうち、勤労世帯におけ

る男性世帯主の１カ月当たりの収入が減少してい

る。我が国経済を取り巻くこのような大きな環境

の変化の中で、経済成長の担い手としての女性の

可能性が注目されている。より多くの女性が新製

品、新サービスの開発に参画することにより、多

様な経験や価値観が反映され、新しい市場が開拓

されることが期待される。また、今後に見込まれ

る生産年齢人口の減少による影響を女性の就業拡

大によって緩和することができると解説されてお

ります。 

 そこで、質問に移りたいと思いますが、西予市

では合併翌年の平成１７年より職員の皆さんが参

加する西予市男女共同参画推進委員会を設置され

ております。まずは職員の方みずからが男女共同

参画意識を持つことを目的に、各課の推進員の皆

さんにより活動されてると思いますが、その推進

委員会の活動内容について、内容を教えていただ

ければと思います。 

 そして、先ほどもありましたが、生産年齢人口

が今後も減少する中、そしてここ西予市は特に高

齢化が進み、人口減少が激しい地域であります。

西予市においても女性の活躍が必要ではないかと

思いますが、その支援体制をどのようにお考えで

しょうか。 

 以上２点、質問といたします。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 それでは、ただいまのご質問にお

答えをさせていただきます。 

 今源議員がおっしゃいましたように、市では推



－60－ 

進委員会を設けております。今年度は男性が２５

名、女性１２名の計３７名で活動をしておりま

す。活動内容は、推進員自身が学び、考える機会

を重視し、推進員による職場や家庭での男女共同

参画における問題提起や解決策に向けた意見交

換、市内外の研修会参加が主な内容であります。 

 少し具体的内容を言わせていただきますと、昨

年度と今年度は、特に男性の視点で男女共同参画

を考えることが問題提起されましたので、男性料

理研究家による食についての講演会と料理実習、

県男女共同参画センター館長による男性にとって

のワーク・ライフ・バランスと題しました講演会

を市の男女共同参画室主催で実施し、推進員の研

修機会といたしました。また、県主催の男女共同

参画社会づくり推進県民大会へも毎年積極的に参

加しておりまして、年に４回の情報交換や研修等

の後、推進員が中心となりまして各職場において

率先して男女共同参画推進に向けた学習会や意見

交換を行っているところであります。 

 また、平成１８年度に策定しております当市の

男女共同参画基本計画が来年度から市民も含めた

委員会を設置いたしまして、計画内容を検討する

ことといたしておりまして、平成２７年度改定、

２８年度から実施に向けて進めていく予定であり

ます。 

 続きまして、女性の活躍推進の支援体制につい

てでありますけれども、市の男女共同政策室が取

り組んでおります女性のエンパワーメントという

そうですけども、力をつける事業についてその取

り組みを紹介させていただきたいと思います。 

 今年度は女性のスキルアップやあすへの意欲や

活力につながればとの思いで、市民や職員を対象

に３回連続講座を開催いたしました。延べ９２名

の参加者があり、女性就業支援センター専門員の

講演により、働く女性の歴史やストレス対処につ

いて実践的内容を学習していただきました。同時

に、女性が社会において活躍するためには家庭に

おける男性の育児や家事への積極的参加が必要で

あることから、男性支援事業も実施しておりま

す。今年度は休日の日曜日に父親と子供を対象に

木工体験教室を開催いたしまして、約２０名の参

加者により親子で木工制作に取り組んでいただき

ました。当事業につきましては、今後も引き続き

取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。 

 一方、男女共同参画社会づくりの推進を阻む要

因の一つとして、出産退職した女性が社会復帰し

にくいということが上げられます。核家族化の影

響もあり、育児中の女性が学習会や講座なんかに

参加しにくいというような声がありまして、市で

は育児中の参加者を支援して女性の社会復帰や学

習の機会づくりに役立てたいということで、西予

市保育士等バンクというものを設置して、必要に

応じまして市内で開催される研修会等に臨時託児

所を設置いたしております。現在１６名の方がバ

ンク登録者になっていただいておりますので、今

後の市の行事についてもこの方々宛てにご協力を

お願いしたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 それでは、何点か再質問をした

いと思います。 

 今副市長から答弁いただきましたように、出産

退職におけるいわゆる社会復帰、仕事、職場復

帰、大変難しい状況があるんではないかと思いま

す。そこで、当然ちょっと語弊があるかもしれま

せんが、西予市も市役所だったらいわゆる育児休

暇については非常にとりやすい形になってると思

うんですが、例えば昨年、市の職員さんにおいて

育児休暇についてどれぐらいの方が取得されてる

か、人数がわかりましたら教えていただければと

思います。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 育児休暇ですけれども、昨年度、

平成２４年度における育児休業の取得者は３５名

であります。全て女性の職員であります。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 おととしだったと思うんです

が、２３年にたしか男性の職員さんが１人とった

記憶があるんですけど、恐らくほとんど女性の方

が当然とられるんですけれども、当然核家族化が

進み、なかなか１人で見れないという現実もある

と思います。こういった推進委員会を通じて積極

的にとれとはなかなか言いづらいとこもあるかと

思いますが、男性のほうもやはりそういったこと

に協力していかないと女性の活躍推進というのは

あり得ないと思っておりますので、そういったこ

とを私も考えたいと思っております。 

 それで、もう一点質問なんですけれども、先ほ
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ど言いました内閣府のほうに女性の施策、方針決

定過程の参画状況、これを集計されて毎年提出さ

れてると思います。この数字の中で、現在西予市

のいわゆる本庁課長相当職以上の女性職員、何名

いらっしゃるか教えていただければと思います。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 ただいまのご質問ですけども、現

在本庁と支所の一般行政職の課長職以上の総数が

５２名でございます。そのうち今年度は３名の女

性職員の課長がおります。 

 以上であります。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 余り短い質問ばっかり繰り返し

ちゃいけないんで、何でそんなに少ないんだろう

かと、ちょっと単純に疑問に思うんでそこんとこ

ろと、そもそもちょっとこういう話をきょう質問

しようと思ったのは、私、こうしてこの場に立た

せていただくようになって、この議場の中、女性

の方がいないんですよね。西予市の人口が１１月

末時点で４万１，８３５人、このうち実を言うと

女性のほうが５３％と少し多くなっております。

この議場が全てだとは思いません、ああそんなこ

と言っちゃあいけませんね、この議場においてや

はり政策決定、過程、この議決するときにおい

て、今ここにはいませんけど、女性の声をどのよ

うにして反映すべきか、これは個人的なお考えに

なるかと思いますが、答弁いただければと思いま

す。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 ３名が少ないのではないかという

ふうな前段、そういうことだったと思いますけど

も、実は西予市で課長職に登用されるというのは

大体５０歳前後というか、５０歳代ぐらいになっ

て課長に大体登用をされるのが今までおおむねそ

ういうことでございました。私もちょっと現状を

報告させていただきますと、４０歳代から５０歳

代の一般行政職の職員というのは、今から２０年

から３０年前に旧町で採用となった職員だと思い

ますけれども、その中の女性職員の比率というの

がちょっと手元に資料がございます。５０歳代は

１３％、４０歳代で１５％が女性職員で、ちなみ

にこれが３０歳代になりますと２５％、さらに最

近は採用が男女とかというようなことを全く関係

なく採用しておりまして、２０歳代になりますと

３６％が女性職員というような実際の数字がござ

いますので、今後は必然的に女性の管理職が当然

登用されていくのでは、将来はなるんではないか

というふうに考えております。 

 それで、後段の分については私、ちょっと答弁

できませんので、市長のほうからちょっと答弁さ

せていただきます。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、後段といいますか、ちょ

っと前段で少しだけ話をさせていただきますが、

女性の社会参画ということでは西予市は男女共同

参画室をつくりまして、積極的に推進をしておる

ところでございます。先般のおイネ事業の表彰

式、そのシンポジウムにおきましては厚生労働省

の定塚課長に来ていただきました。この課長は女

性課長でありますけれども、日本のその女性参画

社会の中核を担っておる中心の課長が私どものと

ころに来ていただいた。それはどういうことかと

言いますと、この楠本イネさんという方が西洋医

学を学んだ日本の一番最初の方であるという側面

と、もう一つは日本の最初に、明治のときに男女

共同参画の中の女性参画をした女性であるという

ことで、私どもはことしから厚生労働省のこのお

イネ事業のご支援をいただくようになった背景が

ございます。そういうことでわざわざ第一人者の

課長に来ていただいてシンポジウムにも参加いた

だいたということでありまして、それだけの西予

市は認めてもらえる事業をやっておることもご理

解をいただきたいなと、このように思っておると

ころでございます。 

 それで、女性の議会の議員のことでございます

が、これはあくまでも選挙でございますから、単

純に云々と言うことはなかなか難しいもんですか

ら、全国的な傾向というところからちょっと話を

させていただいたらと思っておりますが、まず愛

媛県内のことで見ますと、市議会議員の議員の

方々が２９３名ございますが、そのうち１５人し

かおられません。したがって、５．１％というこ

とになろうかと思います。それと、全国レベルで

言いますと、市議会議員の方々の総数が１万９，

９６６人ということになりますが、うち女性が

２，６９４人、したがって１３．５％という数字

が今の段階で出ております。その数字をここの西

予市議会で当てはめると２人から３名、これはあ

くまで単純です。先ほど前段で言いましたように

選挙でございますから、選挙で勝ち抜く力が必要
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であります。したがって、それも単純でいくわけ

ではありませんが、ただ数字的にはそのことが見

受けられます。 

 また、もう一つ、私どもは女性の方々のご意見

をいただく場所も別のとこにセッティングをして

おるわけでございます。例えばせいよ女性の会あ

るいは西予連合婦人会、互助の会、あるいはこの

旧宇和町の時代からずっと長く続いております宇

和町女性連絡協議会、通称うＬａラ会と言います

が、この方々から毎年意見交換会と意見提言をい

ただく会をやっていただいております。それを受

けて私どももその提言等々を予算等々施策に反映

をしておることも結構ございますから、そういう

意味でその意見を反映する手法としてはそういう

ことを聞いて、その中で施策としてやるとき、あ

るいは予算編成するときに議会のこの場で予算と

して、あるいは私どものそれぞれの条例等々の提

案の根底になっておるときもあるということだけ

ご認識をいただいたらと思っております。 

 以上、答弁とします。 

○議長 １番源正樹君。 

○１番源正樹君 それでは、以上をもちましてき

ょうの質問は終わりたいと思いますが、本当最後

の男女共同参画については、いかに市民の方の意

見を吸い上げる、これは常々やっぱり市長が言わ

れてることですし、例えば各種審議会、そういっ

た場合に必ず女性を入れてらっしゃる、そういっ

たことでいろんな意見を多様に吸い上げ、それを

反映していくため、私も一人の議員として、また

そのために努力をしてまいりたいと思います。 

 以上をもちましてきょうの一般質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時１１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

５分） 

 次に、４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 議席番号４番田中です。ただ

いま議長からの許可をいただきましたので、質問

させていただきます。 

 一括方式となりますが、今定例会６人目となり

ますので、関連や重複した質問も多いので、今

回、要望を主体とした質問とさせていただきま

す。 

 それでは、市長マニフェストにある魅力あふれ

るまちで創造・発信、この中から認定後のジオパ

ークについてご質問いたします。 

 ①、最近の動静は。 

 ②、問題点とその対応は。 

 ③、おもてなしとしての宿泊と食事対策という

ことで、空き家対策を兼ね、農家民宿や民泊は考

えられないのか。耕作放棄地での自然農法による

農産物の利用、またお土産品的な商品開発はどう

なっているか。 

 ２番、観光客の受け入れ態勢について。 

 ①、トイレ、看板の整備、パンフレットの配備

はどうなっているか。 

 ②、ＪＡ、特にＡコープ、ＪＲ、郵便局、運送

業者への働きかけはどうしているか。 

 ③、サイクリストの増加に対する対応と配慮は

どう考えられているか。 

 ④、応対する職員の配備はどうなっているか。 

 ３、新病院建設について。 

 ハード面の進捗ぐあいはどうなっているか。 

 ２番目に、ソフト面での研修や人材育成、また

そのシミュレーション等はされているか。 

 ③、患者に対する接遇の病院間格差是正のため

の方策は何かとられているか。 

 ４、有害獣の被害対策について。 

 前回の一般質問でイノシシ用の箱わなの配布が

大方終了したので、小型害獣用の箱わなの配布を

検討していきたいとの答弁があったが、どのよう

な検討がされ、またその配布はいつになるのか。 

 以上の点について、誠意ある前向きの答弁をお

願いします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまの田中議員のご質

問に対してお答えをいたします。 

 まず、認定後のジオパークについての中で、最

近の動静でございますけども、ジオパークの認定

を受けて新聞、雑誌、テレビなどでジオパークが

取り上げられることが大変多くなりました。市内

外の皆さんに本ジオパークへの関心が高まってき

ていると感じている次第でございます。昨日も市

長のほうからあったかとも思いますが、例えばジ

オの恵みとして四国西予ジオパークの産品である

ことをアピールするための民間企業や団体からロ

ゴマーク使用のご提案とか、市外からの観光客を

募集したモニターツアー、四国カルストで企画さ

れたスポーツイベント、市民団体のジオツアーな
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どの動きも出てまいりました。 

 三瓶に屋形船がございますけども、この運航を

お聞きしますと、平成２４年は１６回の運航だっ

たそうですが、２５年は審査員を乗せたときもあ

りましたけども３２回、２倍になったということ

でございました。大都市圏においてもさまざまな

機会を捉えて西予市の食や物産などのイメージア

ップを図るために、ジオパークを活用したＰＲ、

ファンづくり事業等を進めているところでござい

ます。 

 次に、問題点とその対応でございますけども、

今回認定はいただきましたが、本市のジオパーク

はまだスタートラインについたばかりでございま

す。特にジオポイント等の説明看板、案内標識な

どの未整備箇所、トイレのバリアフリー化、見学

通路の安全対策など急いで整備を必要とするもの

も多くございます。また、ジオパークの意味や意

義についての市民のご理解はまだまだ十分とは言

えないと思っておりまして、今後もジオ講座やジ

オツアー等をこれまで以上に推進していきたいと

考えており、市民の皆さんが参加していただきや

すい環境整備を検討していく所存でございます。 

 次に、おもてなし、宿泊、あと食事ということ

でございますが、空き家対策としての農家民宿、

民泊の件につきましては、宿泊施設の整備や寝具

類、調理器具等の調達など多大な初期投資が必要

となることや、安定的な健全経営ができるかどう

かという不安から経営に踏み切れない農家が多い

のが現状です。しかし、空き家を活用すれば多少

の改築費は必要になりますが、施設整備にかかる

経費が削減できることに加えて空き家の有効活用

にもつながります。当市には農家民宿や農家レス

トラン事業を始めようとされる個人、グループ等

に対しまして、市単独の助成事業としてグリーン

ツーリズム事業がございますので、この制度もご

活用をいただきたいと思います。 

 市としましては、今後も生活研究協議会や婦人

団体などと協議、連携しながら農家民宿等の経営

を目指す経営感覚にすぐれた農家や団体の育成を

促し、ジオパーク構想の推進を図ってまいりたい

と思っております。 

 次に、耕作放棄地での自然農法による農産物の

利用でございますが、まず初めに２４年度現在の

西予市の耕作放棄地の現状について昨日も説明し

ましたが、簡単に説明をいたします。 

 ２４年度に調査した結果、本市の耕作放棄地の

面積が合計１，４４４．４ヘクタールとなってい

るところでございます。耕作放棄地を利用した自

然農法による農産物を農家民泊や民宿に地域の食

材として提供することは、四国西予ジオパーク認

定を契機に本市を訪れる観光客の方々や消費者の

皆様に有機農業や無農薬、減農薬など自然界の大

地の力で生産された農産物を食材として提供され

ることとなり、本市の農産物の安全性がアピール

され、生産者がまた信頼されることにもつながる

ことが期待されるところです。 

 市としましても、減農薬、減化学肥料栽培を実

践している農業者や農業団体に対して積極的に有

機農業を推進することで、安全・安心な西予市の

食材を提供できる農家が増加するよう取り組んで

おります。西予市有機農業推進協議会というもの

がございまして、ここにかかわっております。 

 農家民泊や民宿におきましても、価格や安定供

給などさまざまな課題もあると思いますけども、

ぜひとも有機農産物の積極的な使用をお願いした

いと思います。 

 次に、お土産的な商品の開発についてでござい

ますけれども、これまで西予市などが出資して設

立しました第三セクターを中心に、それぞれの地

域の特産品を活用した特徴ある商品の開発に取り

組んできたところでございます。また、認定後改

めてという動きはまだ取り組んではおりません

が、認定後をにらんで既に取り組んでおるものと

しまして、実践型地域雇用創造事業によるジオパ

ーク推進、産業創出課が主管でやっておりますけ

ども、こういう事業を取り組んでおりまして、ジ

オの恵みを生かした生活実感のある雇用創造プロ

ジェクトと銘打ってジオアグリ事業、地域産品を

活用した６次化商品の開発等を行う事業等も実施

しておりまして、これも市長が昨日申し上げまし

たが、今の動きとしましてトマトを活用した商品

づくりとか、ジオ弁当、山菜煎餅あるいはヒラ

メ、タイのブランド化など、市全域においていろ

いろなアイデアを出していただいているところで

ございます。 

 当市には豊富な農林水産物がございます。その

素材を生かした商品開発に伴う助成制度もござい

ますので、その制度を利用した新たな商品がジオ

パーク認定を契機に開発されることを期待してお

ります。 
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 続きまして、観光客の受け入れ態勢についてで

ございます。 

 トイレ、看板の整備、パンフレットの配備、Ｊ

Ａ、特にＡコープ、ＪＲ、郵便局、運送業者への

働きかけ、サイクリスト増加に対する対応と配

慮、応対する職員の配備、この件につきましてお

答えをいたします。 

 観光客の受け入れ態勢の件でございますが、今

後は観光につきましてもジオパークの視点で整備

が重要になってまいります。そのような中で、本

市には観光客が利用する可能性のあるトイレとし

て、施設内のものも含めまして９４カ所ございま

すが、バリアフリーの対応ができてないものがま

だまだ多くございます。また、看板や案内標識等

も未整備の場所、そして老朽化した看板などもご

ざいます。今回のジオパーク認定を契機に、これ

ら看板の整備を計画的にかつデザイン等の統一化

等もあわせまして、先ほど源議員さんからのご指

摘もございましたように、そういうことも加味し

ながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 ジオパーク認定前からご理解をいただいた市内

の企業、事業者のロビー等をお借りしてジオパー

ク紹介展を行った経緯もございますので、今後は

公共機関だけではなく、多方面においてパンフレ

ットの配備などもお願いしていきたいと考えてお

ります。 

 サイクリストの増加に対する対応につきまして

は、今後愛媛県とも連携しながら整備を進め、先

ほどもお答えしましたが、さらに本市のジオポイ

ントを入れたサイクリングマップ等の作成も行い

たいと思います。また、安全面での対策も当然必

要になってこようかと思っております。 

 職員の配置でございますけども、商工関係の施

設等、そういうものにおきましてはイベントなど

で業務が一時期に集中するということもございま

すが、できるだけ１人の職員に負担がかからない

ように、ふだんから職員間の連携や協力体制を保

ちながら業務を行えるように努力をいたしており

ますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 平野公営企業部長。 

○平野公営企業部長 私のほうから田中議員の３

番目、新病院建設についてお答えさせていただき

ます。 

 まず、第１に①のハード面の進捗ぐあいはとい

う質問に対してですが、新病院建設につきまして

は工事着手時の地盤改良工事において、現状地盤

土質の影響により若干のおくれを生じておりまし

たが、その後作業の効率化、機械化を図ることで

躯体工程を１０日ほどのおくれで進捗しており、

おおむね順調に進捗しております。今後自然災害

等の不測の事態が起こらない限り、工程通り竣工

の予定でありましたが、先般建築工事の請負業者

である飛島・堀田・千葉共同企業体から２カ月の

工期延伸の申し出がございました。工期延伸の理

由といたしましては、今後予定している内装工事

において、大規模現場に対応できるまとまった技

能労働者の確保が著しく困難な状況が発生してお

り、当初の予定人員計画を大幅に下回ると見込ま

れ、今後も人員の確保が難しい状況にあるという

ものであります。その要因といたしましては、政

府景気対策や復興予算、列島強靭化政策を背景と

するさらなる建設設備投資の増加により、東北、

首都圏を中心とした全国的な工事量が急増してき

たこと。また、それに加えてこれまでの公共工事

の減少に伴う廃業、自粛等による建設労働者の不

足の実態がより鮮明になったことで、建設技能労

働者の取り合いに拍車がかかり、労働者の確保が

困難な状況がさらに悪化しているためでございま

す。飛島・堀田・千葉共同企業体においては、引

き続き技能労働者の確保について総力を挙げると

ともに、作業時間の延長なども行っております

が、これらの対策を講じ、工程の見直しを最大限

考慮、短縮した場合でも、現在のところ契約工期

から２カ月程度工期を延伸する必要がございま

す。市といたしましても、工期や工程について業

者と再三協議してまいりましたが、このような状

況で無理に工事を進めた場合、病院という特殊な

建物の品質の確保、また診療体制や各種医療機器

等の調整などに及ぼす影響などさまざまなリスク

を考慮しますと、市として工期延伸はやむなしと

苦渋の判断をしているところでございます。 

 なお、工期延伸に伴い、平成２６年７月中旬を

予定しておりました新病院開院日を延期する必要

がございますので、今後病院等の関係部局と協議

を行い、決定してまいります。市民及び議会の皆

様にはご心配をおかけいたしますが、何とぞご理

解の上、今後とも新病院開院に向けてご協力をい

ただきますようお願い申し上げます。 
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 続きまして、②のソフト面での研修や人材育

成、またそのシミュレーションはという質問でご

ざいますが、ご承知のとおり、すぐれた人材を育

成することは病院を経営する上で欠かすことので

きない重要課題だと認識しております。医療制度

の改革期を迎え、また新病院開院に向け病院が厳

しい医療環境を乗り越えるためには経営戦略や総

力結集の必要性を理解し、その目標に向かって職

員全員が前進するための意識改革と協調ムードを

高めることが必要であると思います。医療技術者

は日進月歩の医療におくれないよう、自分の専門

知識や技能向上のために日々自己研さんが必要で

ありまして、当院のスタッフも休日等を利用して

各種研修会に積極的に参加し、自己研さんに熱心

に取り組んでいるところでございます。これに加

え、キャリアアップに必要な研修、院内に配置す

ることが義務または必要な資格取得のための研

修、今後の管理者養成のための研修など計画的な

教育体制を構築し、業務に支障を来さないよう年

間研修計画を作成し、積極的に研修に参加させて

いるところでございます。 

 また、職員教育の第一歩は新人研修であると思

っております。病院とは何か、医療とは何か、医

療制度の現状と将来などについて一定の教育は受

けていますが、人材育成は継続であり、基礎研

修、フォローアップ研修など継続研修をすること

が大切であると考えておりまして、新人が入職し

た部署ではプリセプターとして指導者を置き、院

内での集合教育実施後、各担当部署で教育スケジ

ュールに沿って研修を行っております。また、今

年度は愛媛県からコンサルティングを派遣しても

らい、教育に関しての指導を受けており、新病院

に向けた教育指導担当者のレベルアップにも努め

ているところでございます。 

 また、新病院で導入を予定しております電子カ

ルテシステムの操作研修につきましても、新病院

での運用に支障を来すことがないよう計画的に研

修を進めております。電子カルテシステムの教育

リーダーを養成するためのリーダー研修を初め、

一般向けのエンドユーザー教育を実施するととも

に、パソコン操作にふなれな職員も多いことか

ら、基礎的な研修から始め、開院１カ月前ごろに

は外来診療一連の流れを想定したリハーサル等も

計画をしております。 

 続きまして、③の患者に対する接遇の病院間格

差是正のための方策はという質問に対してお答え

させていただきます。 

 幾ら医療技術がすぐれていても接遇態度が悪

く、協調性がなければ病院職員としては失格とな

ります。ご指摘のように、近年特に接遇が重視さ

れてきてることもあり、また新病院に向け職員一

丸となって意識改革や接遇研修に取り組んでいる

ところでございます。接遇委員会では接遇の向上

を目指し、患者満足度を上げる取り組みや、昨年

度からは外部講師による全職員を対象とした接遇

研修を行うことで、まだまだ不十分な面もあると

は思いますが、近年お褒めの言葉を多くいただく

ようになり、成果があらわれてきていると感じて

いるところでございます。医療現場で必要となる

接遇マナーを向上させることは患者様の満足度を

高めるだけではなく、患者様に信頼される病院、

患者様に選ばれる病院への第一歩になると考えて

おります。患者様とのコミュニケーションをとる

ためにはスタッフ一人一人のコミュニケーション

力の向上が不可欠ですし、患者様が安心して医療

を受けることができるように患者様満足度の高い

対応ができるよう研修を行っているところでござ

います。また、接遇のスキルにとどまらず、患者

様の心に寄り添えるような看護ができるような内

容の接遇研修を取り入れ、相手の立場に立って考

え、行動できるスタッフを育て、優しい療養環境

を提供できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 新しい病院に生まれ変わるとともに、その中で

医療に携わる職員も今まで以上に研さんし、今後

も接遇研修を重ねながら市民に愛され、職員が誇

りと愛着の持てる病院になるよう努めてまいりた

いと思いますので、今後ともご指導賜りますよう

お願い申し上げまして、答弁といたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 続きまして、有害獣の被害

対策、小型害獣用の箱わなの配布についてお答え

します。 

 タヌキやハクビシンなどの小型害獣の捕獲を対

象にした捕獲おりにつきましては、ことし６月の

定例会の田中議員さんの一般質問に対する答弁

で、今後導入について西予市鳥獣被害防止対策協

議会で検討していくというふうにお答えしたもの

でございます。６月２７日に開催しました西予市

鳥獣被害防止対策協議会総会におきまして、購入
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する予算が承認されまして、１１月までに４７基

ではありますが購入をして、現在かんきつ被害対

策で要望数の多い明浜、三瓶方面に２９基、宇

和、野村、城川方面に１８基を各支所にそれぞれ

分配して配布しております。順次狩猟免許取得者

へ貸与をしているところでございますので、よろ

しくご了承お願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 ただいまいろいろと答弁をい

ただきましたが、二、三、また質問させていただ

きたいと思います。 

 ジオに関してですが、認定におけるとき、認定

に際して高得点の認定はなかったということで、

問題点を指摘されております。先ほどお聞きした

ジオに対する問題点は何かといった分で、この指

摘された問題点と市が検討している問題点が一致

しているのか。また、指摘された問題点に上乗せ

して新たな問題点、この分を検討してるのかどう

か、そこの確認がまず一点あります。 

 あと、看板等も整備されるという予定でなって

おるようですが、例えばこの看板の表記が日本語

だけなのか、それとも最近の看板の方向として

は、ストーリー性を持たせて人目を引く親しみや

すい看板というのが時流となっております。その

辺の検討をどうされてるか。 

 とりあえずその簡単な質問についてお答えをい

ただきたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 認定の際の問題点でござい

ますが、細かな認定審査会のほうからの通知が来

ておるわけですが、ちょうどこちらの手元にはそ

の分は持ち合わせておりませんが、大きなもんと

しまして、市民参加という形は非常にすばらしい

ということがございました。ただ、この点在して

いる西予市でのというものが、黒瀬川構造帯とい

う特異な貴重な地質、構造帯がつながってはいる

ものの、その他のもろもろのポイントが点在して

いるがために、全体をストーリーとして取りまと

めたような、いわゆる西予市としてのジオストー

リーというものが本当にまだ描かれていないんじ

ゃないかと。ですから、なかなか理解もしづらい

とこもあるし、描きにくい部分があるわけでし

て、これについて今後どのように肉づけしていけ

ばいいかということを担当のほうでも今検討を進

めているところでございます。 

 上乗せした問題点というのはちょっと私よくわ

からないというか、またご指摘いただいたらと思

いますが。 

 看板ですけども、外国語表記、当然のことにな

ろうかと思います。そういうことも含めて検討を

進めるということでございますし、その適正な看

板というものはどういうものがいいかということ

ですが、看板もジオパークというものが始まって

まだ５年かそこらですけども、初期のときの考え

方と今の考え方とまた少し変わってきたりしてい

るようでございまして、説明をごたごたしてはい

けないとか、いやするべきだとか、そこら辺のこ

との扱いもあるようですので、当然そこのポイン

トポイントの意味や歴史がわかるような、ストー

リー性がわかるようなものは必要になるんですけ

ども、慎重に景観を損なわない、あるいはそこの

全体のイメージを損なわないようなものにしてい

かなければならないというふうに一つ一つ研究を

進めているところです。 

 以上です。 

○議長 ４番田中徳博君。 

○４番田中徳博君 今ほどありました新たな問題

点、これは実際やってみて発生した問題点という

意味でお伺いしました。別に答弁は要りません。 

 担当される部署はいろいろと苦慮されてると思

います。１３０カ所といわれるジオポイントを生

かして今市が抱えている限界集落、耕作放棄地、

空き家問題等、ジオパークを核にえひめ国体の受

け入れ、知事が目指される四国八十八カ所の世界

遺産登録、サイクリングの聖地化等を追い風と

し、市の活性化につなげてほしいと思っておりま

す。また、これから先、地方交付税の削減等財政

難が迫っておりますが、２０２０年の東京オリン

ピックを笑って迎えれるよう市長と議会が方向性

を明示し、職員の方々の市民目線に立った働きで

市民に自活力と希望を与え、その礎を築いていっ

てほしいと思います。また、議会のほうでも活性

化に向けてのチームを結成され、方向性を模索し

ておるところであります。 

 以上、短い質問でしたが、これで一般質問を終

了させていただきます、答弁は不要です。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時５９分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時００
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分） 

 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいま議長から許可をいた

だきましたので、１２月議会最後の質問者になり

ましたが、一般質問をさせていただきます。 

 大きく２つのテーマで質問いたします。 

 １つ目が西予市総合計画について、２つ目が森

林、林業の再生についてでございます。持ち時間

が１時間ですので、ご答弁はなるべく詳しく簡単

にお願いします。 

 最初に、西予市総合計画、夢創造せいよの中の

事業計画についてであります。 

 西予市では合併後の最初の第１次総合計画が平

成１８年に策定されております。平成２７年度ま

での１０カ年計画で目標達成を目指して取り組ん

でおられます。約１，２００に上る各種の事業が

あり、その計画の進行管理はプラン・ドゥー・シ

ーのＰＤＣサイクルとして西予市の行政評価シス

テムが大変わかりやすく、効果的に運用されてい

ると思っております。しかし、計画の残期間が２

６年度、２７年度とあと２カ年となってまいりま

したので、今回はその中の重点事業等についてそ

の進捗状況、今後の計画、問題点やその対応につ

いてお尋ねしたいと思います。 

 西予市ＣＡＴＶ、いわゆるケーブルテレビサー

ビス加入者も１万世帯を超えております。加入率

も５５％になっておりますので、この機会に市民

の皆様へのあわせてご説明をいただきたいと思っ

ております。 

 ５つの事業計画について順に個別にお尋ねいた

します。 

 まず初めに、バイオマスタウン構想についてで

すが、平成２２年３月に市内の農産物、森林資

源、海産資源等の多種多様なバイオマス資源の有

効活用を目指して計画が公表されましたが、具体

的な取り組み事項についてその進捗状況、今後の

計画、問題点やその対応についてお尋ねします。

特に食品廃棄物、家畜排せつ物、木質ペレットな

ど主なものについてご回答いただけたらと思って

おります。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、中村議員の西予市総合計

画、夢創造せいよに関するご質問についての総

括、概要について、まず私のほうから話をさせて

いただいたらと、このように思っております。 

 西予市総合計画、夢創造せいよ２１は地方自治

法の法的根拠に基づきまして、市の最上位計画と

して位置づけのもと、平成１８年度を初年度とし

て平成２７年度を目標年度とする、先ほどおっし

ゃられましたように、１０年間のまちづくりの方

向性を示した計画として合併に当たって策定いた

しました。この計画は西予市の行財政運営の基本

方針として将来像、「未来へ輝くゆめ、ひと、ふ

れあい西予」の実現のため、西予市まちづくり計

画、いわゆる新市建設計画でございますが、これ

を包括する形で本市の特性、市民ニーズ、時代潮

流、発展課題を明らかにしたものであります。そ

して、「自然・文化」、「交流・活力」、「協

働・自立」をキーワードに、本市ならではの地域

特性、資源を結び合わせた交流と活力のあふれる

まちづくりを進めることにより、子供も高齢者

も、住む人も訪れる人も、そして自然も文化も産

業も、夢の持てる町を創造するものであります。 

 社会情勢の変化等もありまして、全ての計画等

が順調に進んでいるとは言い切れない側面もござ

いますけれども、また新たな課題も見えてまいり

ましたが、さまざまな事業や施策の展開の中でお

おむね順調に進んでいると認識をしております。

計画期間は残すところ２年となり、総仕上げの時

期に近づいてまいりました。これから次の１０年

に向けたまちづくりの計画の検討も進めなければ

なりません。そのために総合計画に基づく各種計

画等の進捗管理、分析、検証は重要な作業となり

ます。 

 中村議員が示されました各種計画等の進捗状況

につきましては、それぞれの担当部長からご説明

申し上げますので、ご意見、ご指摘等をお願いし

たいと思います。 

 まず、バイオマスについては担当部長からご説

明をさせていただきます。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 最初に、バイオマスタウン

構想につきましてお答えをいたします。 

 西予市は臨海部から山間部まで多種多様なバイ

オマス資源を有しています。この資源の効率的な

利活用を図るとともに、循環型社会の形成の推

進、地球温暖化防止対策による自然環境保全、農

林水産業を中心とした地域活性化を図るため、西

予市バイオマスタウン構想を平成２１年度に定め

ております。 
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 これに関連した再生可能エネルギーにつきまし

て、林業の活性化や二酸化炭素削減に貢献するこ

とを目的として木質ペレット製造施設を建設し、

平成２３年４月から株式会社エフシーと指定管理

協定を締結して稼働をしております。 

 家畜排せつ物の有効利用を図るためのバイオマ

ス発電施設につきましては、平成２３年１０月に

東宇和農業協同組合が主体となって畜産バイオマ

スエネルギー活用研究会が設立され、愛媛県及び

西予市、愛媛大学など関係機関が参加していま

す。現在設置場所を大野ケ原として設置費用、売

電等の費用対効果等について調査研究が進められ

ています。また、東宇和農協理事会の中でもバイ

オマス発電施設建設特別委員会が設置され、先進

地への視察、現地調査、採算性の問題など研究協

議が進められております。 

 廃食油関係でございますが、一般家庭や公共施

設で使用された廃食用油の活用につきましては、

今年度から回収を開始し、業者に売却し、バイオ

燃料化を進めています。 

 今後もバイオマス利活用の推進のため、市民及

び事業者の皆様、市が協力し、積極的に行動する

ことが重要であると考えておりまして、市といた

しましてもエネルギー意識の啓発、利活用の促進

の支援、情報発信等を行っていきたいと考えてお

ります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 中村敬治君。 

○５番中村敬治君 先ほど木質ペレットについて

若干お話がありましたけれども、この製造施設は

エフシーへ管理委託をされておると思いますが、

２３年４月から稼働しておるようでございます

が、年間の製造能力が１，５００トン程度と聞い

ております。そういう中で、２３年度の製造量、

そして２４年度の製造量、そしてそれぞれの販売

量等につきまして、おおよその量をトン単位でお

答え願ったらと思っております。よろしくお願い

します。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 木質ペレット生産の状況で

すが、現在生産計画を当初３５０トンと見ており

ます。能力は１，５００トンございます。平成２

３年度の生産量が２１７トンで８２８万円程度の

売り上げです。２４年度の生産量が３１６トンで

１，３１６万円。２５年度は９月末のデータしか

ございませんが、１７４トンの４２３万円となっ

ております。２５年度につきましてはこれからが

はける時期に来ますので、目標に次第に近づいて

いくんではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ちょっと目標が３００トンぐ

らいと言われますけども、製造能力は１，５００

トンあるわけですけれども、これにつきまして２

３年度で２１７トンということであれば稼働率は

１４％ほど、そして２４年度が三百十数トンとい

うことで、それでも２割ほどというようなことで

すが、これは何かいわゆるもともとの生産資材が

不足しておるのか、それとも販売の促進対策が十

分でないのか。その辺のところを若干お尋ねした

いと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 これは当初の生産計画は３

５０トンでございますが、長期的にフル稼働すれ

ば、この機械の持ってる能力は１，５００トンの

能力があるということですけども、この施設を今

この１年、２３、２４は半ば試験的に稼働してま

いった面もございます。それで、当面３５０トン

にしておりますが、中期的には５００トン、それ

を目指しているところです。５００トンになれば

何とか採算がとれるんじゃないかというような見

通しもあるんですけども、ただ材が入らないとか

ということではなくて、材は現在十分入ってきて

おります。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 材は十分入っておるというこ

とであり、また製造能力も１，５００トンあると

いうことであれば、やはり需要が少ないというこ

となのか、販売促進の努力が足らないということ

なのか、その辺のところを再度お尋ねします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 私どもからいえば、需要見

合いの生産をしているというふうに思っておりま

す。販売の努力も当然してもらわなければいけま

せんので、そちらのほうもお願いをしておりま

す。ちなみに、これ今やってるのが公共施設とか

そういうものが主でありまして、これから民間に

どれだけ売り込んでいくかということになると思

いますが、このペレットの世界もいろいろと厳し
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いこともありますので、他社、他地域に負けない

ように取り組んでいかなければいけないなと思っ

ております。今度新病院が完成しましたら、５０

トン程度の年間利用計画がありますので、そちら

のほうも今後期待をしています。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ありがとうございました。し

っかりと製造能力は十分あるわけですので、早く

販売を上げて、いわゆる経営が成り立つようにし

ていただきたいと思っております。 

 次に、森林関連分野のクレジット化の取り組み

ということで、オフセットクレジット、Ｊ－ＶＥ

Ｒの制度によるものとして、１１月１６日に愛媛

新聞で、市や西予市森林組合などが参加する西予

森林資源利活用プロジェクトが、６月にクレジッ

ト認証を受けた森林のＣＯ２吸収量３，９７３ト

ン分の販売を計画しておったところ、初めて伊予

銀行、愛媛銀行、ＪＡひがしうわがそれぞれ５０

トン、５０万円分を購入してもらったとの記事が

ございました。 

 そこでお尋ねするんですけれども、認証を受け

た残りのクレジットの販売促進の取り組みは今後

どのようにされるのか。 

 全部トン当たり１万円で販売できれば４，００

０万円弱になるわけですけれども、例えば販売促

進について銀行にコーディネーターを依頼すると

かの方法もあるのではないかと思っております

し。 

 また、続いてお尋ねしますが、今年度から平成

３２年度までとする新たなＪ－クレジット制度が

スタートしております。例えば都市部の自治体が

森林を有するこの西予市と森林整備協定を結ん

で、自治体間でカーボンオフセットを行うこと

で、結果として都市部の自治体が西予市の間伐等

の費用を負担していただくということもできるの

ではないかと思っておりますので、その辺のこと

についてはどのようにお考えか、お尋ねいたしま

す。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ただいまのＪ－ＶＥＲの取

り組みについてお答えをいたします。 

 森林関連分野でのクレジット化の取り組みにつ

いてですが、オフセットクレジット、森林が二酸

化炭素を吸収する量をクレジット化すると。つま

り、貨幣に置きかえて企業や団体がその活動で発

生させる二酸化炭素を、企業の努力で抑制できな

い分を市が保有するオフセットクレジットを購入

することで相殺する制度です。このことはカーボ

ンオフセットと言われているわけです。西予市で

は森林組合と市内の財産区のご協力によりまし

て、平成２５年６月に国の認証機関から３，９７

３トンのオフセットクレジットが認証を受けてお

ります。そのオフセットクレジットはＪ－ＶＥＲ

として環境省の管轄のもとで取り組んでおりま

す。 

 ご質問にございましたＪ－クレジット制度は、

今年度４月から環境省と農林水産省の国内クレジ

ットを一緒にした制度として創設され、Ｊ－ＶＥ

Ｒにつきましても今年度中にＪ－クレジットに移

行することになると思われます。西予市ではこの

オフセットクレジットをトン当たり１万円で販売

しておりまして、このたび伊予銀行様、愛媛銀行

様、ＪＡひがしうわサービス様にそれぞれ５０ト

ンずつ購入いただいて、西予夢基金に積み立てる

予定でございます。結果、３，８２３トンが残っ

ているわけですが、これらにつきましても今後西

予市が掲げる地球の営みをテーマにしてまちづく

りを進めております西予ジオパークの活動の一部

として環境活動にご理解いただく企業や団体にご

協力をお願いしていきたいと思います。 

 ただいまご提案をいただきましたアイデアにつ

きましては、有効な手法であろうと思われます。

この手法の一つとして検討してまいりたいと思い

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 関連の質問でございますが、

昨年７月にスタートしました自然エネルギーの固

定価格買取制度を活用しまして、小学校の統合で

廃校が今後たくさん出てきます。２６年４月から

は三瓶町内、２７年４月からは明浜町内、野村町

内と具体化してきております。後に続く城川、宇

和町内も同様だと思います。昨年の１２月議会

で、井関議員の一般質問では、牛舎の屋根などへ

のソーラーパネル設置のあっせんを西予市ででき

ないかとの問いに対しまして、市長からは市はそ

ういう経済的な行為については主体となるのは困

難である。経済行為等々を主体的にやることは本

来市が持っておる業務ではない。しかし、ともに
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そういうところへ出資してやることについては、

それは当然考えられると答弁がありました。 

 それらのことを踏まえましてお尋ねいたしま

す。 

 廃校となった日当たりのよい運動場に太陽光発

電を誘致すれば土地代が見込めるわけですが、し

かし収益は、その多くは地域を素通りしまして都

市のほうへ持っていかれてしまいます。また一

方、地域主導で市民や企業からの出資、金融機関

からの融資を受けるなど、市が主体的に協働事業

を立ち上げるというような方法もあるのではない

かと思います。売電収入や土地代収入が地域おこ

しにつなげ、地域を元気づける考えはないでしょ

うか。答弁、お願いいたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 固定価格買取制度の活用

で、廃校が利用できないかということでございま

す。 

 自然エネルギーの固定価格買取制度の活用につ

きましては、主に風力発電、太陽光発電が注目さ

れておりますが、今回ご質問にもあった廃校を使

った太陽光発電につきましては、西予市にも何社

かの企業が太陽光発電設置についての打診がござ

います。しかし、変電、送電設備コスト、そうい

う面から１０ヘクタール程度の面積が企業の求め

る条件であったりしまして、企業側のほうも断念

をされた経緯もございます。これらのことから考

えますと、商業的に太陽光発電を行うのには廃校

程度の面積ではなかなか難しいのが現実のようで

す。また、国は平成２７年度から再生可能エネル

ギーの買い取り価格を２割以上引き下げる案も浮

上するなど、先行きが不安定な状況の中で、市み

ずからが事業主体として取り組むにはややリスク

が大きいと思われます。これら政策的に左右され

る案件でありますので、市としては大手企業の事

業展開を見守って、地域振興につながる事業につ

きましては積極的に推進したいと考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 いろいろと民間企業からも打

診があって検討いただいておるようでございます

が、一応その太陽光発電はともかくとして廃校が

たくさん出てきます。その後の利活用ということ

についてはそれぞれ真剣に考えていただいておる

と思いますが、地元も期待しておりますので、市

のほうと地元とでしっかり話し合いをして、また

有効活用を願っております。 

 また、先ほど大野ケ原のバイオの話が福原部長

さんから出ておりましたので、その関連でちょっ

とお尋ねしますが、大野ケ原の家畜排せつ物を主

体としたメタンガスの燃焼熱を利用するバイオガ

ス発電計画ですね、これについてはかなり具体的

に話が進んでおるような先ほどの答弁でございま

したが、実際に事業主体とか国、県、市の資金協

力の方向性などについて、わかる範囲でご答弁願

ったらと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 畜産排せつ物のバイオマス

発電施設の研究でありますけども、これはＪＡさ

んを主にして今研究を進めておるところです。こ

れは今どういう機械がいいのかという検討するた

めの見積もりを今とっておられるとこでして、こ

れには費用も結構１億円以上とか、２億円はかか

らないかなというようなところでそういう話を聞

いております。今のところ日常２０トンぐらいの

計画で、大体２５キロワット時の発電機を２台で

の見積もりをとって計画を研究されておるようで

す。 

 資金のほうですが、これは発電をすると売電と

いうことになります。売電をするということは補

助が得られないということになりまして、原則全

額自己負担という今のところ見込みです。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 補助が受けられないというこ

とになりますと大変な金額になってきますので、

実施が非常に困難になるのかなと思っておりま

す。非常に国のメニューをしっかりと探していた

だきまして、何らかの形の補助メニューに乗せて

いただいて、つまずかないように、一番最初の発

電、バイオガス発電になりますので、ぜひとも成

功していただきまして、あと野村町のほうでも発

展的にいい計画が成就するようになったらいいか

なと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 続きまして、第５期高齢者福祉計画、介護保険

事業計画についてお尋ねいたします。 

 ご承知のとおり、日本は今大変な人口の少子・

高齢化を経験してきております。西予市はさらに
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一段と少子・高齢化が進んできておるわけでござ

いますが、これに対処するため、国では社会保

障、税の一体改革が進められているところでござ

います。その中では医療制度、介護保険制度、公

的年金制度等々、改革の対象として取り組まれて

おります。これに伴って高齢者の福祉、介護のあ

り方も今後は大きく影響してくると思われます。 

 そこでお尋ねします。 

 現在の事業計画の進捗状況、今後の計画や問題

点、その対応について簡単にご説明願ったらと思

っております。範囲が非常に広くなっております

ので、主要な部分について、課題等についてご答

弁願ったらと思っております。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、私のほうから高

齢福祉、介護保険事業計画についてのお答えをい

たしたいと思います。 

 高齢者福祉、介護保険事業計画につきまして

は、高齢者に関する事業や介護保険の円滑な実施

に関する総合的な計画として、介護保険法に基づ

き取り組む課題を明らかにし、市で目標等を定め

たものであります。計画は３年を１期として策定

をし、介護保険制度が施行された平成１２年度以

降の策定に始まりまして、現在第５期計画でござ

いますが、２４年度から２６年度までを計画案と

して、現在２年目を迎えているところでございま

す。第５期としての計画に盛り込んだものは整備

がほとんど終わり、各種のサービスが順調に展開

されているというふうに認識をいたしています。

第６期の計画につきましては、平成２７年度から

２９年度となりますけれども、現在の段階ではま

だ決まっておりません。来年度におきまして計画

策定委員会を開催し、審議検討する予定となって

おります。 

 介護保険事業計画の主要な意義としましては、

各年度における介護給付等対象サービスの種類ご

との量の見込みを立てることになります。６５歳

以上の被保険者数の増加に伴いまして、介護認定

者数の数は増加しており、利用されるサービス量

がふえることによって保険料にはね返ってくるお

それがございます。今後保険料の改定との調整を

図りながら計画を策定していくことが非常に難し

い局面を迎えつつあるものと現在認識をいたして

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいまの答弁で、５期計画

は順調に進んでいるということで、大変ありがた

く思っております。また、２７年度からの第６期

計画についてもお答えいただきましてありがとう

ございました。 

 続きまして、重要伝統的建造物群保存地区の推

進についてでございますが、これは午前中に源議

員のほうから質問もありましたので、後回しにさ

せていただいたらと思っております。 

 次の、古代ロマンの里整備活用計画についてご

質問いたします。 

 このことについては、６月議会で菊池議員から

も基金とその運用実績や今後の計画について質問

がありましたので、重ならないように質問したい

と思っております。 

 平成１７年３月に古代ロマンの里整備活用基本

計画が策定されておりますが、約９年経過してお

ります。整備活用基本計画書にある事業工程計画

によると、計画表は平成２１年度までしか記載が

ありませんが、笠置峠古墳の整備はほぼ計画どお

りでき上がっております。しかし、その他のナル

タキ古墳群や拠点施設整備は全くおくれてしまっ

ております。また、計画表に名称だけが上がって

おります小森古墳、岩木赤坂古墳などについては

整備計画について何も記載がない状況でございま

す。そのほか計画外ではございますが、近隣の東

大谷古墳は現地の発掘調査が完了しております。

基金は１億１，０００万円ぐらいあると６月議会

で答弁がありましたが、今後この事業推進上での

問題点、その対応についてお尋ねいたします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 ただいまのご質問についてお答

えをさせていただきます。 

 古代ロマンの里整備活用基本計画は、平成１６

年度に古代ロマンの里整備活用検討委員会のご意

見をもとに作成したものであります。計画としま

して、１として遺跡のネットワーク化と周遊コー

スの設定、２つ目に遺跡の調査と整備活用、３つ

目に施設の配置を地域住民、研究者や専門家、行

政の３者で進めていく計画としており、この計画

に基づいて遺跡の調査や整備、利活用などを進め

ているところであります。その一例といたしまし

て、古代ロマンの里構想のランドマークとして位

置づけられている笠置峠古墳につきましては、先
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ほども議員さんのほうからありましたように平成

２０年度に整備は完成し、一般公開するとともに

駅からウオークや葺石体験事業などの活用を進め

ているところであります。また、これまでに発掘

調査されました遺跡につきましては、説明表示等

の設置、地図の作成、遺跡めぐりの実施などに取

り組んでいるところであります。 

 今後の計画でありますが、ナルタキ古墳群につ

きましては周辺の立木の間伐や古墳群の整備を進

めていく予定であります。埋蔵文化財活用事業に

ついても引き続き国庫補助事業などを活用して取

り組んでまいりたいと思っております。近年、活

用事業への参加者からは、展示施設の設置を求め

る声が上がっております。展示施設につきまして

は、整備活用基本計画で古代ロマンの里構想に関

する諸活動の拠点施設の設置が計画されています

が、具体的な建設計画が現在策定されておりませ

ん。今後の課題として捉えております。 

 それと、小森古墳の調査状況でございますが、

小森古墳は平成１８年度に愛媛大学考古学研究室

の協力を得まして、地中レーダー探査と測量調査

を行っていただいておりますが、発掘調査の予定

は現時点では未定となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 基金が１億１，０００万円あ

るわけですけれども、これはともかくとしまし

て、先ほど答弁もありましたように、いろいろ国

の、県の補助メニューをしっかり探していただき

まして、積極的に今後も調査に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 次に、これも関連の質問でございますが、西予

市埋蔵文化財活用事業の一環として実施されまし

た宇和盆地の遺跡めぐりには鬼北町からたくさん

の参加者がありました。また、逆に鬼北町の遺跡

めぐりでは西予市からたくさんの参加者があった

ところです。近隣の市民や町民が埋蔵文化財を通

じてお互いに勉強し合い、交流することは大変意

義深いことだと思っております。ぜひ今後も継続

して取り組んでいただき、国指定史跡の松野町の

河後森城跡、また鬼北町の等妙寺旧境内なども紹

介していただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。ご答弁お願いします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 昨年度の活用事業で、宇和盆地

の発掘された遺跡の一部に解説板や表示板を設置

をさせていただきました。今年度はそれらの遺跡

をめぐり、遺跡を知っていただく事業として宇和

盆地の遺跡めぐりを実施をいたしました。また、

鬼北町の遺跡と比較することでより深く宇和盆地

の遺跡を理解していただくよう、鬼北町の遺跡も

見せていただいたところであります。今後とも当

市の遺跡と関連のある近隣市町と連携した事業を

行い、より広く深い地域の歴史が理解できるよう

取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 続きまして、古代ではありま

せんが、所管課が同じだと思いますので、関連質

問をさせていただきます。 

 市役所の裏手、ちょうどこの議会からいいます

とこの右手側に中世宇和の西園寺氏関係の山城、

黒瀬城を中心とした７つの城跡が宇和運動公園を

半円状に取り囲むように点在しております。今も

これ非常に紅葉がしておりまして、大変美しい山

となっておりますが、ことしの夏に宇和史談会で

歩きまして、途中道に迷うなどしましたが、それ

ぞれ城跡と土類が残っておりました。また、黒瀬

城への登山道やその城跡周辺はことしも宇和林業

研究グループで草刈りをしたところでございま

す。鬼北町や松野町のような本格的な調査をして

いただき、国指定史跡を期待しておりますが、順

番や予算ということもあります。そこで、市内に

は文化保存会とか商工会など、関係のあると思わ

れる各種の団体があるところです。当面は西予市

が中心となって各種の団体の協力を得ながら地権

者の同意をとり、ほんの少しだけ計画的に活動を

していただけましたら、黒瀬七城めぐりの案内板

の設置や遊歩道の整備、日常の管理ができるので

はないかと考えているところでございます。です

から、市の中心部に極めて近く、眺望も自然環境

も非常にいいところでございますので、少しずつ

でも継続して整備できたら、市民に親しまれる名

所となるのではないかと期待しておりますので、

ご答弁よろしくお願いします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 失礼いたします。 

 宇和林業研究グループの皆様には黒瀬城への登

山道の草刈りなどご協力を賜り、厚くお礼を申し

上げます。 
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 さて、城跡自体の整備を行うに当たっては、発

掘調査成果に基づき、その後の遺跡の利活用を踏

まえて整備計画を策定する必要があります。黒瀬

城跡などは広大な敷地や多様な防御施設を備えて

いることもありまして、内容を明らかにするため

の調査には相当の時間を要するものと思われま

す。また、南予地域において縄文から弥生、古

墳、古代の遺跡が連綿と営まれるのは宇和盆地に

限られたことであり、当市の特徴であり、大きな

利点でもありますので、まずは先ほどご質問いた

だきました古代ロマンの里構想の計画を進めさせ

ていただいた上で、史跡指定も含めた取り組みに

ついて検討していきたいと思っております。 

 ご提案いただきました各団体にご協力いただく

活動につきましては、大変有意義な取り組みと考

えております。遺跡の価値を損なうような土地の

改変を伴わない形で環境整備を進められるよう検

討させていただきたいと思いますので、引き続き

ご協力いただきますようお願い申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ただいま回答にありましたよ

うに、ぜひ積極的に市民、市内の各種団体を取り

まとめて協力していただけるようにお願いいたし

ます。 

 続きまして、田園ロマンの里づくりについてお

尋ねいたします。 

 このことについても６月議会で菊池議員のほう

から、基金とその運用実績や計画について質問が

ありましたので、重ならないように質問したいと

思います。 

 ことしも南予地方にコウノトリや鶴が飛来した

との新聞報道がたびたびされているところでござ

います。宇和町山田地区も１０月２０日前後の数

日間、コウノトリ１羽が飛来しておりました。ま

た、先月１２日から１３、１４日の３日間はナベ

ヅルが１１羽飛来しておりますが、今はおりませ

ん。以前から鶴やコウノトリが同時期にたびたび

飛来しておりますが、地区が圃場整備工事に続き

まして、先月には南予で２番目に大きいため池の

山田大池の改修も完了したところでございます。

やっと地区の静穏さが久しぶりに取り戻せたとこ

ろでございます。 

 これから地元のコウノトリ・ツルと共生する山

田の会はもちろんのこと、ほかのところに飛来す

る町内の各地区の関係地区の会や団体と協力しな

がら、また地元でも鶴やコウノトリが確実に飛来

し、とどまってくれるようにその環境づくりと地

域の機運の盛り上げに取り組んでいく条件は整っ

てきたと考えております。６月議会で基金も３，

０００万円あるという答弁をいただいております

ので、市としても今までとは違った新しい形の取

り組み、計画を立案していただけたらと地元も期

待しておりますので、よろしくご答弁お願いしま

す。 

○議長 三好生活福祉部長。 

○三好生活福祉部長 それでは、ただいまの田園

ロマンの里づくりについてご答弁をさせていただ

きます。 

 宇和盆地は鶴類や国の特別天然記念物でござい

ますコウノトリが自然に飛来してくる全国でもま

れで貴重な地域となっております。この鶴やコウ

ノトリは生物多様性の指標になると言われ、本市

はこのことの意義を認識し、餌場やねぐらなどの

自然環境の保全、住民の理解や協力など社会環境

の整備を図り、鶴やコウノトリの住める、人にと

ってもすばらしい環境を総合的に推進したいとい

う考えのもと、田園ロマンの里づくり推進事業に

取り組んでまいっております。 

 取り組みの内容といたしましては、環境保全体

制の整備、環境保全対策の策定、鶴やコウノトリ

を生かした地域活性化などについて本市や市民活

動グループ、関係機関団体とともに取り組んでお

ります。環境保全体制の整備につきましては、農

業団体、市民活動グループ、専門家、市、県が連

携した体制を構築した田園ロマンの里づくり推進

委員会を設置し、関係機関、団体の連絡調整に取

り組んでいるところでございます。また、環境保

全対策の策定につきましては、ねぐら環境の整備

として水田の冬期湛水や巣塔の設置、採餌環境の

整備として水田魚道の整備、放棄水田の整備に取

り組んでいるところでございます。さらに、鶴や

コウノトリを生かした地域活性化につきまして

は、兵庫県豊岡市や鹿児島県出水市への先進視察

を行い、市民活動グループの育成に取り組んでお

ります。 

 今後の計画といたしましては、答申内容を根気

強く持続的に取り組むことはもとより、来年度か

らの新しい取り組みといたしましては、本年の第

２回定例会での一般質問において、菊池議員から
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もご提案のありました地域や市民活動グループと

の連携支援、また本日議員からご提案をいただき

ました件につきまして鋭意検討してまいりたいと

いうふうに考えております。また、県が実施計画

をしております生態系保全施設整備事業によるた

め池を活用した餌場づくりやねぐら環境整備等に

ついても積極的にかかわるなど、取り組みの幅を

より広く進めていきたいと考えております。 

 本市の理想といたしましては、本市に常にコウ

ノトリが自然に生息することを願っております

が、この２年間、コウノトリの飛来期間が大変短

くなっております。現在のところ、これを人の手

で変える有効な手段が見当たっておりません。し

かしながら、水環境に恵まれた宇和盆地に豊かな

生態系を持続し得る農村空間の構築を目指して、

今後とも引き続き地道に田園ロマンの里づくりを

進めていく必要があると考えております。議員各

位におかれましても、ご理解、ご協力をお願い申

し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 引き続き今後も積極的に取り

組んでいただくとの答弁をいただきまして、大変

ありがとうございました。 

 これで大きな１番目の質問を終わりますが、昨

日からの一般質問でたびたび出ておりますよう

に、今後は私の考えでは取り組まれている各種の

事業につきまして、可能なものから西予ジオパー

クの推進と関連づけられまして、ジオを各種計画

の中心に据えながら、ツリーのような系統立てた

計画といたしまして、市内の旧５町が一体感の持

てるような全体計画を策定していただきまして、

各事業の整備に計画的に取り組んでいただきたい

と思っているところでございます。よろしくお願

いします。 

 次に、大きな２番目の質問に入ります。 

 森林、林業の再生についてお尋ねいたします。 

 ご承知のとおり、森林は国土の保全、水源の涵

養、自然環境の保全、地球温暖化の防止等、多面

的機能の発揮を通じて国民が安全で安心して暮ら

せる社会の実現に貢献するとともに、木材等の林

産物の供給源として地域経済活動と深く結びつい

ております。西予市は森林が市域の７５％を占め

る森林の市でございます。約３万８，５００ヘク

タールもございます。この森林が少しでもよくな

るということですね、例えば１０％よくなるとい

うことになれば、西予市では全体で７．５％よく

なるというほどの価値と重みを持っている森林で

ございます。 

 そこでお尋ねいたしますが、まず西予市の森

林、林業の現況について簡単にご説明願います。 

 また、もう一つは、平成２３年４月の森林法の

改正に伴い、平成２４年３月末に変更されました

西予市森林整備計画について、その概要を説明い

ただきたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 西予市の森林、林業の実態

ということで、森林、林業の状況及び市の森林整

備計画についてお答えをいたします。 

 森林の状況ですが、先ほどおっしゃられました

ように、面積は約３万８，５００ヘクタールのう

ち、６５％が杉、ヒノキの人工林、そのうち伐期

を迎えている８齢級以上の森林が８５％を占め、

約２万１，０００ヘクタールという自然の宝庫と

なっております。 

 この資源を活用した林業でございますが、市内

の素材生産者は森林組合、株式会社エフシーが主

となり、あとは小規模な事業者と個人ですが、自

伐林家の方々となっております。また、市場が２

カ所、加工業者が１３社あり、生産、流通、加工

を合わせた林業従事者数が約２００名という状況

でございます。 

 西予市森林整備計画は、５年ごとに作成する１

０カ年計画でございまして、現在の計画は平成２

５年度から３４年度までの１０カ年分となってい

ます。市内民有林約３万６，０００ヘクタールの

将来像について、森林整備の基本的な方針や施業

の方策等多面的な機能の発揮や、施業集約化の推

進を進めることなどをうたっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 ご説明のありました西予市森

林整備計画は、よそでは結構ホームページで公表

されておるんですが、西予市では公表されている

のかどうかということ。 

 そして、またもう一つは、適正に森林管理がな

されている面積がこの３万８，５００ヘクタール

のうちどの程度の面積があり、それが何％ぐらい

になるのか、ちょっとあわせてお尋ねいたしま

す。 

○議長 福原産業建設部長。 
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○福原産業建設部長 ただいまのご質問ですが、

ホームページの掲載は現在行っておりません。 

 ちなみにというか、この適正管理のされている

面積ですが、１０年間のうちに整備をされたと思

われるものが約７，６００ヘクタールと推計して

おります。つまりというか、１５年以上未整備、

手を入れてない山が１万３，０００ヘクタールく

らいかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 それでは、時間も迫ってまい

りましたので駆け足で行きたいと思うんですが、

林業再生への取り組みということで路網の整備と

いうことでございますが、路網は造林や保育、素

材生産等の施業を効率的に行うためのネットワー

クでありまして、林業の最も重要な生産基盤であ

ります。路網の整備で作業現場へのアクセスの改

善や機械の導入による安全性の向上につながって

いくわけでございますが、平成２３年度では全国

平均でヘクタール当たり１８メートルと聞いてお

りますが、路網の整備の目標としましては傾斜度

が３０度から３５度であれば大体６０メートルぐ

らい、ヘクタール当たり要るとされております。

ちなみに、ヨーロッパの我が国同様に急峻なオー

ストリアではヘクタール当たり９０メートル整備

できているとされております。 

 そこでお尋ねしますが、西予市の平均路網密度

はどの程度になっておりますか。また、その密度

の高いところ、低いところはどの町なのか。そし

てまた、年間の開設、延長はどの程度あるのか、

簡単にご説明いただきたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 それでは、開設、延長から

お答えします。 

 平成２３年度に林業課が新たに新設されまし

て、森林整備に積極的に取り組んでおりますが、

２３年度が２０路線で延長１万３，３００メート

ル。２４年度が４路線、延長が１，９５０メート

ル。２５年度が１９路線で延長１万７，７００メ

ートルとなっております。 

 延長が確認できる林道、作業道で算出しました

路網密度でございますが、平成２４年度末でヘク

タール当たり３７．４メートルとなっておりま

す。路網密度の高いところ、これは大洲市が３

９．９メートル、愛媛県では一番でありまして、

西予市は２番目です。３番目が八幡浜で３２．４

メートル。低いところは新居浜とか松山とか、余

り個別にはどうかと思いますが、８メーターとか

９メーターとか、そういう数字になっておりまし

て、県平均では２１．２メートルと、県のデータ

ですがなっております。 

 以上です。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 西予市の整備量がヘクタール

当たり３７．４メートルということで、非常に全

国平均の倍以上あるということで一安心してはお

りますが、やはり山の面積が非常に広いわけです

ので、２５年度は１万７，７００メートルという

ことで、極めて突出して整備量が多いということ

でわかりました。よくわかりましたので、今後と

も積極的に引き続いて取り組んでいただいたらと

思っております。 

 続きまして、人材育成についてでございます

が、平成１０年に森林法に係る行政事務が西予市

に移譲されておりますが、また平成２３年の森林

法の改正で西予市森林整備計画のマスタープラン

化や森林経営計画制度が導入され、市の果たすべ

き役割が極めて大きく重要となってきておりま

す。このため、森林、林業に関する専門知識、技

術等に一定の資質を有する人材を育成して森林、

林業行政の技術面からの底上げが強く求められて

いる状況にあります。 

 そこでお尋ねしますが、フォレスターや准フォ

レスターの研修終了者は市内にどの程度おられる

のでしょうか。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 フォレスターというのは２

５年度から国のほうで新たに設けられた森林総合

監理士ということで、市町村の森林整備を指導的

立場からの人材ということですが、県の林業普及

員クラス以上の方が恐らくなられるというふうに

聞いておりますけども、今のところ愛媛県には一

人もおられないと、フォレスターという方はで

す。フォレスト・マイスターというのがございま

すけども、これは市内にもおりまして、これは受

講したら得る資格というか職名ですが、市内の事

業体で６名いらっしゃいます。 

 以上でございます。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 フォレスト・マイスターはお
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られるということですが、准フォレスターという

方はおられないんでしょうかね、その辺ちょっと

確認したいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 手元に資料がございません

ので、後ほどお答えいたします。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 引き続きまして、先ほどの人

材の育成についてでございますが、森林、林業の

再生を実現するためには、林業の現場での低コス

ト作業システムの導入が進んできておるわけでご

ざいますが、森林経営や施業の集約化や、また路

網の整備等について専門的で高度な知識、技術を

備えた人材が必要となっております。 

 そこでお尋ねしますが、西予市内に林業作業

士、いわゆるフォレストワーカー、または２番目

として現場管理責任者、いわゆるフォレストリー

ダー、また３番目として統括現場管理責任者フォ

レストマネジャー、そして４番目として森林作業

道作設オペレーター、そして５番目として森林施

業プランナー育成研修修了者や認定者、以上５つ

の種別の技術者は市内にどの程度おられるのでし

ょうか。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 作業を行うには数十に及ぶ

各種の資格、講習等が必要となっておりまして、

市内の森林組合、エフシーを合わせますと、重機

のオペレーターさんは２０名以上おられます。ほ

れから、林業技術研修において高度機械教育コー

スというものを修了している者が１４名、基礎コ

ースを修了している者が１１名となっておりま

す。 

 それから、先ほどのご質問ですが、准フォレス

ターは八幡浜支局内で３名いらっしゃいます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ５番中村敬治君。 

○５番中村敬治君 残りの時間も５０秒ほどにな

りましたので、もうこの辺で消化不良でございま

すが、終わりたいと思うんですけれども、最後に

なりますが、西予市では先ほどご答弁ありました

ように、２３年度から林業課を新たに設置されて

おります。市内の森林、林業の再生に取り組んで

いただいておりまして大変ありがとうございま

す。私の希望としましては、さらに職員を増員さ

れまして、積極的に攻めの森林、林業行政を取り

組んでいただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長 以上で一般質問を終結といたします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時００

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時１５

分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

は大綱の質疑のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第１１６号「西予市ジオ

パーク推進基金条例制定について」を議題といた

します。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 基金の運用についてちょっ

とお伺いをしたいと思いますが、昨日一般質問で

もありましたが、今西予市では財政調整基金、そ

れから各種目的基金を合わせますと約１１４億円

の積み立てができておるということであります

が、備えあれば憂いなしということですから大変

結構な話だろうと思うんですけれども、その中で

我々議会サイドで一つ心配いたしますのは、この

お金というものが基金に繰り入れられると、我々

議会、市民から非常に手の届かないところに行っ

てしまうんではないかなという心配をいたすわけ

でございますが、例えばジオパークの推進基金も

同じでございますが、こういう目的基金に対して

目的に沿った運用の提案をした場合、行政サイド

は議会、市民が提案をした場合、これを受け入れ

ていただけるような用意はあるのかどうか、市長

にお伺いしたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 それでは、この場から答えさせてい

ただきますけれども、今ほどの基金というのは非

常に大事なもんでございまして、私どもも一時三

十数億円までになって危機感を感じておったとき

もございました。したがって、行財政改革をもっ

てここまで、それと行財政改革の中で特に事務事

業の評価システム等々を入れることによっていろ

いろな、あと有利起債等々を利用したりすること

によってここまで基金が何とか理想に近いところ
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まで来たというふうな感じはしておるところでご

ざいます。あとはその基金をどのように上手に使

うかということでありますが、今ほどのご質問の

目的基金につきましては、当然ながらその目的に

合うような基金の使い方をするということでござ

いますから、いい提案があった場合については当

然ながらそれを予算等々に出して、ここの場で議

決をいただいたら執行できるということになろう

と思います。 

 以上、答弁とします。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１１７号「西予

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

制定について」から議案第１２０号「西予市病院

事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」までの４件に対する一括質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

 ３番菊池純一君。 

○３番菊池純一君 この議案第１１７号「西予市

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制

定について」で１点お尋ね申し上げます。 

 ここの提案理由で、近年の社会一般の情勢を鑑

みというふうに書いてありますが、西予市はこの

一般情勢をどのように分析して、どのように認識

されているのかお尋ね申し上げます。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問でございます

が、一般情勢といいますのは、具体的に言わせて

いただきますと、燃料の高騰ということを上げて

おります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

 沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 ちょっと議案第１２０号の

「西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」をお尋ねいたしま

す。 

 この中で新病院の名称が決まったということ

で、私も本当にいいとは思うんですけども、もう

一つこの中で地区名が西予市宇和町永長１４７番

地１に改めるということになっております。 

 私がお伺いしたいのは、病院そのものじゃなく

て病院の敷地内になりますかね、３棟の医師住宅

と１１戸の集合住宅も一緒にありますけれども、

この住所ももちろん永長ということになるのです

か。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの沖野議員のご質問の深い趣

旨はちょっと今頭に考えながら答えさせていただ

きますけれども、恐らく自治会とのつながりにな

るんじゃなかろうかなと、このように思うわけで

ありますが、それにつきましては確かに検討すべ

き問題だと思っておりますので、その辺のところ

についてはもう一度検討させてください。あるい

は地区がそういう、住所はそこであっても自治会

は別の自治会に入れていただくようなご理解をい

ただいたらそれはそれで、そのようなことを踏ま

えながらちょっと検討課題とさせてください。 

 以上です。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１２１号「八幡

浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する事

務の変更及び規約の変更について」及び議案第１

２２号「八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財

産処分に関する協議について」の２件に対する一

括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ９番松山清君。 

○９番松山清君 ここで２件の八幡浜・大洲地区

広域市町村圏組合に対する議案が出ておりますの

で、これに関連しまして市長の基本的な考え方を

お尋ねさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 今回の議案はフェリーのターミナルであります

その財産を八幡浜市に移管するということが主だ

と思うわけでございますけども、この八幡浜・大

洲地区広域市町村圏組合というのは、主な事業が

約３００万円ぐらいで西伊予物語と、あとあるい

はホームページの作成とかといった一つの基本的

な事業と、この八幡浜のフェリーターミナルの観

光センター、これを運営する特別会計と、もう一

つは大洲の運動公園、プール等を管理する特別会

計と大きな３つの事業があるように思っておるわ

けですけども、その中の一つの大きなものが八幡

浜市に移管されるということだと理解しておりま
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す。それで、そうなりますと残るのはあと今度は

一般的なホームページあるいは刊行誌を発行して

おる事業、それと大洲市の運動公園という形の事

業になっていくわけでございますけども、私はい

ろいろと西予市もジオパーク等が認定されて観光

客が来なくちゃいけないといったような、これか

らそういうとこを取り組んでいくといったような

状況の中で、すごくこの八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合っていうのが活躍する場といいましょ

うか、これからこれをうまく活用して地域でいろ

んなことを取り組むという、そういった組織とし

て活用できないかということを期待しておるわけ

でございます。 

 しかしながら、これは議会がございまして、そ

の中で各市長、そして議長やほかの議員らが代表

して出ていっておるわけでございますけども、そ

ういった機運っていうのはちょっと感じられない

わけでございます。ですので、これはもう役割を

終えたものなのか、私はこういった形でこの地域

で、伊方もありますし、内子町も入っております

ので、連携していろんなことを取り組んでいく、

もっと活用していくべきだというふうに思うわけ

ですけども、今後のこの八幡浜・大洲地区市町村

圏組合というのに対してどういった期待をされる

のか、どういった発展性があるのか、それをどう

三好市長は考えられているのかをお尋ねしたいと

思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 今ほどの八幡浜・大洲地区広域市町

村圏組合の問題でございますけれども、実は私も

この議会の中でいろいろ私自身から議論もしむけ

たことがあります。もはやこの組合自身が機能が

終わっておるんではないかなという考え方です。

基金もあと４億円ぐらいしか恐らくなくなってお

ると思います。そういう中で、やはりこれは拠点

都市の構想の中でやられたやつでありますから、

この考え方は既に国のほうでも流れが変わってき

ておるわけでありまして、またこの基金等々があ

ったりする等々、あと年限的なもので存続してお

るんだという認識では私はおるわけであります。 

 今のせっかくのこんだけの組織があるんで、こ

れを将来別の形で移管することにはいいんではな

いかなあと思いますが、この組合としてはもう

淡々とやっていく時期に来ておると。だから、改

めて違う国等々の考え方に基づく組織づくりは十

分考えられるべきではないかなと、このように思

っております。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第１２３号「愛媛

県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び組合規約の変更について」から議案第

１２５号「愛媛県市町総合事務組合からの構成団

体の脱退に伴う財産処分について」までの３件に

対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第１２６号「平成

２５年度西予市一般会計補正予算（第４号）」を

議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １９番兵頭勇君。 

○１９番兵頭勇君 １点だけお尋ねをしてみたい

と思います。 

 ちょうど先般、議会の全員協議会の中でありま

した八幡浜漁業協同組合に対する財政負担の件で

ありますが、その件で１点気になりますことは、

八幡浜、伊方公認の理事者はできておるが、いわ

ゆる西予市内の三瓶については理事者の理事の選

出ができていないという報告があったというふう

に記憶をしております。その後どうなったか、ち

ょっとお尋ねをいたします。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 その後具体的に三瓶から理事が選

任されたというふうには聞いておりませんけれど

も、私どもが承知しておりますのは、この最終的

な臨時総会に向けて漁協と八幡浜地区の運営委員

会で協議をされて、一つの目標として２年以内に

は三瓶からも理事は出しましょうということで話

し合いができておりまして、漁協のほうもいつで

ももう三瓶のほうから選任をしていただければ、

定数変更をしていつでも受け入れをしますのでと

いうような話し合いができておるというふうに聞

いております。 

○議長 １９番兵頭勇君。 

○１９番兵頭勇君 関連ですが、今副市長の答弁

の中では、２年以内に三瓶からも理事者が出るよ
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うな運びになっておるということですが、この厳

しい財政再建のときに、やはり西予市も向こう１

０年間はそれぞれの負担をする。いわゆる２７％

ですか、それもしていかなければならないという

ときに、肝心な西予市内の三瓶漁協から理事が出

ていないということでは私は余りにも財政負担が

先行して、そういうことではいかがかというふう

に思います。これはやはり厳しさはあろうとは思

いますが、西予市内の漁協の意向を反映するに

は、三瓶の漁協者の代表者がやはり役員会等にお

いて意見は意見として述べていく、それぐらいの

気構えはなくてはならないというふうに思いま

す。 

 所管外でありますのでここで言わせてもらうん

ですが、やはり財政負担と役員の選出については

並行してやっていくぐらいの気構えがなからなん

だらいけんのじゃないかというふうに私は思いま

す。 

 以上です。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 ただいまのご意見、ごもっともだ

と思いますし、市としても市長以下我々も八幡浜

の運営委員会の方にその旨は随分と今までお話も

してきましたし、今後もおっしゃるとおり一日も

早く理事を選任していただいて、ともに再建に、

漁協の運営改善に努めていただくように、今後も

市としても漁協の方と話し合いを続けていきたい

というふうに思います。ご了解いただきたいと思

います。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 それでは、大きく分けて３点

お聞きをしたらと思います。 

 まず、ページは１８ページの駅前開発事業です

が、これで８１３万９，０００円減額をされてお

ります。なぜ減額なのか、その原因はどこにある

のか。そして、今回でこの国庫補助金は打ち切り

なのか。この３点をお聞きします。 

 次に、ページは３３ページ、災害用資材施設整

備事業についてお聞きをします。 

 具体的にその内容をお聞きしますので、内容を

お伺いします。 

 それと、もう一点は３７ページ、米博物館管理

運営事業５９３万２，０００円ですかね。これは

米博ですから米博の周辺だと思いますが、私の察

するところ、上へ上がる進入するとこの擁壁では

ないかなと、このように思いますけれども、それ

で間違いないのかどうか。それから、どういう危

険度があるのかどうか。どのような規模の、今回

の場合は排水路を設置して次にアンカー工事とい

うふうなことですけども、そのいわゆる面積、ど

の程度の面積を修理といいますか、するのかどう

か。それと、この工事は何年度に工事をされたの

かをまずお聞きをしたらと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 今のご質問の中で、私のほ

うからは、まず第１点目の駅前開発の減額の件に

ついてと、災害避難関係の分を説明させていただ

きたいと思いますが、まず駅前開発の減額の件で

すけれども、この件につきましては補正の２号の

ときに１，３６９万円の予算を上げて、そしてそ

れが全額国庫補助でやりますということで説明し

たと思っておりますが、その後国のほうからの決

定によりまして、この１，３６９万円が５５０万

円に減額となっての決定通知が来ました。少ない

ようですけれども、国で１８カ所申請があった中

の９カ所で私どものほうも入りました。その５５

０万円で決定額が来ましたので、またその内容に

つきまして見直しをしまして、ことしはこの部分

をやりますということで結果的に５５０万円です

けれども、最終的な予算は５６０万７，０００円

に見直しまして、そして今回、今年度の仕事を進

めるということでございます。残念ながら、今の

ところこの補助につきましてはことし限りの補助

でございますので、来年は恐らくないということ

になろうかと思いますので、また最初やろうとし

ょったことがことしで全部やれませんし、それを

また来年は一般財源でもやるというようなことで

考えておりますけれども、またそれは当初予算の

ときに計上させていただきたいなと思っておりま

す。 

 それから、消防費の災害対策費のところの工事

請負費の関係ですけれども、これはことし追加で

また県のほうから補助金がおりました。その分に

ついて追加工事をするということでございます

が、三瓶地区で３カ所、明浜地区で５カ所計画を

いたしております。明浜地区につきましてはソー

ラーの街路灯を俵津、高山、宮野浦、田之浜に１

基ずつ設置する予定でございますが、どの場所に

ということはこれからの課題というか、これから
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それを検討していくということにしております。

三瓶につきましては垣生の薬師山公園にソーラー

街路灯を２基、そして津布理の釈迦堂といいます

か、４区の釈迦堂なんですが、そこに避難場所を

整地して舗装をするという工事でございます。そ

して、もう一カ所は６区で有網代の墓地のところ

に避難路舗装と、これはコンクリー舗装になりま

すけれども、転落防止柵とちょっとした側溝をつ

けるというような計画でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 米博関係の管理運営事業に

ついてですが、これはご指摘のように米博に上が

る車道の裏側の擁壁、この頭の部分にクラックが

いってる、これを修復というか押さえる準備をす

るためのものですが、当面は排水、裏側が塞がっ

ておりますので、水が集中的に入ってはいけない

ということで排水溝を当面やって、来年２６年度

にアンカーで横一列に押さえたい、引っ張りたい

と思ってるんですが、そのための設計費用を計上

してるんですけども。 

 危険性ですが、先ほどおっしゃられた施行年度

が今手元に資料を持ち合わせてないので、ちょっ

とここではっきり言えないんですが、１０年以上

前、合併以前になるんじゃないかなと思っており

ます。そして、それがクラックがいったのがいつ

いったかというのは私個人ではちょっとデータを

持ってないんですけども。 

 それから、修理規模ですが、規模についても図

面をちょっと手元に持ってないので、はっきりこ

こで曖昧な数字が言えないんですが、５０メータ

ーから６０メーターぐらいはあったと思います。

その危険性ですが、それがどのぐらい危ない、結

局そのクラックはいってますが、足元をずっと歩

いてみますと、足元自体は動いた形跡がありませ

ん。上部のところだけが横一線にクラックがいっ

てるということで、裏の土圧のせいなのかなと、

それと排水、当時の締め固めとかの原因があるの

かなと思ってますが、今自体は結局クラックはい

ったものの動いてないので、押す力とブロックの

重さで１対１で保ててると思っております。しか

し、１対１で保ててるものが何かの拍子に裏の土

の水分が多くなったり、振動、地震があったりし

たときに１対１の均衡が破れるという、その可能

性を防ぐために今度アンカーで引っ張りたいと、

次年度、思ってるわけです。 

 以上です。 

○議長 ８番小野正昭君。 

○８番小野正昭君 １点目の駅前開発ですか、国

の事業はこれで打ち切りということですけれど、

あと一般財源と、貴重な一般財源を使うわけです

けれども、やはりその駅前というのは西予市の顔

でございますので、やはりその顔にふさわしいよ

うな事業体系と効率のいい財源の使用を要望をし

ておきたいと思います。 

 それから、災害用機材施設の件ですけれども、

これを聞いて私が一番心配しとったのは、６区に

以前津波のときのいわゆる避難場所、これはお宮

さんになっとったんですね。このお宮さんが８０

メーターぐらいの階段、急勾配の階段なんです

よ。無論身障者は無理でしょうし、お年寄りでも

手すりはあるんですけどもちょっと急な階段でし

て、以前に質問したことがあるんですけども、こ

れは避難場所として不適切だなあというふうに考

えておりましたら、このたび墓地ということで、

あそこであればある程度緩やかな勾配ですので、

車もある所まで上がっていけますんで大丈夫かな

と、このように一部安心をしたんですけれども

ね。 

 私はよく思うんですけども、以前の全協で原子

力の災害時における円滑な避難の要綱が出ました

けれども、私はちょっと長引きますけども、人間

が生きていく上に一番大事なのは空気と水じゃと

思います。それで、原発は空気汚染でいろいろな

ものが汚染される。津波はライフラインの水道を

いわゆる破損されて、飲料水がいわゆる危険時に

災害が来て管が破裂すると使用できなくなるとい

うことで、以前水道問題の料金の説明会で三瓶町

のある町民の方が緊急時の水の確保はどうなっと

るんかというふうな大変身に迫った質問をされた

んですけれども、関連質問になりますけれども、

その辺はどのような市は緊急時に水道管が破裂し

た場合、ライフラインである一番大事な水、これ

は水洗トイレとか飲料水とかがかかわってくると

思うんですが、どのような危機管理をされておる

のか、関連質問です。お伺いしたいと思います。 

 以前は災害は忘れたころにやってくるとよう言

われますけれども、地球環境の変化で災害は今毎

年やってきますんで、さらに危機感を持った対応

をお願いしたいな、このように思います。それ
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で、またわかりましたらお答えをしてください。 

 それから、最後のいわゆる米博の擁壁ですけれ

ども、私はこれ考えますに、宇和町時代にこの工

事はされたんかなと、西予市でないので私も定か

な、いつ工事されたかわかりませんですけども、

大体２５年ぐらいやなかろうかなと推測はします

けれども、大体この手の工事は保証期間が５０年

ぐらいではなかろうかなと、このように私の浅い

知識では思っておるんですけれども、そうすると

２５年前後でこういうふうにクラックが入るとい

うのはやはり工事のミス、工事のミスということ

は管理監督が悪いと、端的に言うと擁壁ですから

裏込め、いわゆる転圧の仕方だとか、そういうと

ころに不備があってクラックがいったんじゃない

かな。と同時に水抜きも十分作用してなかったん

ではないかなと、このように思いますので、これ

はこの米博に限らず、西予市全体のこういう擁壁

工事、土木工事については十分なる管理監督をし

ていただいたらなというふうに思います。 

 さらにつけ加えますけれども、あそこの道路は

博物館もありますし、それから雑巾がけに有名な

場所でもありますし、それから恐らく講堂は道場

で、剣道の子供たちがあそこへ夜通ってるんじゃ

ないかなと思いますんで、さらに安全管理をひと

つよろしくお願いをしたらと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 私のほうから水道管が破裂

したときに使えなくなったときのことについてお

答えをいたしたいと思います。 

 その前に、先ほど私、明浜の分を「５カ所」と

言ったようでございますが、実質「４カ所」で地

区はあの地区で構わんですが、「４カ所」ですの

で訂正させていただきたいと思います。 

 今言われた地震のとき、津波のときで水道が使

えなくなった場合はどう計画をしておるかという

ことでありますけれども、地震が起きたときのラ

イフラインがどのような状態になるか、道路がつ

いていればすぐ水道課のほうでタンクで水を運ぶ

という予定にしております。そのライフラインが

使えないときにはどうするんかということになり

ますけれども、まずいつもお願いをしているの

は、以前は３日分ということではありましたけれ

ども、今は７日分の食料関係を避難するときには

持っていくような形にしてくださいということを

お願いしておりますが、まずその分。それから、

備蓄の中に飲み水も構えております。これは今三

瓶であれば三瓶支所に置いてありますが、これが

全て全員を賄うだけの量はありませんけれども、

まず最初に自分たちが持っていった水で命を長ら

えてもらう、そしてその次にその備蓄のものも運

んでいくと。そして、それをしているうちにライ

フラインも早急に復旧して、そして水道もつなげ

ていくというような流れに計画をしております

が、これはまたケース・バイ・ケースでいろいろ

変わってくると思いますが、現在のところの大ま

かなといいますか、基本的な対策としてはそうい

うふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ２１番梅川光俊君。 

○２１番梅川光俊君 ちょっと単純なことをお聞

きをさせていただきたいと思います。 

 市債の分の土木債と消防債ですけども、マイナ

スが両方で１億円何ぼか立っておりますけども、

これは単純な組み替えなのか、その辺をちょっと

教えていただきたいと思いますが。 

○議長 道山財政課長。 

○道山財政課長 ただいまの市債に関するご質問

ですが、まず緊急防災の減災事業の減額でありま

すが、これは三瓶小学校、明浜小学校にかかりま

す国の補助事業の変更に伴いまして、起債のほう

を組み替えをしております。 

 土木債のほうは、この分は事業費に伴います分

と、事業の国庫の補助金の組み替えによりまし

て、その調整によりまして公共土木事業債をプラ

スにしております。 

 以上です。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 予算書の６ページになるわ

けですが、第３表、債務負担行為補正というのが

あるんですが、債務負担行為っていう言葉、これ

は行政用語になろうと思いますが、行政、議会は

意味がわかりますが、一般の方はわからないと思

いますので、この債務負担行為とは何かという説

明をまず簡単にお願いしたいと思います。 

○議長 河野総務企画部長。 

○河野総務企画部長 債務負担行為の意味でござ

いますけれども、予算というものは当年度に上げ

て当年度で仕事をすると、議決を受けてするとい
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うことになりますけれども、特別な例外としまし

て……。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 そしたら、今ほどの質問は

取り消しをさせていただきたいと思います。 

 それでは、この表、６事業が今ここに提案され

ておるわけでございますが、ここの４番目に宇和

カントリーエレベーター及び宇和ライスセンター

改修工事補助金というのがありますが、まずこの

宇和カントリーエレベーター及びライスセンター

の財産の管理はどこに帰属しているのかというこ

とと、それから今回の改修、総事業は幾らなのか

ということをお聞きしたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 ライスセンターの管理は農

協と共同乾燥施設利用組合であります。 

 それから、総事業費でございますが、カントリ

ーエレベーターの集じん装置等の改修工事が７，

４４０万円見込まれております。 

 以上です。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 この施設の財産管理がＪＡ

ということであるようでございますが、基本的に

ＪＡの財産、これは償却資産だと思うんですが、

償却資産であれば当然減価償却をされてると私は

思うんですが、減価償却はなぜするかって言う

と、将来これを更新するための準備金、あるいは

また途中の修繕等々に充てるために法的に非課税

で積み立てていける、これが減価償却資金だと思

うんですが、そうした場合に、法的に減価償却を

認めてるものに対してさらに市から補助金を出す

ということは、税制上これ二重に優遇するという

ことになるんじゃないかと思うんですが、その辺

の見解はいかがでしょうか。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 非常に専門的なご質問だと思うわけ

でありますが、基本的に私ども公営企業の減価償

却の考え方と、元親議員なんかも会社経営をされ

たことを含めて考えますと、会社のいわゆる企業

の財務諸表ですね、貸借対照表等々の考え方とち

ょっと違いまして、企業の場合はこの減価償却を

した場合に償却資産として減価償却しますよね、

それが積立金として残っておりませんね。だか

ら、私もちょっと違うんではないかなと、ちょっ

とこの今回の中でご質問をＪＡにもしたんですけ

ども、基本としては償却しとるだけで積立金が企

業の場合は残っておりませんね。だから、私ども

の公営企業の会計ではそれは資産として、いわゆ

る内部留保金として残るんですけど、企業の場合

は残りません。だから、その考え方の違いが今の

ご質問になっておるんじゃないかなと、このよう

に思います。 

 以上です。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 市長の言われる本来であれ

ば残っておかなければいけないと思うんですよ

ね。要するに、固定なのか定率なのかによって減

価償却をするわけですから、１億円をかけて施設

をつくる、それを法律で例えば２０年で耐用年数

ということになれば、２０分の１ずつ毎年償却を

して１億円であれば５００万円ずつ非課税で残し

ていくわけですよね。これは結局税法上で言う

と、結局利益が出てればこれは完全に節税になっ

てるわけですよね、その時点で。非課税ですか

ら、５００万円を非課税で帳簿上に残すわけです

から。当然それは次のための準備金として残って

おかなければいけないんだけども、もちろんそり

ゃあこのお金がこれですよって色分けないですか

ら、ほかの分に使われているものもあろうと思い

ますが、建前上は税法上これは優遇措置として残

っておかなければいけないというものであって、

それに対してさらに市から補助金を出すっていう

のは僕は基本的にいかがなもんかなと思うんです

が、再度お伺いしたいと思います。 

○議長 三好市長。 

○三好市長 これは恐らく本当専門的になろうと

思いますけど、損益計算書と貸借対照表の中で恐

らく出てくると思います。損益計算書の場合は減

価償却をした場合に、それが貸借対照表に行った

場合に内部留保金として私の公営企業の場合は行

くんですよ。だけど、恐らく税理士さんに見てい

ただいて、企業の方、こっちも減じるんで、こっ

ちの資産も減じるんで、両方が消えていくという

のが企業の貸借対照表の考えだと、このように思

いますので、ぜひまた税理士さん、ちょっと専門

的なんでここで余りやり合ってもしようはありま

せんから、ぜひその辺のとこは税務の専門家の

方々と交えてやっていただいたほうがいいかなと

思います。私の考えもちょっと最初は元親議員と

同じ考えでＪＡに行ったんですけど、残念ながら
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ありませんでした。だから、ちょっと私らの公営

企業の考え方とちょっと違いますね。 

 以上です。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 先ほどの事業費でございま

すけども、来年予定されてる事業費が７，４４０

万円、これ総合的な計画がございまして、いろん

な機械、乾燥機とか計量機とか、そういうものが

たくさんあるんですが、その一部分を来年やろう

と。全部で４年計画でどうもやる計画があるよう

なんですけども、１億７，２００万円ほど総事業

費が見込まれております。１億７，４００万円の

うちの１０分の２を今回計上いたしております。 

○議長 １２番元親孝志君。 

○１２番元親孝志君 今回、改修費の２割を補助

するということなんですが、この２割という数字

はどこから出た根拠なんでしょうか。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 休憩お願いします。ちょっ

と、資料を手元に持ってないんで。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時

５８分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時００

分） 

 ほかにありませんか。 

 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 市民の方がちょっと不安

がってることがありますので、お尋ねしときま

す。 

 オフサイトセンターが今年度予算も上がってお

りますし、建つわけでございますが、国、県の関

与のところでございますので、市の関与は少なか

ろうと思います。ただ、オフサイトセンターが原

子力の関係がございましてよくわからないと。そ

して、危険なという感じで私のところへ言ってき

てる方がおりまして、オフサイトセンターの設置

について反対してくれという話がありました。い

や安全なんで、それをもう少し地元にある方に、

西予市民にしっかり伝える方法をもう少し考えて

いただきたい。市民の県、国の関与がほとんどで

ございますので、このあたりについては西予市民

に伝達する義務はないかもしれませんけれども、

やはり身近にある施設でございますので、広報を

伝ってしっかりとオフサイトセンターの役割、そ

して危険度のない、そして集中的に災害があった

ときに西予市が中心になるんだというようなもの

をもう少ししっかりと伝えていただきたいと思い

ますが、いかがでしょう。 

○議長 九鬼副市長。 

○九鬼副市長 私も地元説明会に出席しましてそ

ういうご意見をいただいておりまして、担当課も

地域の方に十分な理解をまだまだいただいてない

のかなという実感を持っております。ただ、この

問題につきましては松山議員さんが一般質問でも

ご質問をいただきまして、基本的なオフサイトセ

ンターの役割とか、そういったものについてはこ

の場でご答弁を申し上げたことが最初でありまし

て、言われるように一般市民の方によりわかりや

すく今後広報紙等々を使ってなお一層広報に、そ

の部分については県がやりますというふうに私た

ちは聞いておるんです。余り我々が出しゃばると

県の事業を勝手に市が何言ようるのというような

こともありまして、若干遠慮しとる部分もあるん

ですけれども、機会あるごとに市からもＰＲに努

めていきたいというふうに思います。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第１２７号「平成

２５年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号）」から議案第１３３号「平成２５年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」までの７件を一括議題といたします。 

 これより本案７件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 １３番沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 議案第１３０号の公共下水

道事業について、特別この予算についてじゃない

んですけども、実は私の住んでおりますれんげ団

地のほうに、先日宇和病院に本管を引くために地

元説明会をやるというて市の職員と業者が来たわ

けなんですけども、その中で私も気になったの

は、工事をやっとるときに例えば塀が傾いたと

か、そういう場合の補償はどこがするんだという

ような意見があったんですね。だから、工事する

業者も来てたんですけども、私たち一般的な考え

方としては、これは本来なら業者がするんじゃな

いかと思うんですけども、答弁は皆市の職員がす

るわけですね、やりますと、そういう例もありま
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すというようなことを言われたんですけども、一

般的に考えて、やったほうが補償するんじゃない

かと思うんですけど、この点についてちょっと教

えていただきたいんですけども。 

 そしてもう一つは、例えば工事をしててすぐブ

ロック塀が傾いたとかというんやったらわかるん

ですけども、何年、何カ月ですかね、そういう先

にまでそういう補償があるんかどうかということ

を教えていただきたいと思います。 

○議長 福原産業建設部長。 

○福原産業建設部長 補償の窓口は下水道課にな

ります。それは、そういうおそれがある場合は事

前に調査をさせていただいて、事後の調査と照合

させていただいて、家主さんと相談の上で補償す

るということになります。 

 補償期間はちょっと明快に今答えることができ

ません。状況によると思いますけども。 

○議長 １３番沖野健三君。 

○１３番沖野健三君 実はれんげ団地のほうもこ

れから公共下水事業をやる地区なんですね。そう

いう場合に、もう少しそういう不安を取り除くた

めの答弁を市の職員、そういうことも徹底してや

っていかないと、今度本管工事はできたが、さあ

果たしてつなぐ方がおるんかなということを非常

に私は説明会で心配しました。そういうことも今

後検討課題としてぜひ考えて勉強していただきた

いというふうに思います。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案１８件につ

いては、お手元に配付いたしております常任委員

会付託表及び特別委員会付託表のとおり各委員会

に付託をいたします。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、請願第２号「西予市議

会議員定数削減を求める請願」を議題といたしま

す。 

 本請願につきましては、お手元に配付いたして

おります請願文書表のとおり、総務常任委員会へ

付託をいたします。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、陳情第４号「ＴＰＰ交

渉からの撤退を求める陳情書」及び陳情第５号

「西予市の地酒（日本酒・本格焼酎）で乾杯を推

進する条例制定を求める陳情」の２件を議題とい

たします。 

 本陳情２件につきましては、お手元に配付いた

しております陳情文書表のとおり、産業建設常任

委員会へ付託をいたします。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、意見書第５号「地方

財政の拡充に関する意見書」を議題といたしま

す。 

 本意見書につきましては、お手元に配付いたし

ております意見書文書表のとおり、総務常任委員

会へ付託をいたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案、請願及び陳情並びに意見書について十分に審

査を行い、最終日の本会議において委員会審査の

経過と結果について、各委員長の報告を求めるこ

とといたします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 １２月１８日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後３時０９分 
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      議  事  日  程 

 １ 議案第１１６号 西予市ジオパーク推進基

金条例制定について 

   議案第１１７号 西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１１８号 地方税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例

制定について 

   議案第１１９号 西予市游の里ふれあい広

場条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１２１号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の共同処理す

る事務の変更及び規約の

変更について 

   議案第１２２号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の財産処分に

関する協議について 

   議案第１２３号 愛媛県市町総合事務組合

を組織する地方公共団体

の数の減少及び組合規約

の変更について 

   議案第１２４号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

から脱退に伴う財産処分

について 

   議案第１２５号 愛媛県市町総合事務組合

からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について 

   議案第１２６号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

   議案第１２７号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

３号） 

   議案第１２８号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１２９号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 

   議案第１３０号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１３１号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１３２号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

   議案第１３３号 平成２５年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

   請願第  ２号 西予市議会議員定数削減

を求める請願 

   陳情第  ４号 ＴＰＰ交渉からの撤退を

求める陳情書 

   陳情第  ５号 西予市の地酒（日本酒・

本格焼酎）で乾杯を推進

する条例制定を求める陳

情 

   意見書第 ５号 地方財政の拡充に関する

意見書 

追加 議案第１３５号 明浜地区小学校統合校舎

建築工事請負契約につい

て 

   議案第１３６号 野村小学校南校舎改築工

事請負契約について 

   議案第１３７号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第５号） 

   議員派遣の件について 

 



 

－87－ 

本日の会議に付した事件 

 １ 議案第１１６号 西予市ジオパーク推進基

金条例制定について 

   議案第１１７号 西予市職員の給与に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１１８号 地方税法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例

制定について 

   議案第１１９号 西予市游の里ふれあい広

場条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市病院事業の設置等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１２１号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の共同処理す

る事務の変更及び規約の

変更について 

   議案第１２２号 八幡浜・大洲地区広域市

町村圏組合の財産処分に

関する協議について 

   議案第１２３号 愛媛県市町総合事務組合

を組織する地方公共団体

の数の減少及び組合規約

の変更について 

   議案第１２４号 愛媛県市町総合事務組合

の共同処理事務構成団体

から脱退に伴う財産処分

について 

   議案第１２５号 愛媛県市町総合事務組合

からの構成団体の脱退に

伴う財産処分について 

   議案第１２６号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第４号） 

   議案第１２７号 平成２５年度西予市授産

場特別会計補正予算（第

３号） 

   議案第１２８号 平成２５年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第１２９号 平成２５年度西予市農業

集落排水事業特別会計補

正予算（第３号） 

   議案第１３０号 平成２５年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第３号） 

   議案第１３１号 平成２５年度西予市上水

道事業会計補正予算（第

３号） 

   議案第１３２号 平成２５年度西予市病院

事業会計補正予算（第３

号） 

   議案第１３３号 平成２５年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計補正予算（第１号） 

   請願第  ２号 西予市議会議員定数削減

を求める請願 

   陳情第  ４号 ＴＰＰ交渉からの撤退を

求める陳情書 

   陳情第  ５号 西予市の地酒（日本酒・

本格焼酎）で乾杯を推進

する条例制定を求める陳

情 

   意見書第 ５号 地方財政の拡充に関する

意見書 

追加 議案第１３５号 明浜地区小学校統合校舎

建築工事請負契約につい

て 

   議案第１３６号 野村小学校南校舎改築工

事請負契約について 

   議案第１３７号 平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第５号） 

   議員派遣の件について 
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  開議 午後２時００分 

○議長 皆さんこんにちは。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 道山財政課長。 

○道山財政課長 失礼します。 

 本会議の３日目の質疑におきまして、梅川議員

のほうから議案第１２６号「平成２５年度西予市

一般会計補正予算（第４号）」のご質疑につきま

して、適切な答弁となっていませんでしたので、

改めて答弁をさせていただけたらと思います。 

 ご質問は、一般会計補正予算予算書の１５ペー

ジの２０款１項５目土木債及び消防債の減額補正

は組み替えによるものかとのご質問でありました

が、土木債６，８４０万円の減額及び消防債６，

５３０万円の減額は、国庫補助金の採択等による

財源の組み替え及び事業費の実績に伴う減額であ

ります。 

 以上、答弁をさせていただきます。 

○議長 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第１１６号「西予市ジオ

パーク推進基金条例制定について」から議案第１

３３号「平成２５年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計補正予算（第１号）」までの１８件及

び請願１件、陳情２件、意見書１件の２２件を一

括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、松山総務常任委員会委員長の報告を求め

ます。 

 ９番松山清君。 

○松山清総務常任委員長 それでは、総務常任委

員会の審査報告を申し上げます。 

 去る１２月４日の本会議において、当委員会に

付託されました議案８件、請願１件、意見書１件

について、１２月１９日に審査を行いました。 

 議案第１１７号から議案第１２５号までの７議

案及び議案第１２６号「平成２５年度西予市一般

会計補正予算（第４号）」にかかわる総務常任委

員会所管分については、お手元に配付のとおり原

案可決決定いたしました。 

 請願第２号「西予市議会議員定数削減を求める

請願」並びに意見書第５号「地方財政の拡充に関

する意見書」については、お手元に配付のとおり

不採択と決定いたしました。 

 まず、不採択の理由ですが、請願第２号「西予

市議会議員定数削減を求める請願」については、

昨年の選挙で３名減を行ったばかりであり、人数

を減らせば人口の多い地区に偏りやすくなり、地

域割りなどを考える必要がある。議会の努力が足

りなければまずは努力する必要があり、行動を起

こすことのほうが先である。地域もあるし地形も

あるので法定定数の上限がなくなったのであり、

もっと時間をかけて意見を聴取する必要がある。

議員定数が既に削減され、周辺部は疲弊しており

声が届かなくなっている。地元地区に議員がいな

いなどの不安の声が出ているなどの意見が出さ

れ、採決の結果、不採択とすることに賛成多数で

決定となりました。 

 意見書第５号「地方財政の拡充に関する意見

書」については、内容が西予市の実情と必ずしも

一致しておらず、現状が正しく反映されていない

ことから、地方財政を拡充することに関しては賛

同するものの、今回の意見書に関しては全会一致

にて不採択となりました。 

 次に、審査過程において委員より出された質疑

並びに理事者の答弁を抜粋してご報告いたしま

す。 

 議案第１１７号「西予市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定について」は、県の

通勤手当に準拠するものであり、平成２５年１０

月現在の西予市職員８６６人のうち６３０人が対

象者で、総支給額の見込みは現在の５，２４６万

２，０００円から６，１１８万８，０００円にな

り、８７２万６，０００円増加するとの説明があ

りました。通勤バスは考えられないのか、職員の

駐車場有料化との関係について質問があり、公共

交通機関の利用と合わせて検討する、職員の有料

化とは別問題であるとの答弁がありました。 

 議案第１１８号及び議案第１２１号から議案第

１２５号までの６件は、特に報告する意見はあり

ませんでした。 

 議案第１２６号「平成２５年度西予市一般会計

補正予算（第４号）」について、財政課所管分で

は、燃料費について入札をどこで実施しているの

かという質疑があり、本庁、支所で見積もりを徴

取し当初予算化している。相場が一定価格以上変

化した場合は、上下に関係なく変更しているとの
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答弁でした。 

 また、オフサイトセンター用地の県への売却に

ついての説明では、市が保有していた土地と多目

的公共用地として購入した土地を合わせた面積

２，６２５．３４平米を県に売却する予定である

とのことでした。また、隣接する２戸の敷地につ

いて購入予定はとの質疑に対して、市としては購

入の予定はなく県に購入する意向があれば協力し

たいとのことでした。 

 総務課所管分では、明浜支所の移転に対して住

民のコンセンサスはとれているのかとの質疑に対

して、建てかえは重要な案件であるので専門委員

会を立ち上げ、市民参加の中で検討し、多くの方

に関心を持ってもらうよう進めたいとの答弁でし

た。 

 危機管理課所管分では、宇和地区の戸別受信機

において、電池の液漏れによる故障が多数発生し

ているのではないかという質疑に対して、年１回

の電池交換を呼びかけているが、故障による代替

を無償貸与することもあります。本人が原因の故

障については有料との説明がありました。故障に

気づいていない方も多いので、適正に使われてい

るのか調査や点検をしてほしいとの意見がありま

した。 

 また、西予市全体の避難訓練についての質疑に

は、各自主防災組織での訓練を２４年度は約５０

件で約４，０００人、２５年度は現在約３０件で

約２，５００人の訓練が実施されており、ＡＥＤ

の取り扱いや津波対策、土砂対策と対応が違うた

め地域別に行っています。次年度には検討したい

との答弁でした。 

 税務課所管分では、国土調査誤りによる地図の

訂正について、三瓶地区の昭和６１年に調査した

ものであるが、実際の道路の現況と現時点での設

置が判明したためであるとの説明がありました。

また、全国的にはおくれている国土調査について

は、西予市は完了しているとのことでした。 

 企画調整課所管分では、駅前開発について、先

導的官民連携事業調査委託料の国庫補助金決定に

より減額するものであり、今年度は地元企業の現

状調査や参加意欲の啓発、金融機関の融資関連調

査等を実施予定で、次年度は事業範囲や方法、財

政負担、官民リスク負担等を継続調査するとの説

明がありました。 

 管理用地課所管分では、入札予定価格につい

て、業者に利益が出るような設定をしてほしいと

の意見に対して、今後実勢が予定価格に反映され

るよう担当課と協議し考慮していきたいとの答弁

でした。 

 消防本部所管分では、消防団からの要望につい

て、本部と支所の連携はできているのかとの質疑

に対して、しっかりとした体制はとっているが、

予算の範囲内で優先順位を決めて対応しています

との答弁でした。 

 教育総務課、学校教育課所管分では、野村中学

校寄宿舎や通学バスについて、高校生も利用でき

ないのかとの提案について、義務教育と高校教育

との関係があるので今後研究したいとの答弁でし

た。宇和中学校の国道側の塀については、大和塀

となる予定であり、出入り口の広さは現状のまま

であるとのことでした。 

 また、平成２７年の野村、明浜の統廃合時には

教員の数はどれくらい減るのかとの質疑に対し

て、現在西予市には小・中合わせて約４００名の

教員がいるが７０人程度減少する見込みであり、

南予地域で学校統合が進められているため、中予

方面への異動もあり得るとの答弁でした。統合が

進んだところは１学級３０名にするという提案に

ついては、県教育委員会に要望していきたいとの

答弁でした。 

 本定例会の委員会審査において、担当課の説明

において適切な工夫と努力の成果が見られ、特に

予算について数字の解説に追われがちですが、背

景や内容などについても理解することができ、評

価できるものがありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月２８日、総務常任委員会委員

長松山清。 

○議長 次に、小野厚生常任委員会委員長の報告

を求めます。 

 ８番小野正昭君。 

○小野正昭厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告。 

 去る１２月４日の本会議において、当委員会に

付託をされました議案について、１２月９日に委

員会を開催し審査を行いましたので、その経過と

審査結果についてご報告を申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案８件についてはい

ずれも全会一致で原案可決決定をいたしました。 

 次に、審査過程において委員より出された質疑
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並びに理事者の答弁を抜粋して報告をいたしま

す。 

 初めに、高齢福祉課所管の議案第１１９号「西

予市游の里ふれあい広場条例の一部を改正する条

例制定について」では、改正後の利用料金等につ

いて質疑がありました。今回の改正は、施設内の

ふれあい農園をコミュニティー農園として貸し出

すためのものであり、１区画６メートル掛ける７

メートルの４２平方メートル、全１５区画を１区

画当たり年間５，０００円で貸し出す旨の説明が

ありました。なお、利用料金の算定については、

農園及び農園周辺の整備に係る費用や水道料金等

のほか、他の農園の料金設定も参考に決定してお

り、今後指定管理者と十分連携をとり適正管理に

努めたいとの答弁がありました。 

 次に、議案第１２６号「平成２５年度西予市一

般会計補正予算（第４号）」のうち市民課所管分

について、田之浜診療施設管理事業２３１万円の

増額に対する質疑では、平成２６年４月以降の診

療報酬等の改正に伴い、従来のレセプトコンピュ

ーターシステムの更新が必要となることから、ハ

ード、ソフトの導入設定及び施設のほか、医事マ

スターの作成、全データの移行等に要する費用で

あるとの答弁がありました。 

 次に、水道課所管の議案第１３１号「平成２５

年度西予市上水道事業会計補正予算（第３号）」

では、電気料金の値上げが今後水道料金に転嫁さ

れるかとの質疑に対し、平成２４年度の決算ベー

スで試算すると、電気料金全体については１４．

１％上昇することになる。水道料金の算定は総括

原価方式であるため、この上昇については将来に

おいて運営状況等を勘案した中で加味すべきもの

と判断しているとの答弁がありました。 

 次に、議案第１３２号「平成２５年度西予市病

院事業会計補正予算（第３号）」では、野村病院

における建物附属設備修繕費１３３万５，０００

円の増額について、病院事務局からの煙感知器の

誤作動に係る修繕との説明に対し、点検状況につ

いての質疑があり、消防法に基づき保守点検業者

により年２回実施しており、不良箇所があればそ

の都度対応しているとの答弁がありました。ま

た、自動火災報知機設備設置後の年数及び更新に

ついての質疑に対しては、野村病院は築後２０年

が経過しており、経年劣化による修繕や更新につ

いては必要に応じ計画的に実施しているとの答弁

でした。 

 なお、今回の補正予算については、所管各部課

において、電気料金の値上げによる補正が計上さ

れていました。参考として、高圧電流については

ことし７月から平均１４．７２％、低圧電流（従

量電灯Ｂ）については９月から６．１％の値上げ

となっております。厚生常任委員会所管において

もこのことによる増額補正として、生活福祉部で

は４２９万６，０００円、公営企業部では８４７

万４，０００円が計上をされており、市財政にお

いて今後の電気料金の動向についても十分注視し

ていかなければならないと感じました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月１８日、厚生常任委員会委員

長小野正昭。 

○議長 次に、宇都宮産業建設常任委員会委員長

の報告を求めます。 

 １０番宇都宮明宏君。 

○宇都宮明宏産業建設常任委員長 産業建設常任

委員会の審査報告を申し上げます。 

 当委員会では、平成２５年１２月４日に本会議

で付託された議案４件並びに陳情２件について委

員会審査を行いました。審査した議案第１１６号

から議案第１３０号の４件については、お手元に

配付のとおり原案可決決定いたしました。 

 陳情第４号「ＴＰＰ交渉からの撤退を求める陳

情書」及び陳情第５号「西予市の地酒（日本酒・

本格焼酎）で乾杯を推進する条例制定を求める陳

情」については、趣旨採択と決定いたしました。 

 趣旨採択の理由としましては、陳情第４号につ

いては、ＴＰＰによる農業分野への影響の懸念は

十分に理解できるが、陳情趣旨である交渉の内容

の公開及び交渉からの撤退については現在政府間

交渉の最終段階であり、今後の推移を見守るべき

との意見から、賛成多数により趣旨採択と決定い

たしました。 

 陳情第５号につきましては、市産品利用促進と

いう趣旨は理解できるが、条例制定にはなじまな

いため、賛成多数により趣旨採択と決定いたしま

した。 

 審査の過程で委員より出された意見を抜粋して

報告いたします。 

 議案第１２６号「平成２５年度西予市一般会計

補正予算（第４号）」のうち、八幡浜漁協財務改

善支援事業補助金７５２万４，０００円につい
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て、多額の累積赤字に至り経営再建中の八幡浜漁

協への財務改善計画に基づく支援であるとの説明

があり、今後の見通しや財政支援を含め、再建に

は行政も積極的にかかわるべきとの意見がありま

した。 

 次に、指定管理施設備品購入負担金３３０万

８，０００円については、野村青汁工場の蒸気ボ

イラー更新に係る費用の２分の１を負担するもの

であるとの説明があり、指定管理者等への助成の

あり方については精査する必要があるのではとい

う意見がありました。 

 また、ジオパーク認定を活力につなげる一環と

して、城川自然ロッジ活用の再考を求める意見が

ありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月１８日、産業建設常任委員会

委員長宇都宮明宏。 

○議長 次に、兵頭西予市新市立病院建設特別委

員会委員長の報告を求めます。 

 ７番兵頭学君。 

○兵頭学西予市新市立病院建設特別委員長 西予

市新市立病院建設特別委員会の審査報告を申し上

げます。 

 去る１２月４日の本会議において、当委員会に

付託されました議案第１３２号「平成２５年度西

予市病院事業会計補正予算（第３号）」のうち、

歳入歳出予算に関する西予市新病院建設特別委員

会所管分について委員会審査を行いました。 

 審査結果は、議案を原案のとおり全会一致で可

決決定いたしました。 

 審査経過は、継続費の補正として新病院移転作

業補助業務を平成２５年度を８００万円、平成２

６年度を１，６００万円とし、平成２６年度年割

り額を減額するものであります。報償費３０万

６，０００円の増額は、新病院で整備する絵画及

びモニュメントについて検討する委員会委員報

酬、手数料の４万６，０００円増額は医師住宅に

係る計画変更手数料であり、差し引き１，５６４

万８，０００円を減額するとの説明がありまし

た。 

 委員からのモニュメントについて建築確認が必

要かとの問いに対し、建築基準法では工作物とな

り、地表面からの高さが４メートル以上であれば

必要であるが、今回計画するモニュメントは４メ

ーター以内であり建築確認は不要との回答があり

ました。 

 以上、特別委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月１８日、西予市新市立病院建

設特別委員会委員長兵頭学。 

○議長 次に、森川西予市環境衛生施設建設特別

委員会副委員長の報告を求めます。 

 １４番森川一義君。 

○森川一義西予市環境衛生施設建設特別副委員長

 西予市環境衛生施設建設特別委員会審査報告

書。 

 去る１２月４日の本会議において、当委員会に

付託されました議案第１２６号「平成２５年度西

予市一般会計補正予算（第４号）」のうち、歳入

歳出に関する西予市環境衛生施設建設特別委員会

所管分について、１２月４日に委員会を開催し審

査を行いましたのでご報告申し上げます。 

 本案については、お手元に配付のとおり原案を

全会一致で可決決定いたしました。 

 今回の補正のうち、歳入における一般廃棄物処

理施設等建設基金繰入金２００万円については、

衛生センターの建設に伴う地元環境整備事業等の

経費に充てるため、基金の一部を取り崩し繰り入

れを行うとの説明がありました。なお、事業につ

いては農業水産課で実施するとのことでした。 

 歳出における汚泥再生処理施設整備事業費４７

万１，０００円については、衛生センター建設に

係る事業者の選定を建設工事評価委員会を設置し

決定することとしており、委員への報償費を初め

旅費等が主なものであるとの説明がありました。 

 なお、委員構成についての質疑は、県外からの

有識者２名のほか、建築士会西予支部からの代表

者１名、職員からは副市長を初め生活福祉部長、

総務企画部長、産業建設部長の計７名を予定して

いるとの答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２５年１２月１８日、西予市環境衛生施設

建設特別委員会副委員長森川一義。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告はありませんので、討論を終結とい

たします。 
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 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第１１６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１６号「西予市ジオパーク推進基金条

例制定について」は委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１１６号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１１７号から議案第１２０号まで

の４件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１１７号「西予市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例制定について」から議案

第１２０号「西予市病院事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例制定について」までの４

件は委員長報告のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１１７号から議案第１２０号までの４件は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２１号及び議案第１２２号の２

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２１号「八幡浜・大洲地区広域市町村

圏組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更

について」及び議案第１２２号「八幡浜・大洲地

区広域市町村圏組合の財産処分に関する協議につ

いて」の２件は委員長報告のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１２１号及び議案第１２２号の２件は原案のとお

り決定いたしました。 

 次に、議案第１２３号から議案第１２５号まで

の３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２３号「愛媛県市町総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変

更について」から議案第１２５号「愛媛県市町総

合事務組合からの構成団体の脱退に伴う財産処分

について」までの３件は委員長報告のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１２３号から議案第１２５号までの３件は原案の

とおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２６号「平成２５年度西予市一般会計

補正予算（第４号）」は委員長報告のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１２６号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１２７号から議案第１３３号まで

の７件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１２７号「平成２５年度西予市授産場特

別会計補正予算（第３号）」から議案第１３３号

「平成２５年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計補正予算（第１号）」までの７件は委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１２７号

から議案第１３３号までの７件は原案のとおり決

定いたしました。 

 次に、請願第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第２号「西予市議会議員定数削減を求める

請願」については委員長報告のとおり不採択とす

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、請願第２号は不

採択とすることと決定いたしました。 

 次に、陳情第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第４号「ＴＰＰ交渉からの撤退を求める陳

情書」については委員長報告のとおり趣旨採択と

することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第４号は趣

旨採択とすることに決定いたしました。 
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 次に、陳情第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 陳情第５号「西予市の地酒（日本酒・本格焼

酎）で乾杯を推進する条例制定を求める陳情」に

ついては委員長報告のとおり趣旨採択とすること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、陳情第５号は趣

旨採択とすることに決定いたしました。 

 次に、意見書第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第５号「地方財政の拡充に関する意見

書」については委員長報告のとおり不採択とする

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書第５号は

不採択とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。（休憩 午後２時３５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時３７

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１３５

号「明浜地区小学校統合校舎建築工事請負契約に

ついて」から議案第１３７号「平成２５年度西予

市一般会計補正予算（第５号）」までの３件及び

議員派遣の件についてを本日の日程に追加し、追

加日程として議題といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、４件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１３５号「明浜地

区小学校統合校舎建築工事請負契約について」及

び議案第１３６号「野村小学校南校舎改築工事請

負契約について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 議案第１３５号「明浜地区小学

校統合校舎建築工事請負契約について」、議案第

１３６号「野村小学校南校舎改築工事請負契約に

ついて」一括して提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本市では、児童数の減少による複式学級の解消

など適正規模の確保を図るとともに、校舎の耐震

補強や新築などを目的としまして市内小学校の再

編計画を策定し、現在各地域において小学校再編

に関する協議を進めているところでございます。 

 まず、明浜地区小学校統合校舎建築工事につき

ましては、西予市小学校再編計画に基づき、現在

の俵津小学校敷地内に明浜地区小学校統合拠点校

として、平成２７年４月１日の開校に向けて建設

するものであります。 

 当校舎は鉄筋コンクリートづくり、地上３階建

て、延べ床面積２，８３７．９３平方メートルの

建物で、内装木質化を図り太陽光発電設備を備え

たものとなっております。 

 本工事につきましては、工事品質を確保するた

め建築工事、電気設備工事、機械設備工事の専門

工事業者別に発注する分離発注を採用し、平成２

７年２月２７日の完成を予定しております。 

 建築工事につきましては、去る１２月３日に事

前審査型一般競争入札を執行し、明浜地区小学校

統合校舎建築工事一宮工務店・平野建設特定建設

工事共同企業体と工事請負金額５億９，６１６万

円で１２月９日に工事請負仮契約を締結いたしま

したので、議会の議決を求めるものであります。 

 続きまして、野村小学校南校舎改築工事につき

ましては、野村地区小学校統合拠点校として、平

成２７年４月１日の開校に向けて野村小学校南校

舎を改築するものであります。 

 当校舎は鉄筋コンクリートづくり、地上３階建

て、延べ床面積１，６６６．４４平方メートルの

建物で、内装木質化を図ることとしております。 

 本工事につきましても、工事品質を確保するた

め専門工事業者別に発注する分離発注を採用し、

平成２７年２月２７日の完成を予定しておりま

す。 

 改築工事につきましては、去る１２月１０日に

事前審査型一般競争入札を執行し、堀田建設株式

会社代表取締役菊池泰行氏と工事請負金額３億

４，８５７万円で１２月１２日に工事請負仮契約

を締結いたしましたので、議会の議決を求めるも

のであります。 

 なお、明浜地区小学校統合校舎建築工事及び野
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村小学校南校舎改築工事に係る概要等につきまし

ては、別紙参考資料をご参照ください。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 ７番兵頭学君。 

○７番兵頭学君 １点だけ工期についてお伺いし

ます。 

 以前、野村小学校の統合の説明会において、合

併は２７年４月に行うという話でしたが、その前

の１月に名目統合的に行って、６年生を卒業する

のを野村小学校で行いたいというような説明があ

りましたが、これを工期を見ますと２月２７日に

なっておりますが、その話は大丈夫なのかどうか

確認願いたいと思います。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時

４４分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時００

分） 

 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 ただいまの兵頭議員さんのご質

問の件ですが、推進委員会等におきましても承知

いたしておりませんので、今後検討しながら進め

ていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い

をいたします。 

 答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかに質疑ありませんか。 

 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 明浜地区小学校統合校舎

についてお尋ねいたしますが、以前よりＰＴＡの

ほうから出ております学童保育の施設につきまし

てお尋ねをいたします。 

 野村のほうは児童館が併設でできるということ

でございますが、開校と同時に。そして、明浜の

ほうもできれば開校と同時に児童館または学童保

育を進めてほしいというお話を再々いたしたわけ

でございますが、これにつきましてどうなってい

るのか、まずお尋ねします。 

 ２点目でございますが、入札の消費税の金額が

提示されておりますけども、来年４月１日から

８％になるわけでございますが、これの推移につ

きましてお尋ねをいたします。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 学童保育の件につきましてです

が、酒井議員さんが申されましたように、現在学

童保育、明浜地区で実施の方向で検討はいたして

おりますが、まだ結論が出ておらない状況であり

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 道山財政課長。 

○道山財政課長 ただいまの消費税の関係のご質

問ですが、消費税の引き上げにつきましては、工

事請負費等につきましては経過措置がありまし

て、今年度の９月末までに契約が行われて、来年

の２６年３月末までに引き渡しがされる分につき

ましては５％の消費税が適用されます。１０月１

日以降の契約につきましても、２６年３月末日ま

でに引き渡しが行われれば５％が適用です。ただ

し、１０月１日以降の契約で２６年４月１日以降

に引き渡しがされた場合には８％の消費税の適用

が行われます。 

○議長 １８番酒井宇之吉君。 

○１８番酒井宇之吉君 消費税のほうはよく理解

できました。 

 学童保育の問題でございますが、これにつきま

しては、再々一般質問につきましても私、開校と

同時にひとつ努力してほしいというお話をしたと

ころでございますが、まだ検討中というお話でご

ざいますが、ＰＴＡとか保護者のほうからは再三

にわたって私のほうに、早く、同時にということ

が参っておりますので、この点、精いっぱいの努

力をしていただきたいと、かように思います。 

 以上。 

○議長 内藤教育部長。 

○内藤教育部長 教育委員会といたしましても、

できるだけ努力をしていきたいというふうに考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３５号及び議案第１３６号の２件は、

会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託

を省略したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた
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しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案順に採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１３５号「明浜地区小学校統合校

舎建築工事請負契約について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１３５号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１３６号「野村小学校南校舎改築

工事請負契約について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１３６号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第２、議案第１３７号「平成２

５年度西予市一般会計補正予算（第５号）」を議

題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

○三好市長 議案第１３７号「平成２５年度西予

市一般会計補正予算（第５号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回提案いたします補正予算は、１０月２３日

から２５日の台風２７号により被災しました各施

設の早期復旧を図るためのものであります。 

 その概要といたしましては、農地２６カ所、農

業用施設１９カ所及び道路１カ所の復旧に係る経

費３，３３４万９，０００円を計上するものであ

ります。 

 また、皆田小学校の屋内消火栓設備及び三瓶養

護老人ホーム三楽園のスプリンクラー設備非常用

予備発電装置について早急に修繕する必要がある

ため、これらに係る経費５７９万４，０００円を

計上するものであります。 

 これらに伴う財源といたしまして、国庫支出金

１，３９９万２，０００円、市債７７０万円、分

担金５６万円を充当し、総額につきましては財政

調整基金繰入金１，６８９万１，０００円を充当

しております。これによりまして、既決いただい

ております歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３，９１４万３，０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額を２９１億１，６０６万８，０００円

と定めるものであります。 

 以上、よろしくご審議を賜りご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３７号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１３７号「平成２５年度西予市一般会計

補正予算（第５号）」は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１３７号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第３、議員派遣の件についてを

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議員派

遣の件については本件のとおり承認することに決

定いたしました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いては、諸般の事情により変更が生じる場合には

議長に一任を願いたいと思いますが、これにご異
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議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 以上で全日程を終了いたしました。 

 市長より閉会の挨拶があります。 

 三好市長。 

○三好市長 平成２５年第４回西予市議会定例会

閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 去る１２月２日から１７日の会期で開催されま

した第４回定例会は、本日全ての日程が終了の運

びとなりました。会期中、議員各位には本議会及

び各常任委員会を通じまして慎重なご審議を賜

り、厚くお礼を申し上げる次第でございます。お

かげをもちまして、条例の制定及び一部改正並び

に補正予算などの重要な案件をいずれも原案のと

おり可決いただきました。審議の間におきまして

は、さまざまなご指摘、ご意見をいただきました

点等につきましては、執行に当たりまして十分心

して努めたいと存じております。 

 さて、ことしも残すところわずかとなってまい

りましたが、先般、ことしの世相を１字であらわ

すことしの漢字が発表されました。「輪」に決定

されました。その理由といたしまして、２０２０

年の東京五輪開催決定や富士山の世界遺産登録が

官民のチームワークで実現したことや、国内外で

起きた災害からの復興に支援の輪が広がったこと

などによるものであります。 

 また、この１年の世相を軽妙に映し、多くの

人々の話題に上がった２０１３年流行語大賞も発

表されました。ことしは、東京五輪招致のＩＯＣ

最終プレゼンで披露されましたおもてなしなど、

史上最多となる４つの言葉が大賞に選ばれており

ます。これらのことしの漢字や流行語大賞を見て

みますと、一時に比べて明るい話題が多くなって

きたように感じているところでございます。 

 また、長く続いたデフレ脱却の兆しにより、流

行語大賞トップテンの中にアベノミクスも選ばれ

ているところでございますが、安倍政権の経済政

策第３つ目の矢である成長戦略の効果が地方にお

いても実感できるように願っているところでござ

います。 

 終わりに、これからの季節は厳寒に向かい朝晩

の冷え込みが一層厳しくなります。議員各位にお

かれましてもどうかご自愛をいただきまして、来

る平成２６年が希望に満ちあふれる幸多き年にな

りますようご祈念申し上げまして、閉会のご挨拶

とさせていただきます。 

 １年間ありがとうございました。 

○議長 これをもって平成２５年第４回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時１３分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２５年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１１５号 
西予市消防救急デジタル無線設備整備工事変更請負

契約について 
25.12.２ 原案可決 

議案第１１６号 西予市ジオパーク推進基金条例制定について 25.12.18 原案可決 

議案第１１７号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
25.12.18 原案可決 

議案第１１８号 
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例制定について 
25.12.18 原案可決 

議案第１１９号 
西予市游の里ふれあい広場条例の一部を改正する条

例制定について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２０号 
西予市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２１号 
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の共同処理する

事務の変更及び規約の変更について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２２号 
八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の財産処分に関

する協議について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２３号 
愛媛県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び組合規約の変更について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２４号 
愛媛県市町総合事務組合の共同処理事務構成団体か

ら脱退に伴う財産処分について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２５号 
愛媛県市町総合事務組合からの構成団体の脱退に伴

う財産処分について 
25.12.18 原案可決 

議案第１２６号 平成２５年度西予市一般会計補正予算（第４号） 25.12.18 原案可決 

議案第１２７号 
平成２５年度西予市授産場特別会計補正予算（第３

号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１２８号 
平成２５年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１２９号 
平成２５年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１３０号 
平成２５年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１３１号 
平成２５年度西予市上水道事業会計補正予算（第３

号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１３２号 
平成２５年度西予市病院事業会計補正予算（第３

号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１３３号 
平成２５年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第１号） 
25.12.18 原案可決 

議案第１３４号 三瓶小学校スクールバスの取得について 25.12.２ 原案可決 

議案第１３５号 明浜地区小学校統合校舎建築工事請負契約について 25.12.18 原案可決 

議案第１３６号 野村小学校南校舎改築工事請負契約について 25.12.18 原案可決 

議案第１３７号 平成２５年度西予市一般会計補正予算（第５号） 25.12.18 原案可決 

報告第 ２２号 専決処分事項の報告について 25.12.２ 報  告 

請願第  ２号 西予市議会議員定数削減を求める請願 25.12.18 不 採 択 

陳情第  ３号 三瓶地区の良好な保育環境を求める陳情書 25.12.２ 採  択 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

陳情第  ４号 ＴＰＰ交渉からの撤退を求める陳情書 25.12.18 趣旨採択 

陳情第  ５号 
西予市の地酒（日本酒・本格焼酎）で乾杯を推進す

る条例制定を求める陳情 
25.12.18 趣旨採択 

意見書第 ５号 地方財政の拡充に関する意見書 25.12.18 不 採 択 

 議員派遣の件について 25.12.18 承  認 

 

  


